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総括研究報告書

大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び 

対応の標準化に向けた研究 

研究代表者    冨尾 淳（国立保健医療科学院健康危機管理研究部 部長） 

研究要旨： 

 大規模イベントへの準備・対応体制の向上を目指して、近年の国内外の大規模イベント

の保健医療対応の知見を統合し、大規模イベントの公衆衛生・医療対応に求められる、組

織体制やリスクアセスメント、リスクコミュニケーション等を含む準備・対応に関する基

本的な枠組の開発を目的として、情報収集・整理を行った。感染症危機管理の評価・改善

に向けて、東京 2020 大会における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）発生以前に取り

組まれてきた感染症対策を再検討し、リスク・レディネス・ギャップを整理した。日常の

救急医療体制の確保、イベントに対する医療体制の構築、不測の事態への対応について準

備する必要があり、イベント開催時の救急医療体制を構築するためには、行政の公衆衛生・

医療・救急搬送部門、医療機関、イベント開催者、その他の関連機関・団体が一同に会し

てリスクアセスメントと対応策を検討する場（プラットフォーム）を平時より準備してお

くことが重要である。海外のマスギャザリング開催国の知見から、大規模イベントの効果

的なマネジメントの要素として、１）指揮・統制・コミュニケーション（3C）、２）リス

クアセスメント、３）オールハザードアプローチに基づいた準備と対応、４）早期警戒、

サーベイランスおよび情報マネジメントシステム、５）入国地点、出入国対策、国境を越

えた連携、６）リスクコミュニケーションとコミュニティエンゲージメント、７）レガシ

ーの構築と経験の共有が挙げられており、わが国においても、これらの要素を踏まえた準

備・対応を行うことが重要である。現在準備が進められている大阪・関西万博や今後開催

されるイベントについても、過去の同様の大会の知見をふまえつつ、開催地の地理的条件

や参加者の人口構成、社会インフラ、熱中症やテロ、自然災害、メンタルヘルスへの影響

など新たな健康・安全上のハザードや脅威についても視野に入れてアセスメントすること

が求められる。 

研究分担者 

齋藤 智也（国立感染症研究所・感染症危機管

理研究センター・センター長） 

森村 尚登（帝京大学医学部救急医学講座・教

授） 

大西 光雄（国立病院機構大阪医療センター救

命救急センター・センター長） 

高橋 晶（筑波大学・医学医療系災害・地域精

神医学・准教授） 

市村 康典（国立国際医療研究センター・国際

医療協力局・医師） 

小井土 雄一（独立行政法人国立病院機構本

部・DMAT 事務局・事務局長） 

竹田 飛鳥（国立保健医療科学院・健康危機管

理研究部・研究員） 
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研究協力者 

和田 耕治（国立研究開発法人国立国際医療研

究センター臨床研究センター・インターナ

ショナルトライアル部・部長） 

北山 明子（国立感染症研究所・感染症危機管

理研究センター第五室・室長） 

嶋田 聡（国立感染症研究所・感染症危機管理

研究センター・実地疫学研究センター併任）  

福住 宗久（国立感染症研究所・実地疫学研究

センター・感染症危機管理研究センター併

任） 

池上 千晶（国立感染症研究所・実地疫学研究

センター） 

加藤 美生（国立感染症研究所・感染症危機管

理研究センター） 

小谷 聡司（国立病院機構本部ＤＭＡＴ事務

局・新興感染症対策課長） 

赤星 昂己（国立病医機構本部ＤＭＡＴ事務

局） 

増留 流輝（国立病医機構本部ＤＭＡＴ事務

局） 

竹川良介（大阪大学・医学部附属病院高度救

命救急センター・特任助教） 

 

Ａ．研究目的 

 大規模イベントは、多数の人々が集団を形

成する、いわゆるマスギャザリングの状態を

呈することから、感染症のアウトブレイクや

事故やテロに伴う多数傷病者発生事案など、

様々な健康危機の発生リスクが高まる場とな

る。そのため、大規模イベントを開催する国・

自治体では、想定されるハザード・脅威につ

いてリスクアセスメントを実施し、リスクの

程度に応じた事前準備を行うとともに、健康

危機事案発生時の対応能力の強化を図ること

が求められる。わが国では、2019 年以降、G20、

ラグビーW 杯、即位の礼、東京オリンピック・

パラリンピック（東京 2020 大会）等、注目度

の高い大規模国際イベントの開催が続き、感

染症のリスクアセスメント（国立感染症研究

所. 2017）に基づいた事前準備体制の強化、

分野横断的なコンソーシアムの設立による医

療体制の拡充等が図られてきた（Morimura N, 

et al. 2021）。特に東京 2020 大会は、新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデ

ミックの中、過去に例のない健康危機管理体

制の下で開催され、感染症対策を中心に様々

な先進的な取り組みが実施された。 

 本研究の主な目的は、１）国や自治体、関

係機関の公衆衛生・医療対応の after-action 

review (AAR)の実施、公開情報等の収集・分

析・整理を通じて、東京 2020 大会の総括を行

うこと、２）大阪・関西万博をはじめとする

ポスト・コロナ時代の大規模イベントへの準

備・対応体制の向上を目指して、近年の国内

外の大規模イベントの保健医療対応の知見を

統合し、大規模イベントの公衆衛生・医療対

応に求められる、組織体制やリスクアセスメ

ント、リスクコミュニケーション等を含む準

備・対応に関する基本的な枠組の開発を行う

こと、３）化学テロに備えた解毒剤自動注

射器の使用可能要員の育成について、研修

実施状況やインストラクターの養成状況、

インストラクターの技能維持にかかる課題

等についてアンケート調査等により現状を

把握し、現行体制の検証を行うこと、であ

り、令和 5 年度は、主に２）の課題に取り組

んだ。 

 

Ｂ．研究方法 

１. COVID-19 及び感染症危機管理に関する事

後評価の検討 

 東京 2020 大会における感染症対策につい

ては、政府・地方自治体等機関の公開情報や

論文のほか、関係者からのヒアリングを通じ

て情報収集を行った。特に東京 2020 大会にお

ける感染症対策については、COVID-19 発生以

前に行われてきた感染症対策に着目して情報

収集・レビューし、時系列でまとめ、リスク・

レディネス・ギャップを整理した。 

２.イベント開催中の地域の救急医療体制の

あり方に関する研究 
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 過去のマスギャザリングイベントやハイプ

ロファイルイベントの報告や文献を収集し、

これらのイベントが地域救急医療に及ぼす影

響、取り組み、課題について検討した。 

３.大阪・関西万博の医療体制に関する課題抽

出 

 令和 7（2025）年 4〜10 月に開催予定の大

阪・関西万博の公衆衛生・医療の準備、対応

について、運営組織体制の参考とされている

「愛・地球博（平成 17（2005）年 愛知県）」

の開催当時の状況と現状を比較し、運営準備

体制を調査するとともに課題について検討し

た。 

４.イベント参加者・関係者のメンタルヘルス

対策 

 日本の過去の大規模災害の精神保健医療領

域でのリスクマネジメントについての情報を

集積し、海外の同領域についての経験を報告

書、論文から収集するともに、実際の担当者

に聞き取りを行った。そこから出てきた課題

を検討した。 

５.海外における大規模イベント対応に関す

る調査 

１）大規模イベント実施に関するリスクアセ

スメントに資するツール日本語版の開発 

大規模イベントに関する調査で得られた文

書のうち、「WHO The generic all-hazards risk 

assessment and planning tool for mass 

gathering events」(2023 年) （以下、AH RA

ツール）は、WHO の戦略的リスクアセスメン

トツールキットや新型コロナウイルス感染症

に関する大規模イベントのためのリスクアセ

スメント・ツールから得られた教訓に基づき、

2023 年 1 月に公開され同 5 月に更新された。

オールハザードを対象とした大規模イベント

時のリスクアセスメントの有用なツールであ

り、日本語版を作成した。 

２）大規模イベント実施に関するリスクアセ

スメントにおける検討事項に関する調査 

 AH RA ツールに含まれる検討事項について、

主となる事項である、リスク（ハザード）の

特定と緩和策、リスクコミュニケーションに

注目して類型化した。その上で、大規模イベ

ント実施に際してのリスクアセスメントに関

する報告書および指針等について、PubMed お

よびオープンリソースより情報収集を実施し、

この中で、複数のイベントにも活用できるツ

ール、枠組みを示したものを選択して分析し

た。上記の類型化した事項に沿って、AH RA

ツールと比較、検討した。 

６. 大規模イベントにおける熱中症の発生リ

スクと暑さ対策 

１）夏季の大規模音楽フェスの熱中症発生リ

スクと暑さ対策の整理 

 2023年 7月から 8月に国内で開催された音

楽フェスのうち、最も来場者数が多い 4 件を

抽出し、調査項目は、「基本情報」、「熱中

症発生リスク」、「暑さ対策」とし、これら

の記述を行った。 

２）熱中症の救急搬送者数・WBGT の推移と音

楽フェスの関連分析 

 総務省消防庁のウェブサイト「熱中症によ

る救急搬送人員に関するデータ」

（https://www.fdma.go.jp/disaster/heatst

roke/post3.html#heatstroke03）で公開され

ている各日の熱中症救急搬送データを取得し、

観察研究を行った。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、倫理面での特段

の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

１. COVID-19 及び感染症危機管理に関する事

後評価の検討 

 東京 2020 大会に向けた公衆衛生対応活動

を以下の３つのステップに分けて整理した。 

• STEP1：リスク・レディネス・ギャップの

包括的評価 

• STEP2:明らかになったギャップへの対応 

• STEP3:複数の関係者による運用演習 

 STEP1 には、東京 2020 大会に向けたリスク

アセスメントを位置付けた。ここでは、感染
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症を「輸入例のリスク増加」「感染伝播と大

規模アウトブレイクのリスク増加」「高い重

症度のリスク」「公衆衛生対応への負荷増加

のリスク」に分類し、特に５疾患（麻しん、

風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、中東呼吸器

症候群、EHEC）が複数のリスクを抱える高リ

スク疾患として列挙され、優先度の高い感染

症として位置付けた。また、既存のスキーム

で診断できない重症感染性疾患(USII: 

Undiagnosed severe infectious illness)を

リスクとして挙げ、既存のサーベイランスシ

ステムでは検知が困難と指摘していたことを

挙げた。 

 STEP2 には、リスクアセスメントに基づき

弱みとされる点について、既存のシステムの

強化や新設によりギャップを埋める対応とし

て行われた以下の事項を位置付けた。 

• ハイリスク人口を対象としたワクチンキ

ャンペーン 

• 診断できない重症感染性疾患（USII）の

サーベイランス 

• 水際対策の強化 

• 輸入感染症の注意喚起 

• NESID ファイル共有機能を用いた自治体

間の迅速情報共有システムの構築 

 STEP3 には、東京都が開催したいくつかの

机上演習を位置付けた。ここで課題抽出がさ

れたものの、COVID-19 の出現により準備が十

分でないままになっていた。特に、大会の組

織委員会を巻き込んだ実際の運営計画が大き

な課題であり、東京都や国立感染症研究所か

ら組織委員会等に派遣した人員がリエゾンと

してコミュニケーションに重要な役割を果た

したことを指摘した。最後に COVID-19 の出現

とその対策の強化を通じ、多数の関係者を巻

き込むことの重要性が強く認識されたことを

指摘した。 

 比較的熟成された日本の保健システムにお

いても、様々な脆弱性があり、保健所や医療

施設といった第一線の能力の強化だけでなく、

国の公衆衛生システムの更新が必要であった。

公衆衛生システムに変更を加えるには、さま

ざまな利害関係者が関与する複雑なプロセス

と努力が必要であり、そのような変更は頻繁

に起こるものではない中で、日本政府は、関

係者がシステム改良の必要性を認識した東京

2020 の機運を利用したと考えられた。このよ

うな取り組みは、健康危機管理（ヘルスセキ

ュリティ）の向上を促進したと考えられた。 

 

２.イベント開催中の地域の救急医療体制の

あり方に関する研究 

 マスギャザリングイベントが地域救急医療

に及ぼす影響として、1)イベント開催による

地域の一時的な人口増加の影響（日常の救急

医療提供体制への影響、人口増による救急医

療需要自体の増加、イベント開催に伴う多数

傷病者発生事故（MCI）発生の可能性）、2)

開催時期・気象条件・興奮度等の影響、3)国

内外の人流増加の影響（国際イベント含む）、

4)世界情勢・関心度の高さによる影響に類型

化できた。また、サミットのようなハイプロ

ファイルイベントでは、テロリズムを想定し

た、より蓋然性の高い MCI 対応準備を要する。

VIP 等に対する救急診療体制に加えて、交通

規制などによる通常の救急医療のアクセスへ

の影響の評価と対策も必要になる。東京 2020

大会において東京都は、①日常の救急医療体

制の確保、②大規模イベントに対する医療体

制の構築、③不測の事態への対応を 3 本柱に

掲げて、官民学連携による対策立案検討の場

として部会を設置し、地域別の開催中の医療

需給均衡評価や東京都全体の救急・災害時医

療対応責任医師の開催中常駐体制の構築を図

った。 

 わが国ではイベントが救急医療体制に及ぼ

すリスクについては少しずつであるが整理さ

れ関係者間で合意を得てきた経緯がある。一

方で感染症対策に代表される公衆衛生と救急

医療の行政や学術団体の連携や協働に関する

検討は乏しいと考えられた。 
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３.大阪・関西万博に向けた課題抽出 

愛・地球博が開催された 2005 年から現在

までに１）高齢者の増加、２）在留外国人の

増加（特に生産年齢人口に対する割合の増

加）、３）訪問外国人の激増、が変化として

認められた。 

 通信・情報入手手段・医療アクセス等に関

しては、１）愛・地球博の時代には存在しな

かったスマートフォンの普及、２）“救急あ

んしんセンター”といった救急医療へのアク

セス方法が広がり、救急搬送の抑制に一定の

効果が示されている、３）市民の AED への理

解・アクセスが進んだと考えられる、４）救

急救命士の救護活動における処置が拡大さ

れているといった変化が認められた。 

 愛・地球博の来場者数は、事前想定の約

1500 万人をはるかに上回る 2205 万人であっ

た。傷病者数は重症 6 人、中等症 533 人を含

めて 21,121 人（発生頻度 0.096％）であり、

過去の博覧会を参考に想定された発生頻度 

0.1％とほぼ同じであった。大阪・関西万博

の医療対策においては、このような情報も参

考にしつつ、開催地の状況、参加者の人口構

成や国籍、利用可能なコミュニケーション手

段や対応策など、この 20 年の変化をふまえ

て考える必要がある。また、臨海部という環

境や、交通アクセスが限られている点、世界

的なテロリズムの増加、IED（Improvised 

Explosive Device（即席爆発装置））などを

使用した犯罪の増加など、幅広い想定のもと

で、リスクアセスメントを実施しリスクに即

した対策を講じることが求められる。 

 

４.イベント参加者・関係者のメンタルヘルス

対策 

 災害時のメンタルヘルス対策は近年体制が

整備されているが、テロなどにより多数傷病

者が発生する事態に対しての体制は他の先進

国等に比べて十分ではない。またこれに関す

る訓練等も決して多くは実施されていない。

イスラエルや米国などではこのような状況も

想定し、平時からの訓練を繰り返しており、

参考になると考えられた。 

 災害精神保健医療対応をする人材の育成は、

海外では軍隊が中心的に関わっている場合も

あり、トラウマティックストレスの専門家の

育成が行われている。また、これらの国では、

サイコロジカル・ファーストエイド（PFA）の

考え方がわが国に比べて一般に普及している。

わが国では、DPAT の養成が進められているが、

教育内容は、救急医療、災害医療に関連した

ハード面、システム面のものが多く、個々の

疾患群に関する教育は必ずしも多くない。大

規模イベントに備えたメンタルヘルス対策の

充実に向けて、精神保健医療の専門性ととも

に、緊急時にも対応できる人材を育成するこ

とが重要と考えられる。 

 

５.海外における大規模イベント対応に関す

る調査 

１）大規模イベント実施に関するリスクアセ

スメントに資するツール日本語版の開発 

AH RA ツールの日本語版について、国内で

の適用を念頭に入れつつ、これまでに出版さ

れた大規模イベント関連文書の用語との整合

性に配慮し開発した。 

２）大規模イベント実施に関するリスクアセ

スメントにおける検討事項に関する調査 

AH RA ツールで考慮すべき検討事項の中で、

リスク（ハザード）の特定と緩和策について

は、各要因（Ⅰ：一般的要因、Ⅱ：会場要因、

Ⅲ：行動要因、Ⅳ：疫学的要因、Ⅴ：CBRN お

よびその他のセキュリティハザード、Ⅵ：環

境要因）で類型化した。さらに、対象とした

以下の６文書について、大規模イベントのリ

スクアセスメントで考慮すべき事項について

分析、検討を行った。 

①. The Global Centre for Mass Gatherings 
Medicine. “Health Risk Assessment 

Framework for Mass Gatherings. Jeddah 

Tool.” 2020 年 
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②. The Global Centre for Mass Gatherings 
Medicine. “Health Risk Assessment 

Framework for Mass Gatherings.” Salem 

Tool. 2020 年 

③. WHO “Health Emergency and Disaster 

Risk Management Fact Sheets. Mass 

Gathering.” 2017 年 

④. WHO Regional Office for the Eastern 
Mediterranean. “Strengthening public 

health readiness for mass gatherings in 

the Eastern Mediterranean Region” 

2023 年 

⑤. Australian Institute for Disaster 
Resilience. Australian Disaster 

Resilience Manual 12: Safe and Healthy 

Mass Gatherings. 1999 年 

⑥. WHO. Public health for mass gatherings: 
key considerations. 2015 年 

 

 大規模イベントにおいてこれまでに提案さ

れた考慮事項が網羅的に含まれている資料⑤

および⑥と AH RA ツールを比較すると、主要

な領域について AH RA ツールがこれらの資料

の要点を取り込んでいることが確認された。

また、それぞれの資料が異なる焦点を持ち、

カバーする領域にも違いがあるが、AH RA ツ

ールは、これらの中でも多角的な領域をカバ

ーしており有用と考えられた。 

 ⑥は、WHO 東地中海地域事務局が策定した、

大規模イベントに対する準備と対応の強化に

向けた枠組である。同地域では、サウジアラ

ビアのハッジ、カタールの FIFA ワールドカッ

プ 2022、アラブ首長国連邦での EXPO2020、エ

ジプトでの COP27 など多くの大規模イベント

が連続して開催されており、その知見を踏ま

えたマスギャザリング対策の備えと対策を提

示している。わが国においても有用な内容が

多く含まれており、この内容をもとに、考え

方をまとめた資料を作成し、大規模イベント

のマネジメントに求められる要素として、以

下の７点を挙げて、概要を整理した。 

• 指揮・統制・コミュニケーション（3C） 

• リスクアセスメント 

• オールハザードアプローチに基づいた準

備と対応 

• 早期警戒、サーベイランスおよび情報マ

ネジメントシステム 

• 入国地点、出入国対策、国境を越えた連

携 

• リスクコミュニケーションとコミュニテ

ィエンゲージメント 

• レガシーの構築と経験の共有 

 

 国内における今後の大規模イベントの課題

として、正確で最新の情報の必要性が挙げら

れる。参加者の出身地や健康状態、行動特性

など、多様なデータを収集し分析するには、

広範なリソースと精密な計画が必要である。 

ハザード軽減策の実施には、適切なリソース

の確保も課題となる。人的、物的、財政的な

リソースが大量に必要となるため、特にリソ

ースが限られる小規模な自治体では、資源の

確保と適切な配分が課題となりうる。また、

有効な軽減策を継続的に実施するためには、

イベントの全期間を通じて一貫した運用が求

められるが、長期間にわたる管理では継続さ

れない懸念が生じる。マスギャザリングに関

するリスク情報を関係者に適時に提供するこ

とも重要であり、効果的なリスクコミュニケ

ーション戦略が必要となる。これらに対処す

るためには、事前のリスクアセスメント、計

画の策定、リソースの配分、そして関係者間

の連携が欠かせない。AH RA ツール、および

追加的検討事項をもとに準備と対応を進める

ことが有用だと考えられる。 

 

６. 大規模イベントにおける熱中症の発生リ

スクと暑さ対策 

 2023年 7月から 8月に国内で開催された音

楽フェスの熱中症発生リスクと暑さ対策につ

いて調査を行った。熱中症発生リスクを指標

とした最大 WBGT は、すべての音楽フェスで
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「厳重警戒」レベルの 28℃以上であり、さら

に北海道で開催されたフェス C を除き、「危

険」レベルの 31℃以上の時間帯があった。当

該地域で最大 WBGT を記録した時間帯は、昼過

ぎの 12 時から 14 時が多かった。２件のイベ

ントが開催された2023年8月の千葉県千葉市

では、最大 WBGT がすべての期間で「厳重警戒」

レベルを超えていた。今後詳細な分析を要す

るが、熱中症救急搬送者数と最大 WBGT との関

連も示唆された。 

 暑さ対策については、熱中症の注意喚起を

ウェブサイト上で行っていたイベントもあっ

たが、熱中症の予防対策をウェブサイト上で

行っていたのは１例のみであり、具体的には

十分な水分補給や、日陰エリアの効果的な活

用、熱中症リスクを低減させるアイテム（帽

子、タオル）の使用、体調変化を感じたら救

護室を訪問することが記載されていた。例年

同じ時期に継続して開催されるイベントは、

注意喚起等も過去を踏襲してウェブサイト等

に記載されることが多いことが想定されるが、

近年は気候変動等の影響で国内の夏季の気温

が上昇傾向にあることから、熱中症発生リス

クを考慮した上で事前の対策を呼び掛けるこ

とも重要だろう。水分補給については、すべ

ての音楽フェスで飲み物が販売されていたが、

価格が高い場合もあり、水分補給できる環境

整備も求められる。来場者の滞留を防止する

ための動線確保・誘導、炎天下の待機を避け

る対策、適宜休憩できる十分な日陰スペース

の確保の対策なども合わせて重要となる。 

 

Ｄ．結論 

 ポスト・コロナ時代の大規模イベントへの

準備・対応体制の向上を目指して、近年の国

内外の大規模イベントの保健医療対応の知見

を統合し、大規模イベントの公衆衛生・医療

対応に求められる、組織体制やリスクアセス

メント、リスクコミュニケーション等を含む

準備・対応に関する基本的な枠組について検

討した。日常の救急医療体制の確保、イベン

トに対する医療体制の構築、不測の事態への

対応について準備する必要があり、イベント

開催時の救急医療体制を構築するためには、

行政の公衆衛生・医療・救急搬送部門、医療

機関、イベント開催者、その他の関連機関・

団体が一同に会してリスクアセスメントと対

応策を検討する場（プラットフォーム）を平

時より準備しておくことが重要である。現在

準備が進められている大阪・関西万博や今後

開催されるイベントについても、過去の同様

の大会の知見をふまえつつ、開催地の地理的

条件や参加者の人口構成、社会インフラ、熱

中症やテロ、自然災害などの新たな健康・安

全上のハザードや脅威についても視野に入れ

てアセスメントすることが求められる。 

 

 

Ｅ．健康危険情報 

  該当なし 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 
• Tachino J, Nonomiya Y, Taniuchi S, 

Shintani A, Nakao S, Takegawa R, 

Hirose T, Sakai T, Ohnishi M, Shimazu 

T, Shiozaki T.Association between 

time-dependent changes in 

cerebrovascular autoregulation after 

cardiac arrest and outcomes： A 

prospective cohort study. 「J Cereb 

Blood Flow Metab.」 2023 Nov;43(11)：

1942-1950、2023 年 6 月 

• 大西光雄：【トキシドローム真実はいつ

もひとつ!!か!?】トキシドロームの応用

ICT を利用したトキシドロームの活用

「救急医学」47(4)：465-471、へるす出

版、2023 年 4 月 

• 石田健一郎、寺尾紀昭、飯沼公英、草深

進、山本幸伸、黒田愛実、大西光雄：【必

要性が高まる災害・パンデミック対応と

その見直し】BCP の見直しとワークショ
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ップを通じた職員の理解の促進。「病院

経営羅針盤」14 巻 234 号 Page19-24、2023

年 6 月 

• 大西光雄：【細菌だけじゃないクリニッ

クで注意すべき食中毒】化学物質・薬品

化学物質の添加・混入による食中毒。「小

児科」、64 巻 12 号 Page1284-1291、金

原出版、2023 年 12 月 

• Midorikawa H, Tachikawa H, Kushibiki  

N, Wataya K, Takahashi S, Shiratori Y, 

Nemoto K, Sasahara S, Doki S, Hori D, 

Matsuzaki I, Arai T, Yamagata K. 

Association of fear of COVID-19 and 

resilience with psychological 

distress among health care workers in 

hospitals responding to COVID-19: 

analysis of a cross-sectional study. 

Frontiers in 

Psychiatry.14:1150374.doi:10.3389/f

psyt.2023.1150374. eCollection 

2023.(2023.4) 

• 高橋晶. 特集 災害時の保健･医療･福祉-

連携と調整  災害精神保健･福祉･医療

活動の中の災害精神関連チームの活動

と今後の展望. 公衆衛生 87 巻 7 号

p.641-649.(2023.4) 

• 高橋晶. 精神科領域における新型コロナ

ウイルス罹患後症状のマネジメント(罹

患後精神症状). 心と社会 / 日本精神衛

生会編 54 巻 2 号 p.70-74.(2023.12) 

• 高橋晶. 新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）罹患後の精神症状に対する

漢方薬の使用経験と可能性．日本東洋心

身医学研究. 37 巻 p.16-22.(2024.2) 

 
書籍 
• 高橋晶, 喜多村祐里, 辻本哲士．7 精神

症状へのアプローチ. 新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19） 診療の手引き第

3.0 版. p.40-45.厚生労働省（2023.10） 

• 高橋 晶. 13 災害とメンタルケア. 

ER・救急で役立つ 精神科救急 A to Z.

日本医事新報社.東京（2024.3） 

 
２．学会発表 

• 冨尾淳．国際的大規模イベントにおける

公衆衛生対応について．第 26 回日本臨

床救急医学会総会・学術集会；

2023.7.27-29；東京．同抄録集．p.302. 
• 石田健一郎，片山祐介，北村哲久，小島

将裕，廣瀬智也，中尾俊一郎，舘野丈太

郎，木口雄之，清原康介，織田順，大西

光雄．高齢者外傷 (1) JTDB データを用

いた高齢者外傷による併存症と院内死

亡の関連．第 37 回日本外傷学会総会・

学術集会；2023 年 6 月 1 日；名古屋． 

• 森寛泰，山口壽美枝，竹本雪子，中村泉

美，勝田充重，小谷聡司，中島伸，大西

光雄．どうする? 救急医療体制における

タスクシフト・タスクシェア診療看護師

(NP)による Advanced Triage 医師の役割

解放に対応し看護の視点を有する救急

医療体制．第 26 回日本臨床救急医学会

総会・学術集会；2023 年 7 月 28 日；東

京． 

• 大西光雄，上尾光弘，岡垣篤彦．事例に

学ぶ：急変の前の気づき、急変時対応の

ノウハウ Rapid Response への気付き、

急変時の正確な記録を意識した電子カ

ルテの工夫。第 26 回日本臨床救急医学

会総会・学術集会；2023 年 7 月 28 日；

東京． 

• 大西光雄， 曽我部拓， 石田健一郎， 吉

川吉暁，下野圭一郎，小島将裕，田中太

助，小川晴香．化学物質汚染傷病者対応

を目的とした強制排気システムを有す

る初療空間の構築．第 45 回 日本中毒学

会総会・学術集会；2023 年 7 月 15 日；

さいたま． 

• 上野由貴，井後星哉，平井優実，祝洸太

朗，飯沼公英，小島将裕，曽我部拓，石

田健一郎，大西光雄，吉野宗宏．中毒診

療における多職種連携を更に進めるに

は救急初療で薬物情報提供を行う中毒
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担当薬剤師の導入．第 45 回日本中毒学

会総会・学術集会；2023 年 7 月 15 日；

さいたま． 

• 海谷雄一，三木大輔，大西光雄，島崎淳

也，竹川良介，中島清一．プレホスピタ

ルにおける負傷者対応能力向上と医療

機器開発を視野に入れた wet lab 

trainingb の開発．第 26 回日本臨床救急

医学会総会・学術集会；2023 年 7 月 29

日；東京． 

• 石田健一郎，吉川吉暁，寺尾紀昭，飯沼

公英，草深進，山本幸伸，黑田愛美，大

西光雄．「従来型」BCP から「オールハ

ザード型」BCP への進化の提言-コロナ禍

での BCP の改訂や災害訓練を経て-．第

77 回国立病院総合医学会；2023 年 10 月

21 日；広島． 

• 浦井健，大西光雄，吉川吉暁，大里幸輝．

病院救急救命士の教育体制について-他

機関との連携を通して-．第 77 回国立病

院総合医学会；2023年 10月 21日；広島． 

• 石田健一郎，太田裕子，平井亜里砂，草

深進，若井聡智，大西光雄．都市部の地

域ヘルスケアシステム(医療・介護・福

祉)を対象とした防災計画への取り組み．

第 29 回日本災害医学会総会学術集会；

2024 年 2 月 23 日；京都． 

• 若井聡智，小谷聡司，矢嶋祐一，大西光

雄．我々が実施している事態対処医療の

現状と展望．第 29 回日本災害医学会総

会学術集会；2024 年 2 月 22 日；京都． 

• 布施明，宮内雅人，大西光雄，落合秀信． 

南海トラフ地震における外部支援には

限界がある．第 29 回日本災害医学会総

会学術集会；2024 年 2 月 23 日；京都． 

• 大西光雄．”爆傷など特殊事案を知

る・・・新しい連携、深化した連携で対

応するために”．第 172 回近畿救急医学

研究会救急隊部会講演；2023 年 5 月 26

日；なら 1000 年会館 奈良． 

• 大西光雄．”プレホスピタルにおける負

傷者対応能力向上に資する動物実習”講

師；2023 年 5 月 13 日、9 月 16 日、12 月

16 日、2024 年 2 月 10 日；神戸医療機器

開発センター 兵庫県神戸市． 

• 大西光雄．事態対処救護コース（試行）”

止血”講師及び開催責任者；2023 年 12

月 23 日；海上保安大学校 広島． 

• Takahashi S. Post-Disaster Mental 

Health and Post Mass Casualty. the 

24th Annual International Congress of 

Korean Society of Acute Care Surgery, 

and the 9th Symposium of Korean 

Association of Trauma Nurse. 2023 年

4 月. Gwanjyu, South Korea. 

• 原田奈穂子, 大橋博樹, 小幡篤, 服部希

世子, 福生泰久, 佐藤浩之, 加古まゆみ, 

江川孝, 吉本尚, 鷺崎彰吾, 高橋晶,國

永直樹, 齊藤稔哲, 鈴木諭, 香田将英. 

日本プライマリ・ケア連合学会災害医療

支援チームキックオフシンポジウム：

DMAT・DPAT・DHEAT からの期待．第 14 回

日本プライマリ・ケア連合学会学術大

会；2023 年 5 月；名古屋 

• Takahashi S. Cognitive deficits in 

COVID-19 outpatient clinic (Mental 

health care for healthcare workers and 

practical use of Kampo medicines for 

sequelae). The International 

Association of Gerontology and 

Geriatrics Asia Oceania Regional 

Congress 2023；2023 年 6 月；Yokohama. 

• 高橋晶．人為災害とこれから.委員会シ

ンポジウム 16「ウクライナ侵攻に関する

メンタルヘルス上の諸問題」．第 119 回

日本精神神経学会学術総会；2023年 6月； 

横浜 

• 高橋晶．精神科臨床における柴胡桂枝乾

姜湯の活用 シンポジウム精神科臨床の

幅を広げるために知っておきたい漢方

薬～漢方専門医でなくても上手に漢方

薬を使うコツ～. 第 119 回日本精神神経

学会学術総会；2023 年 6 月；横浜． 

• 高橋晶．新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）罹患後精神症状の現在まで

の文献からの考察・シンポジウム新型コ
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ロナウイルス（COVID-19）感染後の遷延

する精神・神経症状への理解と対応. 第

119 回日本精神神経学会学術総会；2023

年 6 月；横浜． 

• 高橋晶．災害精神医学入門．全国自治体

病院協議会精神科特別部会第 60 回総

会・研修会；2023 年 7 月；静岡． 

• 高橋晶．日本トラウマティックストレス

学会（JSTSS）PTSD 治療ガイドラインの

作成概観．第 22 回日本トラウマティッ

クストレス学会総会；2023年 8月；東京． 

• 高橋晶．様々な災害とトラウマを考える.

第 23 回日本トラウマティックストレス

学会；2023 年 8 月；東京． 

• 松浦麻子, 笹原信一朗, 綿谷恵子, 氏原

将奈, 川島義高, 高橋晶, 太刀川弘和, 

林田稔也 ,内田聡, Maral Soronzonbold, 

金井宣茂, 塚田武尊, 三垣和歌子, Reem 

AL Assaad, 石塚真美, 室井慧, 髙橋司, 

堀大介, 道喜将太郎, 松崎一葉. 

COVID-19 対応病棟で勤務する看護師の

業務遂行上のジレンマの様相. 第 31 回

体力・栄養・免疫学会大会；2023 年 8 月； 

東京． 

• Takahashi S. Japan's Disaster Mental 

Health Response. 2023 Chonnam 

National University Hospital 

Psychiatric international 

conference；2023 年 8 月；Gwanji, South 

Korea． 

• 高橋晶．COVID-19 罹患後精神症状の外来

対応と医療従事者のメンタルヘルスケ

ア．第 53 回日本神経精神薬理学会；2023

年 9 月；東京． 

• 氏原将奈, 川島義高, 笹原信一朗, 綿谷

恵子, 松浦麻子, 高橋晶, 太刀川弘和. 

自殺予防支援者のモラルを護る心理的

支援プログラムの開発と検証. 第 47 回

日本自殺予防学会総会；2023 年 9 月；大

分． 

• 高橋晶．Disaster Medical Care and 

Psychosocial Care Activities. JICA 

Training on Improvement of Mental 

Health and Psychosocial Support 

System (kokoro-no-care) in Disaster 

Situation；2023 年 9 月；Kobe． 

• 高橋晶．精神神経関連の COVID-19 罹患

後症状．第一回秋田県新型コロナウイル

ス感染症罹患後症状（後遺症）に係る 医

療機関向け研修会；2023 年 9 月；秋田． 

• 高橋晶．アフターコロナの看護職のメン

タルヘルス 交流集会 1「看護職のバーン

アウトや離職を防ぐメンタルヘルスケ

ア～個人への効果的なセルフケアサポ

ートと組織によるラインケアを考える

～」．第 54 回日本看護学会；2023 年 11

月；横浜． 

• 高橋晶．災害精神医学の普及啓発．第 36

回日本総合病院精神科医学会；2023 年

11 月；仙台． 

• 高橋晶．研修施設の申請と認定について. 

第 36回日本総合病院精神科医学会；2023

年 11 月；仙台． 

• Takahashi S. Disaster Psychiatric 

system in Japan. Disaster Health 

Management in ASEAN countries；2023

年 12 月；Osaka． 

• Takahashi S. Psychological support 

system in Japan and Climate disaster 

support cases. 2024 Disaster Mental 

Health International Seminar；2024 年

1 月；Seoul South Korea． 

• 鷺坂彰吾, 原田奈穂子, 香田将英, 江川 

孝, 加古まゆみ, 國永直樹, 鈴木諭, 高

橋晶, 吉本尚, 小幡篤. 日本プライマ

リ・ケア連合学会が考える、急性期医療

対応との連携への方略. 第 29 回日本災

害医学会総会・学術集会；2024 年 2 月； 

京都． 

• 伊藤結加里, 翠川晴彦, 高橋晶, 太刀川

弘和．自然災害における支援者（救援者）

のメンタルヘルスに関するスコーピン

グレビュー. 第 29 回日本災害医学会総

会学術集会；2024 年 2 月；京都． 

• 太刀川弘和，矢口知絵，高橋晶，高木善

史，久保達彦，福生泰久. 南海トラフ地

震における DPAT 必要数を東日本大震災

こころのケア活動から推計する. 第 30

回日本災害医学会総会・学術集会；2024

年 2 月；京都． 

• 矢口知絵, 太刀川弘和, 高橋晶,高木善

史, 久保達彦, 福生泰久．日本の地震災

害における精神症状のシステマティッ

クレビュー．第 29 回日本災害医学会総

会学術集会；2024 年 2 月；京都． 

• 高橋晶．支援者支援概論 救援者・支援

者のメンタルヘルスサポート．第 29 回
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日本災害医学学会総会学術総会；2024 年

2 月；京都． 

• 高橋晶．災害時のトラウマティックスト

レスとその対応．第 29 回日本災害医学

学会総会学術総会；2024 年 2 月；京都． 

• 高橋晶．災害医療概論・DPAT の活動理

念．令和 5 年度愛媛県 DPAT（災害派遣精

神医療チーム）研修会；2024 年 3 月；愛

媛 web． 

• 高橋晶．コロナ禍、そして人々の絆．第

15 回日本不安症学会学術大会；2024 年 5

月；東京． 

• 竹田飛鳥、冨尾淳. 夏季の大規模音楽フ

ェスにおける熱中症の発生リスクと暑

さ対策. 第 29 回日本災害医学会総会・

学術集会；2024 年 2 月 22-24 日；京都． 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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4｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　はじめに

　大規模イベントは、スポーツ、文化、宗教、エンターテイメント、ビジネス、政治など、

さまざまな領域で開催される。このようなイベントは、地域住民や関係者にとって大きな価

値や効用をもたらすことが期待される一方、一定期間にわたって特定の目的のために特定の

場所に人々が集中する、いわゆるマスギャザリングの状態を呈することから、感染症や多数

傷病者発生事故などの公衆衛生リスクが高まり、開催地の保健医療システムを圧迫する可能

性も指摘されている。これは、開催国や自治体、関係者にとって大きなチャレンジとなる。

　しかしその一方で、これらのイベントは、より強力な保健医療システムの開発や、住民や

観客・来訪者等の疾病予防に対する意識の向上など、長期的な利益をもたらすチャンスとも

捉えられる。大規模イベントを適切に計画するには、多部門の協力・連携とリスクアセスメ

ントが求められる。これによって、潜在的な健康リスクを明らかにし、そのようなリスクを

予防しマネジメントすることで、潜在的な影響を最小限に抑え、公衆衛生上の緊急事態が発

生した場合にも適切に対応することが可能となる。

　大規模イベントの開催にあたっては、感染症や非感染性疾患、心理社会的問題などの健康

リスクだけでなく、異常気象、事故や交通事故、テロなど、その他の要因に関連するリスク

も考慮する必要がある。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験した今、１

つのマスギャザリングが、公衆衛生上の緊急事態の契機となりうることにも留意しなければ

ならない。

　令和 4 −５年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全 ･ 危機管理対策総合研究事業）

「大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に向けた研究」

（研究代表者　国立保健医療科学院健康危機管理研究部 冨尾淳）では、わが国で開催される大

規模イベントについて、国や開催自治体における公衆衛生・医療の準備や対応の強化を目指し

て活動を行ってきた。その一環として、国際機関や諸外国のマスギャザリングに関する情報を

収集し、わが国の体制強化に資する知見を還元する取り組みも行っている。本文書は、世界保

健機関（WHO）東地中海地域事務局が発行したマスギャザリングに対する保健医療システムの

強化についてまとめられた文書 Strengthening public health readiness for mass gatherings in the 

Eastern Mediterranean Region ＊の内容もとに作成したものである。東地中海地域では、ハッジ

（メッカ（サウジアラビア）の巡礼）など、古くから世界各国から多数が集まるイベントが定期

＊ EM/RC70/4-Rev.1. Strengthening public health readiness for mass gatherings in the Eastern Mediterranean Region. 
October 2023.

（なお、本文書は、上記文書を翻訳した内容に基づいたものであるが、正式の翻訳版ではない。正式な内容については原本（英
文）を参照のこと） 
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜5

ねらい

　本文書は、マスギャザリングへの備えの強化の重要性という観点から、国や地域、そして

グローバルな連携を推進し、かつ国際社会の中でマスギャザリングを効果的にマネジメント

するための集団的な取り組みを進めていく上で基盤となる考え方を示すものである。

　本文書の主なねらいは、以下の取り組みを通じて、マスギャザリングに対する公衆衛生の

備えの強化を実現することである。

	⚫ マスギャザリングを主催する際のリスクとキャパシティに関する状況分析を示す。

	⚫ マスギャザリングに対する公衆衛生の備えを強化するための明確な戦略目標とアクショ

ンの枠組を提示する。

	⚫ 提案した枠組を国レベルで実施するため、取り組みを強化し、リソースを動員する必要

性を提唱する。

的に行われている。さらに近年では、FIFA ワールドカップ 2022（カタール）、EXPO2020（アラ

ブ首長国連邦）、COP27（エジプト）など、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中に

複数の大規模イベントが開催され、世界をリードする形で経験や知見の集積が進められている。

本文書には、わが国で大規模イベントを開催する際にも参考となる内容が多く含まれており、国

や自治体の担当者やイベントの主催者・関係者が、安全で健康なイベントを実現し、さらにそこ

から将来の保健医療システムの強化に向けた教訓を得るためのガイダンスとなると考えられる。
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6｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　大規模イベントと公衆衛生リスク第1章

　スポーツイベントや宗教的な巡礼などのマスギャザリングは、一定期間にわたって特定の

目的のために特定の場所に人々が集中するという特徴があり、開催するコミュニティや自治

体、国の公衆衛生リソースや保健医療システムのキャパシティを上回る負荷が生じることも

ある（1、2）。一方、このようなイベントを契機として、長期にわたって健康や医療によい影

響がもたらされる可能性もある。例えば、公衆衛生システムが強化され、住民や観客・来訪

者が特定の疾病から身を守り、健康的なライフスタイルついてより多くの情報を得るように

なること、などが期待される。

　マスギャザリングは計画的に開催される場合もあれば、自然発生する場合もある。計画さ

れたマスギャザリングには、スポーツ、宗教、文化、エンターテイメント、ビジネス、政治

などさまざまなイベントがある。一方、自然発生するマスギャザリングは、その性質上、計

画や備えがより困難である。

　マスギャザリングは、緊急を要する複雑な健康課題を引き起こすことがある。このような

状態は、原因もさまざまで、マスギャザリングの目的や種類、参加者の人口構成、その他の

外部要因とも関連する。マスギャザリングの期間中に、混雑した会場や宿泊施設で人々が濃

厚接触することにより、感染症に関する公衆衛生リスクが高まる可能性がある。これらには、

呼吸器系感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、肺炎、髄膜炎など）のほか、

食品・水媒介感染症（コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど）がある。さらに、薬剤耐性を有

する感染症が伝播する可能性もあり、対象を絞った介入が必要である。

　研究によると、ハッジの期間中に最も一般的にみられる疾患は呼吸器感染症であり、外来

患者の 41 ～ 61% を占め、診断のほとんどが上気道感染症（82.5%）であった。肺炎、結核、

インフルエンザ、髄膜炎菌性疾患といったその他の呼吸器感染症も報告されており、巡礼者

の 9.3% が旅行者下痢症を発症した。MERS、ウイルス性出血熱、新型コロナウイルス感染症、

インフルエンザ A 型（H1N1）などの新興感染症は、ハッジの期間中の公衆衛生上の主要な脅

威であると考えられている（3）。

　感染症に加えて、高血圧、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、心疾患による症状の悪化などの非

感染性疾患が発生する可能性もある。研究によると、ハッジの期間中の最も一般的な死因は

心血管疾患であり、全死亡の 66% を占めていた（4）。その他、環境および開催国特有の危険

因子に起因する疾患にも留意が必要である。短時間かつ狭いエリアで、ある場所から別の場

所へ多くの人々が移動すると、転倒、滑落、スタンピード（雑踏事故）、交通事故などの事故
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜7

第１章　大規模イベントと公衆衛生リスク

や外傷のリスクが大幅に増加する。気候変動や異常気象（暑さ、寒さの両方を含む）は、熱中症、

脱水症、低体温症、凍傷などの関連疾患を引き起こす可能性がある。

　その他の公衆衛生リスクには、心理社会的問題、レクリエーションイベントでのアルコー

ルや薬物乱用、テロなどの人為的災害がある。マスギャザリングの国際化がますます進む中で、

公衆衛生に対する自然のリスク、偶発的または意図的なリスク、国境を越えた感染症の蔓延

の可能性について、イベントを計画する際に対処することがますます重要になっている。

　マスギャザリングに伴う潜在的な公衆衛生上のハザードに備えて公衆衛生のシステムや

サービスを最適化するには、綿密な計画を立て、包括的かつ協力的なアプローチを採用する

必要がある。潜在的な公衆衛生リスクを正確に特定するには、体系的なリスクアセスメント

とシステムの強化が求められる。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミック下では、マスギャザリングへの備えを強化する

必要性が強調された。その中にあって、各国は、地域での感染拡大を抑制するため、イベン

トの中止、延期、変更を行った。例えば、2020 年のハッジのシーズンには、通常、年間 350

万人の巡礼者が推定されていたところ、巡礼を許可された地元住民は 1000 人のみとなった。

イベントの中止や変更は各国に社会的、経済的影響を与えたが、リスク情報やエビデンスに

基づかない形で中止または変更を決定したイベントでは、はるかに大きな影響があった（5、6）。

　マスギャザリングの主催国が備えの能力を高めれば、国際保健規則（IHR）2005 に沿った

コア・キャパシティの開発や、保健医療システムのレジリエンスの強化など、短期的および

長期的な利益が期待できる。さらに、得られた教訓を将来のイベントの企画者に継承するこ

とは、将来のイベントの確実な成功にもつながる。

　マスギャザリングは、国境を越えた人の移動を伴うことが多く、その際に生じる特有の課

題やリスクに対処するために、包括的かつ調整のとれたアプローチが必要である。
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8｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　大規模イベントのマネジメント第2章

　マスギャザリングを安全に実施するには、強力で確立されたリーダーシップとさまざまな部

門との連携が不可欠である。多くの国において、マスギャザリングは通常、イベント主催者によっ

て主導されるが、保健部門との連携が不十分である場合も少なくない。定期的にマスギャザリ

ングを主催している東地中海地域の一部の国では、さまざまな部門の役割と責任を明確にした

指揮（Command）・統制（Control）・コミュニケーション（Communication）（C3）体制を確

立している。例えば、ハッジでも、C3 体制が用いられた。また、アラブ首長国連邦では、さま

ざまな当局間の調整を監督するハイレベルの統治機関を設置し、2020 年のドバイ万博開催期間

中のスムーズな運営が可能となった。地方自治体の参加によって、イベントとそのレガシーの

計画段階での意思決定と統合が促進された（7）。同様に、カタールは、地元と国際 FIFA 事務所

とが連携したハイレベルの統治機関を設置し、2022 年 FIFA ワールドカップに向けたさまざま

な当局間の調整を監督したほか、役割と責任を明確にした戦術グループを設立した。エジプトは、

COP27 に向けて C3 調整機関と指揮統制センターを設立し、保健部門は、各イベントに適した

調整体制に統合された。

  指揮・統制・コミュニケーション（C3）1

　大規模イベントを開催する国や自治体は、これをマネジメントするためのキャパシティを有

しておく必要がある。主要なキャパシティについて概説する。
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜9

第２章　大規模イベントのマネジメント

　体系的かつ継続的なリスクアセスメントは、マスギャザリングの戦略的計画と実施への情報

提供に不可欠である。ほとんどの場合、マスギャザリングの備えには、ある一定範囲の特定さ

れたリスクに対する多大な投資とキャパシティビルディングが必要である。リスクアセスメン

トを行うことで、公衆衛生当局やイベント主催者は、マスギャザリングが公衆衛生に与える潜

在的な影響と、イベントを安全に実施するために必要な対策を特定し評価することが可能とな

る（1）。したがって、リスクアセスメントのキャパシティの強化は不可欠であるといえる。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミック下では、リスクアセスメントを実施せずにイベン

トが中止または規模が制限され、開催国の経済に重大な影響を与えた事例もあった（8）。例えば、

ホテルやレストランなどの接客業は収益を失い、イベント企画や接客業の従業員はイベントの

延期や中止によって職を失った。これらの出来事は、リスクに基づいた段階的なアプローチの

必要性を示唆している。

　カタールやイラクなどの一部の国は、WHO のリスクアセスメント・ツールを利用して政策決

定への情報提供を行っている。ハッジのリスクアセスメントは、サウジアラビアで開発された

ジェッダ（Jeddah）のツールを使用している。WHO は、マスギャザリングの計画に対するリ

スクベースのアプローチについて、各国向けにオリエンテーションを実施した。このリスクベー

スのアプローチでは、イベントの特性、背景、リスクの特定、リスクの低減、イベント開催中

のリスクコミュニケーションが検討されることになる。

  リスクアセスメント2
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10｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　マスギャザリングは世界的な注目を集め、相当数の参加者が集まるため、難しい課題も発生

する。これらに関連した潜在的な公衆衛生リスクが存在するため、多部門にわたる計画を組み

込むことが重要である（9）。このような計画を策定するには、公衆衛生部門、医療部門、セキュ

リティ部門、イベント主催者、その他の関連当局を含むさまざまな団体間の実質的かつリソー

ス集約的な調整と連携が必要であり、その上で、参加者の安全を優先し、リソースを割り当て、

効果的な情報共有を促進し（7）、役割と責任を明らかにすることが求められる。

　マスギャザリングを、あらゆるハザードと多部門の備えと対応を網羅した計画にまとめ上げ

ることは、特に定期的にマスギャザリングを主催している国で実施される標準的なプロセスで

ある。このプロセスは、リスクアセスメントに基づいて、感染症、自然災害、セキュリティ事

象などのさまざまなシナリオを考慮して行われる。これらの計画は、COP27 および FIFA ワー

ルドカップ 2022 に向けて、エジプトやカタールで実施されたように、シミュレーション演習に

よってテストすることが可能である。

　しかし、マスギャザリングを主催するほとんどの国では、マスギャザリングに備え、イベン

ト開催中に発生しうる緊急事態に対応するための明確な運営計画、指針、標準的な運営手順が

不足している。たとえ計画が存在するとしても、計画に基づいた訓練等は行われておらず、計

画自体が認識されていない場合も多い。安全なマスギャザリングを実施するための重要な要素

として、オールハザードの備えと対応計画の強化が求められている。

  オールハザードアプローチに基づいた準備と対応3
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜11

第２章　大規模イベントのマネジメント

　ほとんどの国では、指標ベース（indicator-based）のサーベイランスシステムにつ

いてのキャパシティは開発されているが、イベントベース（event-based）のサーベイ

ランスシステムは依然として不十分で断片的である。一部の国は、マスギャザリング

のサーベイランス強化に向けて協調的な取り組みを行っている。例えば、これまでの

大規模イベントでは、早期警戒機能や定点サーベイランスなどが利用されてきた。

　なお、サーベイランスシステムと保健医療情報システムの連携という課題も依然と

して存在する。これらが連携していれば、データを利用してタイムリーな検出が実現し、

マスギャザリングの際の対応と意思決定が円滑に行われるようになる。しかし、現状

ではサーベイランスシステムも国際的な接触者の追跡もどちらも明確には定義されて

おらず、マスギャザリングとの関連付けは行われていない。

  早期警戒、サーベイランスおよび情報マネジメント
  システム4
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12｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　入国地点における IHR のキャパシティは、その国への旅行者の流入に対応し、健康リスク

をタイムリーに予防およびマネジメントするのに不可欠である。新型コロナウイルス感染症

のパンデミック下では、入国地点での備えのキャパシティには限界も指摘されている。具体

的には、さまざまなサービスプロバイダー間の調整と連絡の欠如、IHR（2005）とその実施に

おける管轄当局の役割に対する認識の欠如、国のサーベイランスシステムへの入国サーベイ

ランスデータの統合の欠如、公衆衛生緊急時対応計画が利用できないこと、などが挙げられる。

　旅行関連の対策、オールハザードの緊急時計画の準備、迅速な対応のための運用上および

機能上の標準的な手順にリスクアセスメントに基づくアプローチを適用するためには、多額

の投資が必要である。例えば、サウジアラビアの新型コロナウイルス感染症に対する計画では、

サウジアラビアは、2021 年のハッジ期間中に渡航勧告を発出し、巡礼者に対し診断、ワクチ

ン接種、その他の要件について通知した（10）。

　国境を越えた感染症の流行拡大の可能性は、マスギャザリングに伴う重大なリスクである

ため、マスギャザリングの期間中（前後の期間を含む）は、国境を越えた連携が重要となる。

  入国地点、出入国対策、国境を越えた連携5
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜13

第２章　大規模イベントのマネジメント

　公衆衛生リスクは「コミュニティに始まりコミュニティに終わる」といっても過言ではない。

したがって、マスギャザリング・イベント中の公衆衛生リスクに対する備えを確実なものとす

るには、意思決定者、主催者、保健医療ネットワーク、関係機関、コミュニティ（住民、旅行

者、その他のさまざまなグループを含む）の意識を高め、包括的かつ適切にリソースを利用で

きるようにしておくことが不可欠である。あらゆる公衆衛生上の緊急事態は、コミュニティに

さまざまな影響を与える可能性がある。また、それぞれの状況に特有の課題と制約があり、国

としての備えにも影響を与える。リスクコミュニケーションとコミュニティエンゲージメント

（RCCE）は、マスギャザリングにおけるリスクアセスメントおよび公衆衛生対応計画に不可欠

な要素である。RCCE によって得られる情報は、コミュニティレベルでリスクを十分にアセス

メントし、コミュニティの認識と備えを評価する上で重要なものであり、また、リスクにばく

露される人々と調整メカニズムを明らかにするためにも必要である。RCCE は、既存のキャパ

シティを活用し、連携と調整を最大化し、人々の信頼と備えを確実なものとし、マスギャザリ

ングの前後および開催中の公衆衛生上の緊急事態対応に関するマネジメントを強化するための

効果的なコミュニティ主導のソリューションを提案する上で極めて重要である。

　例えば、FIFA ワールドカップ 2022 は、東地中海地域でのマスギャザリングのマネジメン

トのベストプラクティスの 1 つである。具体的には、医療コミュニケーション最高委員会の

リーダーシップと指導のもとで、コミュニケーションについて一元的なアプローチがとられ

た。ワールドカップのリスクアセスメントで明らかにされたさまざまな健康リスクに基づい

て、コミュニケーション関連のすべての領域で、統一された意思決定が行われた。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、マスギャザリングに向けての RCCE 計画を改

善する機会となった。この改善は、調整機構の確立とこの分野でのキャパシティビルディン

グによるものである。計画された、あるいは計画されていない（自然発生の）マスギャザリ

ングに対して、より適切な対応を実現するには、既存のキャパシティを強化し、RCCE を計画

に組み込むことが重要である。

  リスクコミュニケーションと
  コミュニティエンゲージメント

6
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14｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴うインフォデミックは、リスクコミュニケー

ション戦略の欠如を浮き彫りにした。この課題は、不安定な状況、信頼の欠如、利用可能な

情報が十分に活用されていないこと、一方向のメッセージ発信に依存すること、などによっ

て増幅される。効果的かつタイムリーな方法で一般市民に情報を提供し、一般市民の関与を

保証し、マスギャザリング期間中にインフォデミックをマネジメントするためには、効果的

なソーシャルリスニングと流言の検知に基づいた国家的な RCCE 戦略の策定、リスクに合わせ

たメッセージと計画が必要である。

25



大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜15

第２章　大規模イベントのマネジメント

　実現可能な公衆衛生レガシーを構築することは、マスギャザリングの備えに携わる人々の主

な目標の１つである。レガシーの具体例としては、開催国の保健医療インフラ、健康行動、保

健医療システム、IHR（2005）のコア・キャパシティの持続可能な改善などが挙げられるが、

将来の安全なマスギャザリング開催に向けた能力の改善、エビデンスの構築と得られた知見の

国際的な共有なども含まれる。これには、好事例と課題の両方を明らかにし、そこから学ぶた

めのオープンなアプローチが重要である。いくつかの国は、マスギャザリングを記録し、国際

学会や学術論文での発表を通じて、マスギャザリングの主催者と経験を共有している。サウ

ジアラビアのマスギャザリング医療グローバルセンター（Global Center for Mass Gatherings 

Medicine）は、マスギャザリング・イベントを主催または計画している国々との協力を促進し、

経験を共有することを主な目的の１つとしている（11）。

  レガシーの構築と経験の共有7
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16｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

　大規模イベントにおける公衆衛生の備えに
　関する世界保健機関（WHO）の支援第3章

　IHR（2005）は、WHO が加盟国と協力して、マスギャザリングによってもたらされるハザー

ドや国境を越えた疾病の蔓延の防止など、公衆衛生上の潜在的な脅威をコントロールするた

めのコア・キャパシティ、必要な政策、措置、指針、手段を開発することを義務付けている

（12）。マスギャザリングに対する WHO の取り組みは、2011 年の第 130 回 WHO 理事会の決

定 EB130(3) によって強化された（13）。この決定は、「WHO 事務局長は、必要に応じて、マ

スギャザリングを計画および実施している加盟国と緊密に連携し、各国の関係保健当局間の協

力とコミュニケーションを支援し、IHR をより効果的に活用するためのキャパシティを強化す

べきである」と述べている（2005）。

　WHO は、マスギャザリングの計画、変更、延期、中止に関して、リスクベースのアプロー

チを提唱しており、地域の加盟国の要請に応じてリスクアセスメントの実施を支援している。

さらに、緩和戦略とコミュニケーション・メッセージの開発、訓練プログラムの実施、キャパ

シティをテストするためのシミュレーション演習の実施を支援している。公衆衛生上の脅威は、

マスギャザリング開催中のリスクとなりうることから、このアプローチに対する加盟国の関心

は高まっている。

　WHO は、国際的なマスギャザリングの主催者と協力して、2020 年 2 月に新型コロナウイ

ルス感染症に関する重要な包括的推奨項目を策定した（14）。以降、新型コロナウイルス感染

症のパンデミックの進展に伴い、リスクアセスメント・ツールが更新されてきた。これは、一

般的なイベント、スポーツイベント、宗教的なマスギャザリングの計画に対するリスクベース

のアプローチの方向性を示すものである。新型コロナウイルス感染症のリスクアセスメント・

ツールに続いて、マスギャザリング・イベント向けのオールハザード・リスクアセスメント・ツー

ルが開発され、マスギャザリングの包括的計画への情報提供が世界規模で行われた。

　マスギャザリング医療グローバルセンターは、WHO コラボレーティングセンターであり、

ハッジなどのマスギャザリングの諸課題に対処するための活動を行っている。同センターは、

マスギャザリングの領域をリードする組織としての機能を有している。具体的には、C3 ガバ

ナンスと調整の統合、マスギャザリングの主催と計画に関する広範な専門知識、リスクアセス

メント、リスクマネジメント戦略の開発、キャパシティビルディング演習の実施などである。

同センターは、マスギャザリング医療の分野に多大な貢献をしており、科学的根拠に基づいた

マスギャザリング向けの公衆衛生政策の開発において主導的な役割を果たしている（15）。
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜17

第 3 章　大規模イベントにおける公衆衛生の備えに関する世界保健機関（WHO）の支援

　FA アラブカップ 2021 と FIFA ワールドカップ 2022 は、新型コロナウイルス感染症のパン

デミック、エムポックスおよびその他の公衆衛生上の脅威の中で開催された。WHO は、こ

れらの大会の安全を保証するための備え・準備・対応計画の策定・実施を支援するとともに、

FIFA ワールドカップ 2022 に備えて、マスギャザリングにおける化学、生物、放射線および核

に関する e ラーニングコースを開発した（16）。
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　大規模イベントにおける公衆衛生の備えの
　強化に向けた枠組：概要第4章

  目的1

　マスギャザリングに対する公衆衛生の備えを強化するために付録に示す枠組が提案されて

いる。この枠組は、必要な制度上の取り決めを確立し、多くの専門分野のコア・キャパシティ

を強化するほか、マスギャザリングの開催の準備および主な公衆衛生上の脅威の予防、検知、

対応のための実践的な介入に資するものである。

　この枠組は、マスギャザリングに対する公衆衛生の備えを強化するための指針を提供するこ

とを目的とする。これは、過去の経験と加盟国との広範な協議から学んだベストプラクティス

と教訓に基づくものである。マスギャザリング医療グローバルセンターとの協議のもと、各国

の視察やアフターアクションレビューの所見も反映し、現地のニーズや状況に速やかに適応で

きるように設計されている。

29
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第 4 章　大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組：概要

  構成要素2

　この枠組に不可欠な構成要素には下記が含まれる。

	⚫ リスクアセスメント

	⚫ オールハザードに対応したリスク低減計画

	⚫ サーベイランスシステムの強化

	⚫ 公衆衛生・保健医療システムのキャパシティの強化（保健医療サービスへのアクセス

を含む）

	⚫ 参加者の安全と健康（ウェルビーイング）の確保およびレガシーの記録を目的とした

イベント主催者、利害関係者、国家間の調整と連携
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  基本原則3

　枠組の基本原則を以下に示す。

	⿇ 多部門の調整：マスギャザリングのリスクを効果的にマネジメントするには、政府機

関の複数部門および部門横断的な調整が必要である。マスギャザリングの主な利害関

係者は、イベントの種類や目的によって異なるが、通常は、イベント主催者、公衆衛

生当局、地方自治体当局、救急医療サービス、治安当局、企画当局、財務当局、外交

当局、ベンダー、サプライヤー、出席者・参加者、コミュニティの団体・組織、公共

交通機関のほか、WHO などの国際機関などである。ヘルスセキュリティに対する国内

外の影響を考慮すると、イベントを安全に開催し、確かなレガシーを構築するための

戦略や計画を考える上で、調整は極めて重要な意義を持つと考えられる。

	⿇ パートナーシップ：支援と指導を受けるには、影響力のある国際機関、学術機関、関

連する市民社会グループ、およびマスギャザリング医療グローバルセンターなどの

WHO コラボレーティングセンターとの間で戦略的パートナーシップを構築することが

必要である。これにより、他国から学んだ貴重な経験や教訓の共有が促進されるとと

もに、マスギャザリングの運営の継続的な成功に向けた基盤が構築される。

	⿇ 計画と準備：マスギャザリングをマネジメントするための包括的なアプローチを確保

するには、慎重な計画と準備が必要である。これには、国のマスギャザリング計画を、

関連する既存の計画に統合し、潜在的な脅威への一貫した対応を促進することが含ま

れる。既存の計画には、オールハザード型の国家緊急事態準備対応計画、ヘルスセキュ

リティのための国家行動計画、および個別のハザードに対する計画などが含まれる（わ

が国においては、防災計画、国民保護計画、医療計画などが該当する）。
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第 4 章　大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組：概要

	⿇ 保健医療システムの強化：マスギャザリングで培われたキャパシティが長期的な恩恵

をもたらし、レガシーが構築されるためには、保健医療システム全体の強化と結びつ

けることが不可欠である。それには、キャパシティ、組織構造、インフラ、資源配分を、

より広い意味での保健医療システムの優先事項に合わせて強化していくことが求めら

れる。このような取り組みにより、マスギャザリングへの対応が、当面のニーズを超

えて、保健医療システムの持続的な改善に寄与することとなる。

	⿇ ジェンダー、権利、平等 : ジェンダー平等を促進し、女性やその他の脆弱な立場にある

集団のエンパワーメントを実現するためには、ジェンダー、権利、平等のアプローチ

を採用することが重要である。持続可能な開発目標のターゲットに合わせて、マスギャ

ザリングの計画と実行において、すべての個人、特に脆弱な立場にある集団の参加を

実現するために、具体的なアクションをとることも検討する。
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　枠組の戦略目標を以下に示す。

	⿇ 公衆衛生当局、イベント主催者、主な利害関係者との間の多部門連携体制を構築し、

合同でリスクアセスメントと計画を実施し、タイムリーかつ効果的なアクションを実

現する。これには、インシデントマネジメントシステムに基づいた明確な指揮・統制・

コミュニケーション体制の確立や、マスギャザリングをマネジメントするための全機

能型の公衆衛生緊急オペレーションセンター（PHEOC）の活用も含まれる。

	⿇ マスギャザリングのリスクアセスメントを実践するための標準化されたアプローチを

確立し、リスク低減計画の策定と開発を促進する。これには、次の活動が含まれる。開

催国と予定されているマスギャザリングに参加する人々の出発国の公衆衛生上のリスク

を明らかにし予測すること、IHR（2005）に従って公衆衛生のキャパシティを評価する

こと、保健医療システムのキャパシティを評価すること、積極的な RCCE のためのシス

テムを開発して知見の収集および分析を行い、メッセージ発信やその他の公衆衛生上の

介入への情報提供、リソースと後方支援が利用可能であることを保証すること。

	⿇ 公衆衛生と保健医療システムのキャパシティを強化し、マスギャザリングによっても

たらされる公衆衛生上のリスクを予防し、これに備え、検出し、対応する。リスクア

セスメントに基づいてオールハザードのリスク低減計画を策定する。この計画には以

下の内容が記載される。サーベイランスおよび診断のキャパシティを強化し、健康リ

スクの早期発見を確実にすること、水、食料、媒介動物、空気、廃棄物管理の監視シ

ステムを強化すること、病院前の段階および病院で医療サービスを提供し、多数の死

傷者をマネジメントするキャパシティを強化し、偶発的および意図的な事象（化学的、

生物学的、放射線学的、原子力的な事象を含む）への効果的な対応を確実にすること、

さまざまな公衆衛生上の介入においてイノベーション、デジタル技術およびアプリケー

ションの利用を促進し、上記の実施を促進すること、さまざまな計画を実行するため

の複数の専門分野（迅速対応チームや緊急医療チームを含む）の人材能力を開発する

こと。

  戦略目標4
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第 4 章　大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組：概要

	⿇ マスギャザリング開催中に参加者が国境を越えて安全に移動できるよう、国境を越え

た近隣諸国との連携体制を確立する。これには、連携に関する取り決めを各国で作成

することや、入国地点における IHR（2005）キャパシティを構築し、公衆衛生リスク

を効果的に監視、マネジメントすること（渡航要件や勧告の発出を含む）が含まれる。

	⿇ マスギャザリングのための公衆衛生上の研究計画を作成し、公衆衛生上の介入への情

報提供のエビデンスを作成する。これには、レガシーを生み出すためのさまざまなプ

ラクティスを文書化すること、さまざまなプラットフォーム（学会等を含む）に参加

することが含まれる。参加の目的は、知識の交換のほか、公衆衛生の備えや、将来他

国で開催されるマスギャザリングへの備えに関する情報提供である。
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　マスギャザリングに備えて、各国では以下に示すアクションが推奨される（イベント開催

に向けたフェーズに応じてアクションを示す）。

	⿇ イベント開催前（pre-event phase）

	⚫ C3 体制の構築を促進し、主な利害関係者にマスギャザリング開催中の明確な役割と責

務を割り当てる。

	⚫ マスギャザリングに関連した公衆衛生上の潜在的なリスクについて包括的なリスクアセ

スメントを実施し、特定されたすべてのリスクに対処する。そのためのリソースと後方

支援が確実に得られるように緊急時計画を作成する。

	⚫ 参加者の流入の増加に対処するため、公衆衛生機能と保健医療サービスの提供体制を強

化する。

	⚫ 保健医療従事者とボランティアに対して、重要な公衆衛生上のリスクと対応手順に関す

るキャパシティビルディングを行う。

	⚫ RCCE 戦略およびインフォデミック・マネジメント戦略を開発し実行する。

	⿇ イベント開催中（during the event）

	⚫ リスクアセスメントを定期的に更新して、公衆衛生上の潜在的なリスクの状況と影響を

監視し、必要に応じて緊急時計画を発動する。

	⚫ あらゆる緊急事態に対応できるように、十分な人員、物資、医療資機材を確保する。

	⚫ 定期的な報告書を作成して、意思決定プロセスに関する情報提供を行うほか、イベント

参加者に対して、自分自身や他人を守る方法を伝え、それに関する公衆衛生教育を行う。

	⿇ イベント開催後（post-event phase）
	⚫ すべての関係者とともに事後報告会またはアフターアクションレビューを実施し、ベス

トプラクティス、課題、今後の方向性を明らかにする。

	⚫ マスギャザリングに対する公衆衛生対応全般に関する最終報告書を作成し、将来のイベ

ントに対する推奨事項を提示する。

	⚫ イベントのレガシーを文書化し、教訓とベストプラクティスを諸外国や組織と共有し、

マスギャザリングに対する備えをグローバルなレベルで改善する。

  今後の方向性5
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付録：大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組

　付録：大規模イベントにおける公衆衛生の
　備えの強化に向けた枠組

戦略目標　1

公衆衛生当局、イベント主催者、主要な利害関係者などとともに多部門連携を構築し、合同
でリスクアセスメントと計画立案を行い、タイムリーで効果的なアクションを実現する。

アクション 期待される成果

1.1	 マスギャザリング開催中の明確な役割と責
任（会場のセキュリティや緊急対応に関連す
る責任を含む）を主要な利害関係者に割り当
て、関与してもらう。

1.2	 マスギャザリングのインシデントマネジメ
ントシステムに基づいて指揮・統制・コミュ
ニ ケ ー シ ョ ン（C3） 体 制 を 確 立 し、 す べ
ての利害関係者間の効果的なコミュニケー
ション、調整、報告を実現する。

1.3	 部門間の調整と情報共有のための標準業務
手順書（SOPs）と計画を作成する。

1.4	 多部門間の調整のための、報告と情報共有に
関する計画および SOPs をレビュー、テスト
し更新する。

1.5	 チームを訓練し、利害関係者も関与した計画
をテスト・更新することで、公衆衛生緊急オ
ペレーションセンター（PHEOC）を強化する。

1.6	 PHEOC チームの役割と責任に関する訓練を
行う。

1.7	 PHEOC と国内の他の EOC が確実に連携し、
マスギャザリングに積極的に関与する。

	⚫ 利害関係者のマッピングにより、マスギャザ
リングの開催に関与する利害関係者が明らか
になる。

	⚫ マスギャザリングに対する C3 の枠組が構築・
実施される。

	⚫ マスギャザリングに対する指揮・統制体制が
確立し、すべての関連部門の役割と責任が明
確になる。

	⚫ 利害関係者間の調整と情報共有のための SOPs
と計画が作成される。

	⚫ SOPs と計画が定期的にテスト・更新される。

	⚫ マスギャザリングに対して PHEOC が設置・
活用され、サーベイランスやその他の情報シ
ステムとも連携し、効果的なオペレーション
が可能になる。

	⚫ PHEOC チームに対して訓練が行われ、あらゆ
る緊急事態対応への備えが可能となる。

	⚫ PHEOC に関する計画が定期的にテストされ更
新される。

	⚫ PHEOC が、すべての利害関係者および他の
EOC との連携が可能になる。

出 典：EM/RC70/4-Rev.1. Strengthening public health readiness for mass gatherings in the Eastern Mediterranean Region. 
October 2023.
＊なお、本文書は、上記文書を翻訳した内容に基づいたものであるが、正式の翻訳版ではない。正式な内容については
原本（英文）を参照のこと。
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戦略目標　2

マスギャザリングのリスクアセスメントを実践するための標準化されたアプローチを確立し、
リスク低減計画の策定を主導する。

アクション 期待される成果

2.1	 一般に認められた方法（例：WHO ツール）を
用いて、マスギャザリングに関連する潜在的
な公衆衛生リスクの包括的なアセスメントを
実施または更新する。

2.2	 既存の IHR 関連のアセスメントとレビューを
活用して、公衆衛生機能と保健医療システム
のキャパシティのアセスメントを実施または
更新する。

2.3	 マスギャザリングのためのリスクコミュニ
ケーションとコミュニティエンゲージメント

（RCCE）およびインフォデミック・マネジメン
ト計画を策定する。

2.4	 リスクコミュニケーション、インフォデミック・
マネジメント、メッセージの開発・テスト、ソー
シャルリスニングおよびコミュニティリスニ
ングの分野における国レベルの RCCE のキャ
パシティを強化するほか、行動に関する知見、
ツール、知識を活用する。

2.5	 すべての効果的なコミュニケーション・チャ
ネル（対面とオンラインの両方）を特定し、
効果的なコミュニティの認知向上とエンゲー
ジメントを実現する。

2.6	 優先順位の高いリスクについて、参加者および
一般市民向けの RCCE メッセージを作成する。

2.7	 効果的かつ即応性のある RCCE のメカニズム
を導入し、効果的なコミュニティリスニング
を通じて明らかになったニーズに基づいて対
応を調整する。

	⚫ さまざまな種類のマスギャザリングについて、
リスクアセスメント・ツールと手法に関する
訓練が実施される。

	⚫ 既存の IHR 関連のアセスメントとレビューが、
キャパシティのアセスメントに活用される。

	⚫ イベントの開催前および開催中に定期的にリス
クアセスメントが実施・更新されることで、マ
スギャザリングに関連する潜在的な公衆衛生上
の脅威が明らかにされ、定期的に更新される。

	⚫ リスクアセスメントの結果を受けて、マスギャ
ザリングのための RCCE 計画が作成・実施さ
れる。

	⚫ 行動に関する知見を収集するシステムが構築さ
れ、介入やメッセージ発信に資する情報提供が行
われる。

	⚫ 一般市民、参加者、意思決定者を対象として、マ
スギャザリング開催中の双方向のコミュニケー
ション・チャネルが特定される。

	⚫ スタッフに対して、対象を絞ったメッセージの作
成や一般向けのコミュニケーションなど、RCCE
に関する訓練が行われる。

	⚫ マスギャザリング開催中の優先順位の高いリスク
について、RCCE メッセージが作成され、定期的
に更新される。
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜29

付録：大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組

戦略目標　3

公衆衛生と保健医療システムのキャパシティを強化し、マスギャザリングによってもたらさ
れる公衆衛生リスクを予防し、これに備え、検知し、対応する。

アクション 期待される成果

3.1	 リスクアセスメントに基づいてリスク低減
計画を策定する。

3.2	 国のサーベイランスシステムを拡充するた
めのガイドラインと SOPs を開発し、公衆衛
生上の潜在的な脅威を監視し、マスギャザリ
ング開催中の早期警戒につながる兆候を検
知する。

3.3	 早期警報やイベントベース・サーベイラン
スのための SOPs および計画（マスギャザリ
ング開催中の視覚的トリアージを含む）を作
成・更新する。

3.4	 マスギャザリング開催中の公衆衛生イベン
トのサーベイランスと情報共有について、主
な報告ツール、症例定義、メカニズムを見直
し・改訂する。

3.5	 マスギャザリング開催中の意思決定に用い
られるさまざまなソース（環境関連のものを
含む）からの情報に基づいて、オールハザー
ドの状況報告書を作成・周知する。

3.6	 検査データと国のサーベイランスシステム
との間の連結および情報共有システムを強
化する。

3.7	 品質管理システムを確実に維持しながら、（リ
スクアセスメントに基づいた）優先される条
件についての診断キャパシティを拡大・強化
する。

	⚫ リスク低減計画の実施に必要なリソースと後方支
援が確保される。

	⚫ マスギャザリング開催中に公衆衛生上の潜在的な
脅威を監視し、早期警戒につながる兆候を検知す
るための国のガイドラインと SOPs が更新される。

	⚫ マスギャザリング開催中のサーベイランスシステ
ムについて、早期警報およびイベントベース・サー
ベイランスに関連した SOPs や計画が更新される。

	⚫ マスギャザリング開催中の症例定義と届出につい
て、サーベイランスや迅速対応を担うチームの訓
練が行われる。

	⚫ サーベイランス報告書および状況報告書が作成さ
れ、マスギャザリング開催中の意思決定に用いら
れる。

	⚫ 検査データがサーベイランスシステムと連結される。

	⚫ 優先条件に合わせて検査システムが強化される。

	⚫ サーベイランス、検査、調査、対応について複数
の専門分野のスタッフが訓練を受ける。

	⚫ 確定例の接触者がリスト化、特定され、追跡される。

	⚫ 国際的な接触者追跡の SOPs と取り決めが作成さ
れる。

	⚫ 食品および水関連のリスクが防止され、関連する
疾病のアウトブレイクに対応するための計画が策
定される。
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30｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

アクション 期待される成果

3.8	 マスギャザリング開催中に派遣されるサーベ
イランス、検査、迅速対応に関わるチームを
訓練する。

3.9	 確認された公衆衛生上の脅威について、国内
外の接触者追跡を促進する。

3.10	 リスクアセスメントの所見に基づいてベク
ターマネジメント・プログラムを強化する。

3.11	 マスギャザリングの会場、主要な宿泊施設等
における食品（レストラン、ケータリングサー
ビス、ベンダーなど）、水質および廃棄物の管
理を監視するシステムを強化し、水および食
品由来の疾病のマネジメントのための計画を
策定する。

3.12	 マスギャザリングの会場の屋内・屋外の空気
質を監視するシステムを構築・強化する。

3.13	 保健医療サービスのキャパシティを強化する
（人員増員、医薬品、ワクチン、物資、医療資

機材の補充など）。

3.14	 マスギャザリングの地元および海外からの参
加者向けに、さまざまな種類のサービスの利
用可能性（ケアモデル）と保険適用等に関す
るガイダンスを作成・周知する。

3.15	 潜在的な緊急事態（意図的なイベントを含む）
に対する医療対応のための緊急時計画を策定
する。

3.16	 サービスを提供し、マスギャザリング開催中
の多数傷病者をマネジメントするための緊急
医療チームを強化、構築、訓練する。

3.17	 イベント開催中の多数傷病者をマネジメント
するための計画とキャパシティを開発、テス
トし、更新する。

	⚫ ベクターのサーベイランス・サイトが強化さ
れ、必要に応じて防疫措置を展開するための
リソースが確保される。

	⚫ 屋内の空気質に関する基準が維持される。

	⚫ 保健医療サービス計画を実施するための必要
なリソースと後方支援が得られる。

	⚫ 保健医療サービスにアクセスする方法と場所
に関するガイダンスが用意される。

	⚫ マスギャザリングでのあらゆる緊急事態に対
応するための保健医療サービスが確保される。

	⚫ スタッフは、リスクアセスメントで明らかに
なった潜在的な緊急事態に備え、対応するよ
うに訓練される。

	⚫ 救急医療チームが多数傷病者をマネジメント
するために訓練される。

	⚫ マスギャザリング開催中の緊急事態に対応す
る保健医療サービスと医療機関が指定されて
おり、分かりやすい紹介システムがある。

	⚫ 多数傷病者対応計画が策定され、テストされ、
定期的に更新される。

	⚫ 安全な医療および必須サービスの提供と、保
健医療関連感染の予防と管理のために、感染
予防管理プログラムが用意される。

	⚫ 訓練とシミュレーション演習が設計され、実
施される。

	⚫ マスギャザリングの主催者と保健医療従事者
は、マスギャザリングのマネジメントに関す
る訓練を受ける。
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大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜31

付録：大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組

アクション 期待される成果

3.18	 医療施設における感染管理プログラムを強化
し、安全環境に必要な基準とリソースを確実
に利用できるようにする。

3.19	 訓練とシミュレーション演習を実施して、計
画のさまざまな要素の機能をテストする。

3.20	 イベント開催者、保健医療従事者、救急医療
チームについて、特にマスギャザリングのマ
ネジメントに関するキャパシティ・ビルディ
ングを行う。

3.21	 マスギャザリング開催中の介入のためのデジ
タル・アプリケーションをサポートする技術
インフラを構築・更新する。

	⚫ マスギャザリング開催中にデジタル・アプリ
ケーションの活用が可能になる。
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32｜大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方

戦略目標　4

マスギャザリング開催中に参加者が国境を越えて安全に移動できるよう、国境を越えた近隣
諸国との連携を確立する。

アクション 期待される成果

4.1	 国境を越えたリスクアセスメントおよびマ
ネジメント計画を策定し、実施する。

4.2	 公衆衛生上の緊急事態に対し、リスクを迅速
にアセスメントしこれに対応する合同チー
ムを設置する。

4.3	 入国地点における連絡窓口のネットワーク
を構築し、維持する。

4.4	 マスギャザリング開催中に情報（公衆衛生
サーベイランスデータを含む）の共有を促
進するために、各国間の連携メカニズム（覚
書など）を構築する。

4.5	 入国地点の越境チーム向けの合同シミュ
レーション演習、訓練、キャパシティビル
ディング計画を推進し、国境を越えた公衆衛
生上の脅威の早期発見と対応を実現する。

4.6	 公衆衛生リスクの効果的なサーベイランス
とマネジメントのための入国地点での IHR

（2005）キャパシティを構築する。

4.7	 IHR のコア・キャパシティ要件と手順につい
て、入国地点のスタッフを訓練する。

4.8	 渡航勧告を作成し、マスギャザリングの参加
国に対して周知する。

4.9	 渡航要件と勧告の実施状況を追跡する監視
システムを構築する。

	⚫ 国境を越えたリスクアセスメントとマネジメ
ントのための計画が策定される。

	⚫ リスクを迅速にアセスメントしこれに対応す
る合同チームが設置され、公衆衛生上の緊急
事態に合同で対応できる。

	⚫ マスギャザリングのために国境を越えた連携
枠組が構築される。

	⚫ マスギャザリング開催中の国境を越えた連携
に向けて運営上の繋がりが構築される。

	⚫ 国境を越えた連携メカニズム（覚書など）の
計画が策定され、合意が得られる。

	⚫ 入国地点に、公衆衛生リスクを検知し対応す
る機能が整備される。

	⚫ 国境を越えた公衆衛生チーム向けに、訓練 /
シミュレーション演習とキャパシティビル
ディング・プログラムが実施される。

	⚫ 入国地点のスタッフに対して、コア・キャパ
シティ要件についての訓練が行われる。

	⚫ 旅行対策を開発、普及、伝達、実施、監視す
るためのシステムが構築される。

43



大規模イベントの保健医療に関する準備・対応の基本的な考え方｜33

付録：大規模イベントにおける公衆衛生の備えの強化に向けた枠組

戦略目標　5

マスギャザリングのための公衆衛生に関する研究計画を作成し、公衆衛生上の介入に資する
エビデンスを創出する。

アクション 期待される成果

5.1	 マスギャザリングにおける研究のギャップ
および優先順位を明らかにする。

5.2	 ギャップを解消するために研究プロジェク
トに資金配分する。

5.3	 マスギャザリング開催中の公衆衛生介入の
効果を明らかにするための研究を実施する。

5.4	 学術機関と連携し、公衆衛生とマスギャザリ
ングに関する研究を推進する。

5.5	 すべての主要な利害関係者とともに事後報
告会またはアフターアクションレビューを
実施し、成功した点と要改善点を明らかにし
て文書化する。

5.6	 将来の大規模なスポーツイベントに向けて
知識や専門性について情報交換するため、オ
ブザバー参加を可能にするツイニングプロ
グラム（異なる地域や組織間で、知識や経験
を共有し、相互に学び合うプログラム）を開
催する。

5.7	 さまざまな地域レベル・世界規模のフォーラ
ムやプラットフォームを通じて、教訓やベ
ストプラクティスの活用を促進し、マスギャ
ザリングへの備えを強化する。

	⚫ マスギャザリングについて、研究のギャップと優
先事項が明確になる。

	⚫ マスギャザリングについて研究プロジェクトが実
施される。

	⚫ マスギャザリング開催中に効果的な公衆衛生介入
が特定され実施される。

	⚫ 公衆衛生に関する研究能力とマスギャザリングに
関する知識が強化される。

	⚫ マスギャザリングについてアフターアクションレ
ビューが実施され、イベントのレガシーが文書化・
周知される。

	⚫ マスギャザリング開催中の経験を交換するため
に、オブザバー・プログラムが確立されている。

	⚫ 教訓とベストプラクティスが他の国や組織と共有
される。

	⚫ マスギャザリングに対する国際的な備えが強化さ
れる。
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
新型コロナウイルス感染症及び感染症危機管理に関する事後評価の検討 

 
研究分担者    齋藤智也（国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長） 

研究協力者    北山明子（同感染症危機管理研究センター第五室長） 

嶋田聡 （同感染症危機管理研究センター 

・実地疫学研究センター併任）  

       福住宗久（同実地疫学研究センター 

・感染症危機管理研究センター併任） 

       池上千晶（同実地疫学研究センター） 

 
研究要旨： 

 東京 2020 大会の公衆衛生・医療対応の総括・大規模イベントの公衆衛生・医療対応に求

められる標準的なモデルの開発を目的として、特に感染症対策を中心に、東京 2020 大会に

向けた公衆衛生対応の振り返りを行いつつ、将来的なマスギャザリングにおける感染症対

策のフレームワークを検討することを目的とした。今年度は、東京 2020 大会の事前準備プ

ロセスを文献的にレビューし、時系列でまとめ、リスク・レディネス・ギャップを整理し

た。その上で、準備プロセスを３ステップに整理し、健康危機管理（ヘルスセキュリティ）

強化の機会として活用する一般化したステップとして提案した。 

 

Ａ．研究目的 

 東京 2020 大会の公衆衛生・医療対応の総

括を目的として国や自治体、関係機関の公

衆衛生・医療対応にかかる公開情報等の収

集・分析・整理、事後評価を実施する。ま

た、大規模イベントの公衆衛生・医療対応

に求められる標準的なモデルの開発を目的

として、近年の国内外の大規模イベントの

保健医療対応を総括し知見の統合を行うこ

とを目的とする。その中で、特に感染症対

策を中心に、東京 2020 大会に向けた公衆衛

生対応の振り返りを行いつつ、将来的なマ

スギャザリングにおける感染症対策のフレ

ームワークを検討することを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 東京 2020 大会における感染症対策につ

いては、政府・地方自治体等機関の公開情

報や論文のほか、関係者からのヒアリング

を通じて情報収集を行った。特に東京 2020

大会における感染症対策については、新型

コロナウイルス感染症発生以前に行われて

きた感染症対策に着目して情報収集し文献

的にレビューし、時系列でまとめ、リスク・

レディネス・ギャップを整理した。 

 

（倫理面への配慮） 

該当しない。 

 

Ｃ．研究結果 

 東京 2020 大会に向けた公衆衛生対応活

動を以下の３つのステップに分けて整理し

た。 

STEP1：リスク・レディネス・ギャップの包

括的評価 

STEP2:明らかになったギャップへの対応 

STEP3:複数の関係者による運用演習 

 STEP1 には、2017 年 10 月に国立感染症研

究所において行われたTokyo 2020大会に向

けたリスク評価（2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けての感

染症のリスク評価〜自治体向けの手順書



 

〜）を位置付けた。ここでは、感染症を「輸

入例のリスク増加」「感染伝播と大規模ア

ウトブレイクのリスク増加」「高い重症度

のリスク」「公衆衛生対応への負荷増加の

リスク」に分類し、特に５疾患（麻しん、

風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症、中東呼吸

器症候群、EHEC）が複数のリスクを抱える

高リスク疾患として列挙され、優先度の高

い感染症として位置付けた。また、既存の

スキームで診断できない重症感染性疾患

(USII: Undiagnosed severe infectious 

illness)をリスクとして挙げ、既存のサー

ベイランスシステムでは検知が困難と指摘

していたことを挙げた。 

STEP2 には、リスク評価に基づき弱みとさ

れる点について、既存のシステムの強化や

親切によりギャップを埋める対応として行

われた以下の事項を位置付けた。 

・ハイリスク人口を対象としたワクチンキ

ャンペーン（麻しん・風しん、侵襲性髄膜

炎菌感染症） 

・診断できない重症感染性疾患（USII）の

サーベイランス 

・水際対策の強化 

・輸入感染症の注意喚起 

・NESID ファイル共有機能を用いた自治体

間の迅速情報共有システムの構築 

STEP3 には、東京都が開催したいくつかの

机上演習を位置付けた。ここで課題抽出が

されたものの、COVID-19 の出現により準備

が十分でないままになっていた。特に、大

会の組織委員会を巻き込んだ実際の運営計

画が大きな課題であり、東京都や国立感染

症研究所から組織委員会等に派遣した人員

がリエゾンとしてコミュニケーションに重

要な役割を果たしたことを指摘した。最後

に COVID-19 の出現とその対策の強化を通

じ、多数の関係者を巻き込むことの重要性

が強く認識されたことを指摘した。 

  

Ｄ．考察 

 比較的熟成された日本の保健システムに

おいても、様々な脆弱性があり、保健所や

医療施設といった第一線の能力の強化だけ

でなく、国の公衆衛生システムの更新が必

要であった。公衆衛生システムに変更を加

えるには、さまざまな利害関係者が関与す

る複雑なプロセスと努力が必要であり、そ

のような変更は頻繁に起こるものではない

中で、日本政府は、関係者がシステム改良

の必要性を認識した東京 2020 の機運を利

用したと考えられた。COVID-19 出現により、

COVID-19 対策ばかりが脚光を浴びること

になったが、Tokyo2020 に向けて行ってい

た感染症対策の強化の取り組みが結果とし

て COVID-19 対策にも生きており、健康危機

管理（ヘルスセキュリティ）の向上を促進

したと考えられた。 

 

Ｅ．結論 

 東京 2020 大会の事前準備プロセスを文

献的にレビューし、時系列でまとめ、リス

ク・レディネス・ギャップを整理した。そ

の上で、準備プロセスを３ステップに整理

し、健康危機管理（ヘルスセキュリティ）

強化の機会として活用する一般化したステ

ップとして示した。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
  特になし 
 
２．学会発表 
  特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 



 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）  
分担研究報告書  

 
イベント開催中の地域の救急医療体制のあり方に関する研究 

 
研究分担者    森村 尚登（帝京大学医学部救急医学講座主任教授） 

 
研究要旨： 

【研究目的】オリンピックや首脳級参加の国際会議に代表されるマスギャザリングイベ

ントあるいは関心度や注目度の高い（ハイプロファイル：high-profile）イベントの開催が、

地域の特に「救急」医療体制に与える影響は少なくない。本研究は、マスギャザリングイベ

ントやハイプロファイルイベント開催による地域救急医療体制への影響（リスク）を類型

化し、対応の骨子を明らかにするものである。【研究方法】過去のマスギャザリングイベン

トやハイプロファイルイベントの報告や文献を収集し、これらのイベントが地域救急医療

に及ぼす影響、取り組み、課題について検討した。【結果】マスギャザリングイベントが地

域救急医療に及ぼす影響として、1)イベント開催による地域の一時的な人口増加の影響（常

の救急医療提供体制への影響、人口増による救急医療需要自体の増加、イベント開催に伴

うMCI発生の可能性）、2)開催時期・気象条件・興奮度等の影響、3)国内外の人流増加の影

響（国際イベント含む）、4)世界情勢・関心度の高さによる影響に類型化できた。また、一

連のサミットのような各国の代表・高級官僚や関係者等が特定の地域に集まり世界的に注

目されるようなハイプロファイルイベントでは、テロリズムを想定した、より蓋然性の高

いMCI対応準備を要する。またVIP等に対する救急診療体制に加えて、交通規制などによる

通常の救急医療のアクセスへの影響の評価と対策が必要になる。2020年東京オリンピック

大会において東京都は、①日常の救急医療体制の確保、②大規模イベントに対する医療体

制の構築、③不測の事態への対応を3本柱に掲げて、官民学連携による対策立案検討の場と

して部会を設置し、地域別の開催中の医療需給均衡評価や東京都全体の救急・災害時医療

対応責任医師の開催中常駐体制の構築を図った。【考察】本邦ではイベントが救急医療体制

に及ぼすリスクについては少しずつであるが整理され関係者間で合意を得てきた経緯があ

る。一方で感染症対策に代表される公衆衛生と救急医療の行政や学術団体の連携や協働に

関する検討は乏しい。【結論】本邦のマスギャザリング/ハイプロファイルイベントの開催

にあたっては、日常の救急医療体制の確保、イベントに対する医療体制の構築、不測の事態

への対応について準備する必要がある。イベント開催時の救急医療体制を構築するために

は、行政の公衆衛生・医療・救急搬送部門、医療機関、イベント開催者、その他の関連機関・

団体が一同に会して医療リスク評価と対応策を検討する場（プラットフォーム）を平時よ

り準備しておくことが重要である。 

 

Ａ．研究目的 

オリンピックや首脳級参加の国際会議に代

表されるマスギャザリングイベントあるいは

関心度や注目度の高い（ハイプロファイル：

high-profile）イベントの開催が、地域の特に

「救急」医療体制に与える影響は少なくな

い。本研究は、マスギャザリングイベントや

ハイプロファイルイベント開催にあたっての

地域救急医療体制への影響を類型化し、対応

の骨子を明らかにするものである。 
 

Ｂ．研究方法 



 

過去のマスギャザリングイベントやハイプ

ロファイルイベントの報告や文献を収集し、

これらのイベントが地域救急医療に及ぼす影

響、取り組み、課題について検討した。 

以下が検討した主たる報告書等である。マス

ギャザリング医療対応ガイドブック（2020年

東京オリンピック・パラリンピックに係る救

急・災害医療体制を検討する学術連合体

（AC2020）．2022年． http://2020ac.com/）、

大規模イベント時における救急災害医療体制

検討部会．平成30年度第2回東京都救急医療対

策 協 議 会 資 料 （ 東 京 都 保 健 医 療 局 ．

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/

iryo/kyuukyuu/kyuutaikyou/kyutaikyo_ka）、

第32回明石市民夏まつりにおける花火大会事

故調査報告（明石市民夏まつり事故調査委員

会.2002年）、明石市民夏まつり花火大会雑踏

事故（治療学 2002;36:993-998.）、Analysis 

of patient load data from the 2002 FIFA 

World Cup Korea/Japan（Prehosp Disaster 

Med. 2004;19:278-284.）、2010年日本APEC横

浜開催 救急・災害医療体制細部計画（確定

版）（横浜市健康福祉局企画部医療政策課．

2010年11月5日）、2010年日本APEC横浜開催救

急・災害医療体制運営結果報告書（横浜市健

康福祉局企画部医療政策課．2010年12月1日）、

伊勢志摩サミット救急医療体制確保事業実施

報告書（2016年12月）、2019年G20大阪サミッ

ト救急・災害医療体制確保報告書（大阪府健

康医療部・大阪市健康局）、国際会議等におけ

る救急・災害医療体制の整備および課題に関

する研究（2019年2月．厚生労働科学研究費補

助金（厚生労働科学特別研究事業）都市で行

われる国際会議等における医療提供体制の構

築に資する研究（金融・世界経済に関する首

脳会合(G20)における救急・災害医療体制 分

担研究報告書）、天皇陛下の御即位に伴う国

の儀式等における救急・災害医療体制確保業

務報告書（2020年2月．東京都福祉保健局）。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、政策研究であり、人を対象とし

た調査等は実施していないため倫理面での特

段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

1. マスギャザリングイベントが地域救急医

療に及ぼす影響 
1) イベント開催による地域の一時的な人口

増加の影響 
① 日常の救急医療提供体制への影響 

医療支援の対象としてマスギャザリングを

形成する人々（イベント参加者など）のみに

着目するのではなく、第一にマスギャザリン

グが生じた結果影響を受ける集団、すなわち

イベントと関連しない地域住民に目を向ける

必要がある。2017年、米国における大規模マ

ラソン大会開催時の市内院外心停止と急性心

筋梗塞の死亡率が、非開催時に比較して有意

に高かったことが報告され、救急医療機関へ

のアクセス制限による根本治療開始までの遅

延が一因と考察されている。 WHO mass 
gathering collaboration centerのグループは、イ

ベ ン ト 開 催 に 関 連 し な い 地 域 住 民 を

「penumbra（ペナンブラ）」と称して、マスギ

ャザリングによって医療提供の影響を受ける

対象としている。このように、マスギャザリ

ングが生じている地域内や周辺地域の住民に

対する、医療供給の視点での日常的な救急医

療体制の維持は重要な課題である。マスギャ

ザリングイベントを構成する観客を含む参加

者・スタッフだけではなくイベントと関連し

ない地域住民を含めた包括的な救急医療体制

の構築が必要である。 
② 人口増による救急医療需要自体の増加 
地域の一時的な人口増加に伴って救急需要が

増加し、通常の救急医療システムの運用に負

荷を与える可能性がある。 
③ イベント開催に伴うMCI発生の可能性 
マスギャザリングイベントでは限局したエリ

アの人口密度が高まる。そのため、群衆雪崩

などによる同時多数傷病者発生（Mass casualty 
incident：MCI）の発生や感染症の蔓延が報告

http://2020ac.com/
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/kyuutaikyou/kyutaikyo_ka
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/kyuutaikyou/kyutaikyo_ka


 

されている。本邦では、2001年の明石花火大

会時に群衆雪崩による250名を超える負傷者

の発生が報告されている。花火会場へのアク

セス途中の狭い歩道橋において、双方向から

人々が合流した結果、南端で異常に高い密度

をきたしたことに起因している。 
2) 開催時期・気象条件・興奮度等の影響 

マスギャザリングイベントに直接関連した

傷病の多くは軽症だが、重症の報告もある。

群衆規模・密度、気象条件ないし会場内空調

条件（高温、低温、多湿ほか）、イベントタイ

プ・期間、会場へのアクセス、公衆衛生設備、

熱狂度、飲酒、ドラッグなどが傷病発生のリ

スクファクターであり、地域救急医療体制へ

のアクセス制限と会場内の医療体制の不備が

重症化のリスクファクターとされている。 
3) 国内外の人流増加の影響（国際イベント

含む） 
マスギャザリングでは、近年の新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）に代表される感染

症が大きく広がるリスクも有している。2000
年、2001年のサウジアラビアのメッカの巡礼

において髄膜炎菌感染症の流行、2015年の日

本開催の第23回世界スカウトジャンボリー

（WSJ2015）参加者の髄膜炎菌感染症の同時

複数発症のほか、インフルエンザ、麻疹、ノロ

ウイルス17)などの感染症の流行が報告され

ている。 
4) 世界情勢・関心度の高さによる影響 

近年の国際情勢に関連し、低頻度ではある

がテロによるMCIが懸念される。1996年のア

トランタオリンピック期間中には、市内屋外

コンサート会場において爆弾による爆発が起

きている。2人の死亡者を含む100人以上の負

傷者が出た。2014年に米国ボストンで開催さ

れた市民マラソンでは、ゴール近くでの爆弾

テロにより、死亡者3人、負傷者264人のMCIが
発生した。2015年のパリの市街地飲食店、劇

場、競技場で同時多発テロが起こり、356人の

負傷者が18病院に入院し、現場死亡者は129人
に上った。 

 

2.ハイプロファイルイベントが地域救急医療

に及ぼす影響 

一連の国際会議や祝典は、各国の代表・高級

官僚や関係者等が特定の地域に集まり世界的

に注目度あるいは関心度が高いイベント（ハ

イプロファイルイベント）である。2000年沖

縄サミット、2008年洞爺湖サミット、2010年

横浜APEC、2016年伊勢志摩サミット、2019年

G20大阪サミット、2023年G7広島サミットや即

位礼正殿の儀などが例として挙げられる。こ

れら一連のイベントでは、テロリズムを想定

した、より蓋然性の高いMCI対応の準備を要す

る。ハイプロファイルイベントは必ずしも大

規模な集団形成や人口密度増加を伴うもので

はない。ただし、地域内の限定的な交通規制

などによって通常の救急医療アクセスが影響

を受ける可能性があり、その評価と対策が必

要になる。 

 

3.マスギャザリングイベントに対する取り組

みの実際 

昨年度の本分担研究報告書に詳述したが、

次に実際のマスギャザリングイベントに対す

る取り組みの例としての2020年東京オリンピ

ック大会の体制の検討結果を示す。本大会は、

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世

界的流行のなかで当初予定の1年後に約50日

間にわたって開催された。本大会の会場の多

くがあった東京都は、想定されるリスクを念

頭に置いて、①日常の救急医療体制の確保、

②大規模イベントに対する医療体制の構築、

③不測の事態への対応を3本柱に掲げて、開催

地域の医療に関連する行政担当部門（医療、

消防、（後に）公衆衛生）、大会参加選手、ス

タッフ、観客に対応するオリンピック組織委

員会、救急医療機関（後に感染症医療含む）、

医師会から構成する会議体を設置し、官民学

連携による対策立案検討の場として、地域別

の開催中の医療需給均衡の評価に基づく各会

場の医療提供体制のシフト案の策定や、都庁



 

内都市オペレーションセンター（COC）への東

京都全体の救急・災害時医療対応責任医師の

開催中常駐体制の構築を図った。特に後者は

オリンピック組織委員会が会場内を統括する

メインオペレーションセンター（MOC）の医療

部門と密に連携を実現させたものであり、会

場内外連携（イベント開催者と自治体）の歴

史的な第一歩と言える。そのほかにも、MCI発

生時のコード名称とその運用の検討やラスト

マイル・ライブサイトへの備えなどについて

精力的に取り組んだ。またAC2020構成学会単

独あるいは複数合同によって、診療や看護に

係るガイドラインやマニュアル、救護所や医

務室の医療チームの要件に係る提唱などが発

出され関連部署に共有された。さらにオリン

ピック組織委員会と協働して、メディカルス

タッフと大会ボランティアに対する研修プロ

グラムを策定し研修を担当した。 

 

Ｄ．考察 

マスギャザリングイベントが及ぼす救急医

医療体制に対する影響（リスク）について、本

邦では、1985年の国際科学技術博覧会（科学

万博、つくば’85）の開催時の報告以降、少し

ずつであるが整理され関係者間で合意を得て

きた経緯がある。また、ハイプロファイルイ

ベントに対しては、特に2000年以降は予測さ

れるリスクに応じて全国的な枠組みでの現地

救急医療支援体制が組まれるようになった。

2019年のG20大阪サミット開催時には、東京オ

リンピック体制骨子同様の理念の下に、「イ

ベントと関連しない地域住民」の救急診療の

質の維持を明確に掲げた上で体制を構築して

いる。サミット対応については、回を重ねる

ごとに改善を認めている。このことは毎回以

前の好事例を踏襲し、また課題を共有したう

えで計画策定が行われていることに拠るとこ

ろが大きく、以前のガイドラインや報告書が

活用されていることを示している。サミット

に限定するならば、行政の担当が開催自治体

だけでなく「国」である点も上述のことに関

連していると思われる。 

VIPを含むMCIへの医療対応について一般化

あるいは標準化することは難しい。MCIによる

医療需給不均衡の度合いが多種多彩なためで

ある。傷病者がVIP単独あるいはその関係者を

含む複数名程度であるならば、事前計画に基

づく連絡手段・院内搬入動線・診療スペース

に基づいて対応することになるが、需給不均

衡の程度、すなわち、MCIの規模や傷病タイプ

などの内容に比して、計画的外部応援を含む

医療機関受け入れ態勢が十分でない場合には、

傷病者の個々の病態などに応じて行い得る最

善の初期診療の実施にとどまらざるを得ない

状況もあり得る。VIP受入指定医療機関におい

てもVIP関係者以外の多数の傷病者に対応し

なければならない状況も想定しなければなら

ない。そこで、事前の計画策定段階において、

傷病者の緊急度に応じた医療資源の傾斜配分

についての基本的な方針についてあらかじめ

関係者間で話し合う機会を持ち問題点を共有

しておくことが重要であり、このような方針

の策定とそれに基づく運用は診療にあたるス

タッフの精神的負担の軽減のために極めて重

要と考える。 

翻って、本邦において感染症対策に代表さ

れる行政の公衆衛生部門と救急医療の連携や

協働に関する検討は乏しい。前述した東京オ

リンピック対応に向けた学術連合体に公衆衛

生関連学会の参画をみていないかったことか

らもその側面が窺える。今後の感染症蔓延下

あるいはそのリスクが高い中でのマスギャザ

リング・ハイプロファイルイベントの開催を

検討する際には、継続的なステータスならび

にトレンドのモニタリング下での適確な現状

評価が不可欠であり、サージキャパシティの

準備と、これらを組織的に効率よく実践する

体制を、関連全組織の力を結集して進めてい

く必要がある。 

イベントの開催はリスクばかりをもたらす

ものではない。開催時期が予め決まっている

マスギャザリング/ハイプロファイルイベン



 

トは、「計画された災害・多数傷病者事故

（Scheduled disaster/MCI）」として実効性

のある計画を準備することが可能である。

「起こりうる災害やMCIの発生時期が決まっ

ているので」事前計画を立てやすい。マスギ

ャザリング/ハイプロファイルイベントは、

事前の対応計画の準備を含めて地域の医療シ

ステムに負荷を与えるが、イベント終了後に

は長期的な利点が得られる好機ととらえるこ

とができる。 

 

Ｅ．結論 

マスギャザリングイベントやハイプロファ

イルイベントの開催にあたっては、日常の救

急医療体制の確保、イベントに対する医療体

制の構築、不測の事態への対応について準備

する必要がある。イベント開催時の救急医療

体制を構築するためには、行政の公衆衛生・

医療・救急搬送部門、医療機関、イベント開

催者、その他の関連機関・団体が一同に会し

て医療リスク評価と対応策を検討する場（プ

ラットフォーム）を平時より準備しておくこ

とが重要である。 
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 なし 

2. 学会発表 
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分担研究報告書

2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の医療体制に関係する課題の抽出 

研究分担者 大西光雄（国立病院機構 大阪医療センター 救命救急センター 診療部長） 

研究協力者 竹川良介（大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター 特任助教） 

研究要旨： 

 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の医療提供体制は、2005 年の日本国際博覧

会（愛・地球博）を参考にして基本設計がなされる。本研究では、2005 年から 20 年を経

て開催されるこの博覧会において、人口構成や在留・訪日外国人数、愛・地球博との地理

的特性の違い、市民の用いるコミュニケーションツールや医療へのアクセス、救助活動に

おける処置内容の変化などを確認し、大阪・関西万博での医療提供体制で想定しておく必

要があると思われる事項の抽出を検討した。また、災害によるインフラや交通の停止、感

染症の蔓延、港湾およびその付近で発生した災害（特に化学物質の漏洩、拡散が関連した

事案や爆発事故）、触法事案や危険行動の流行、テロに関する情勢を確認し、マスギャザ

リング時に想定する必要が出てきていると考えられる事項の抽出も併せて行った。愛・地

球博からの 20 年間に高齢化が進み、熱中症が増加、通信・情報入手手段の変化と救急要

請に関する選択肢の増加、リモコン型テロやローンオフェンダーというテロ事案の誕生な

どが確認された。これらに対策を立てるには多機関の連携が必須と思われるが、まずは、

過去を振り返り想定しておくことが重要である。 

Ａ．研究目的 

 日本国際博覧会（大阪・関西万博）が

2025 年に開催される。2021 年には東京オリ

ンピック・パラリンピック（東京）が開催さ

れ、救急・災害医療体制の提供に関し、様々

な角度から多数の研究がなされた。2020 東

京オリンピック・パラリンピックのみなら

ず、過去の万博等の医療提供体制で得られた

知見を踏まえた上で、2025 年に開催される

大阪・関西万博におけるマスギャザリングの

観点からの医療提供体制における課題を抽出

したい。大阪・関西万博における急病患者等

の救護体制の準備が 2022 年より研究分担者

も委員である医療救護協議会において始まっ

た。まず、通常の救護体制に関する検討がな

されている。大阪・関西万博の運営組織体制

の参考として取り上げられている過去のイベ

ントとしては、2005 年に 3 月 25 日から 9 月

25 日まで開催された 2005 年日本国際博覧会

（愛・地球博）における組織体制と 2019 年

の G20 大阪サミットである。しかしながら、

愛・地球博から 20 年が経過した。また、G20

大阪サミットではマスギャザリングの要素は

少ないと考えられる。各イベントで共通する

要素がある一方で、個別、あるいは時代の変

化に伴う想定をしておく必要があると考え

る。 

 本研究では、マスギャザリング医療対応が

必要になった場合に大阪・関西万博において

想定する必要があると考えられる事項を抽出

すること、その対策を考察することを主目的

とする。 

Ｂ．研究方法 

1. 愛・地球博と大阪・関西万博の開催に

関連する状況の比較
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(ア) 人口の観点から 

20 年前に比べ高齢化が進み、在留

外国人の数も増加している。改め

て人口構成の変化を振り返り、新

たに想定する必要がある事項を検

討する。 

(イ) 地理的特性の観点から 

愛・地球博の開催地は内陸部分に

あり、大阪・関西万博はアクセス

路が 2 本のみの人工島に位置す

る。その違いから新たに想定する

必要がある事項を検討する。 

(ウ) 通信・情報入手手段・医療アクセ

ス等の観点から 

2005 年のインターネット利用率、

携帯電話（いわゆるガラケーとス

マホ）普及率は現在と異なり、情

報伝達・共有方法は変化している

と考えられるため、その点から想

定する必要がある事項を検討す

る。 

 

2. 大阪・関西万博での想定に参考とな

る過去に発生した災害、事件、事故

事案と世界情勢 

多数の人々が集まる場所で考慮する

必要のあった災害を振り返り、大

阪・関西万博で想定する場合の検討

事項を挙げる。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 愛・地球博と大阪・関西万博の開催に

関連する状況の比較 

(ア) 人口の観点から 

内閣府のデータによると、2005 年

の人口は１億 2776 万人であり、そ

のうち 65 歳以上（高齢者）の人口

は 2560 万人（人口の 20％）、75

歳以上（後期高齢者）の人口は

1157 万人（9.1％）であった。2021

年のデータによると、総人口は１

億 2550 万人であり、高齢者は 3621

万人（28.9％）、後期高齢者は

1867 万人（14.9％）となってい

る。人口に占める高齢者の割合は 2

割から 3 割に、後期高齢者の割合

は 11 人に 1 人から 6.7 人に 1 人と

激増していた。愛・地球博の報告

によると、60 歳以上の来場者は全

体の 23.2％とされ、65 歳以上の高

齢者でのデータではないものの、

当時の人口に占める高齢者の比率

に近いと考えられた。 

日本人の総人口に在留外国人が含

まれるが、在留外国人の割合を検

討した。2005 年の在留外国人数は

約 201 万人であり、人口の 1.6％

（人口の約 63 人に 1 人）であっ

た。そのうち、65 歳以上の在留外

国人数は 11 万人、であった。2021

年の在留外国人数は 276 万人であ

り、COVID-19 パンデミックの例今

日からか、2019 年のピークから 2

年連続で減少しているものの、人

口に占める割合は 2.2％であり、45

人に 1 人が外国人であった。その

うち、65 歳以上の在留外国人数は

約 20 万人であった。生産年齢人口

でみると、2021 年における日本の

生産年齢人口では、2021 年は 7450

万人（人口の 59.4％）、そのうち

在留外国人数は 232 万人であり生

産年齢人口の 3.1％（生産年齢人口

の約 33 人に 1 人）が在留外国人で

あった。 

訪日外国人に関しては、2005 年は

673 万人であり、2021 年は COVID-

19 パンデミックの影響が大きいた

め、パンデミック直前の 2019 年の

データを参考にすると、3188 万人

と 4.7 倍の増加を認めた。 
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(イ) 地理的特性の観点から 

愛・地球博は内陸で開催されてい

るため、四方への陸上のアクセス

路が存在しているが、大阪・関西

万博はその基本理念の一つとして

示されている“海と空を感じられ

る会場”として、四方を海に囲ま

れたロケーションである。この地

域へのアクセス路は海底トンネル

と連絡橋の２ルートのみとなって

おり、人員輸送（場合によっては

人員を退避させる）は、鉄道、シ

ャトルバス、団体バスやタクシー

である。水上輸送も検討には挙が

っているが、どの程度の輸送力で

あるかは明確ではない。自家用車

は会場である人工島以外の場所が

計画されパークアンドライドバス

が予定されている。何らかの理由

で主たるアクセス路である２ルー

トが使用できない状況が発生した

場合、会場の立地する人工島から

の移動が極めて困難になる可能性

がある。 

(ウ) 通信・情報入手手段・医療アクセ

ス等の観点から 

愛・地球博の 2005 年の通信手段や

通信インフラ、および市民のアク

セスできる医療関連情報の利活

用・普及状況を検討した。 

総務省のデータによると、2005 年

は、携帯電話の多機能化が進んで

いた時代であり、インターネット

に接続できるようになり、コミュ

ニケーション手段が豊かになって

いった時代であると考えられてい

る。このころの携帯電話普及率は

約 70％とされているが、現在と比

較すると、まだ HP の閲覧ができる

スピードではなく、スマートフォ

ン登場（2007 年）の前であり、情

報の共有は音声かテキストメッセ

ージが主体であった。また、国民

への IT の普及に関して、パソコン

の普及が重要であると考えられて

いる時代であった。（総務省や文

化庁の資料による。）総務省の

“令和 4 年通信利用動向調査”に

よると、日本のスマートフォンの

保有率は 77.3％でり、70 代の保有

率は 60.6％、80 歳以上では 27.3％

となっていた。現在、高齢者の中

にはスマートフォンを利用してい

ないものも存在するが、愛・地球

博の頃にはスマートフォンそのも

のが存在しなかったため、医療を

含む情報へのアクセス方法は大き

く変化したと考えられた。 

市民が利用する救急医療情報に関

しては、2009 年に国のモデル事業

として開始された救急安心センタ

ー（♯7119）がある。救急車を呼

ぶかどうか迷う場合、あるいはそ

の時間に受診できる医療機関を市

民が♯7119 に連絡して情報を得る

システムである。さらに、全国版

救急受診アプリ「Q 助きゅーすけ」

も 2017 年に整備されスマートフォ

ンのアプリから救急医療情報にア

クセスできるようになった。これ

らは愛・地球博の時代にはなかっ

たシステムである。 

また、一般市民が AED（自動体外

式除細動器）を使用できるように

なったのは、2004 年 7 月のことで

あり、愛・地球博の開催前であっ

た。愛・地球博では市民も AED に

アクセスできるように工夫がなさ

れていた。実際に会期中に 5 名の

心肺停止傷病者が発生し、4 名の社

会復帰につながったとされる。総

務省の調査によると 2005 年までに
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一般市民用に販売された AED は

9906 台であるが、令和 4 年度厚生

労働科学研究“市民による AED 等

の一次救命処置のさらなる普及と

検証体制構築の促進および二次救

命処置の適切な普及に向けた研究

（20FA1014）によると 2022 年末に

は約 67.6 万台とされ市民の AED へ

のアクセシビリティは全く異なる

と考えられた。 

救命士ができる処置も順次拡大さ

れてきた。それまで救命士が AED

を使用する際に、医師の具体的指

示を得る必要があったが、2003 年

には医師の包括的指示のもとに行

うことが可能となった。2004 年に

は気管内にチューブを挿入して気

道確保を行うことが可能となり、

2006 年から医師の具体的指示のも

とアドレナリンの投与が可能とな

り、2014 年からは心肺機能停止前

の傷病者に対して“乳酸リンゲル

を用いた静脈路確保および輸

液”、“ブドウ糖投与”が医師の

具体的指示のもとに可能となり、

包括的な指示のもとに血糖測定が

可能となった。さらに、爆傷・銃

創・刃器による多数傷病者事案な

どでの救護処置に必須と考えられ

るターニケットを救急救命士が使

用可能となったのは 2019 年であっ

た。救命士の救護にかかる処置は

愛・地球博の頃と比べて拡大して

いることがわかった。 

3. 大阪・関西万博での想定に参考となる

過去に発生した災害、事件、事故事案

と世界情勢 

大阪・関西万博におけるマスギャザ

リングの医療体制に参考となると考え

られる、愛・地球博後から現在に至る

国内外の状況を検討した。 

(ア) 国内のインフラ・人の移動や健康

に影響を及ぼした（可能性のあ

る）災害・事案 

・ 硫化水素を発生させる自殺の流行

と周囲住民の避難の社会問題化

（2008 年） 

・ 東日本大震災（2011 年）での津波

災害、電力危機、および東京湾沿

岸の埋立地における液状化現象 

・ 国内で感染したと考えられるデン

グ熱の報告（2013 年、2014 年） 

・ 危険ドラッグの流行と社会問題化

（2014 年） 

・ 宇都宮の祭り会場を含む３カ所で

の自家製爆発物を用いた自爆を含

む連続爆発物事件（2016 年） 

・ 北海道胆振東部地震（2018 年）後

に発生した停電 

・ 台風 21 号（2018 年）通過時に船が

連絡橋に接触し関西国際空港が孤

立 

・ 大阪府内における麻疹集団感染事

例（2019 年） 

・ 千葉台風 15 号（2019 年）による停

電 

・ COVID−19 パンデミック（2020〜

2023 年：二類感染症に指定）に伴

う人の移動・就業制限と救急搬送

の逼迫 

・ 山口県の長島と本土を連絡する上

関大橋のずれ発生による通行制限

（2020 年） 

・ 自家製の銃器による政府要人（安

倍元首相）銃撃事件（2022 年） 

・ 自家製爆弾を用いた政府要人（岸

田首相）襲撃事件（2023 年） 

・ 山陽道トンネルの車両火災事故に

伴う長期の通行止め（2023 年） 

  

(イ) 国外の人の健康に影響を与えた

（可能性のあった）災害・事案 
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・ イラク・イスラム国建国宣言

（2006 年）からイスラム国の樹立

（2014 年）、勢力拡大と世界各地

におけるテロ実行の呼びかけ

（2016 年）、東南アジアへの勢力

拡大（2017 年） 

・ メキシコ港原油流出事故（2010

年） 

・ 中東呼吸器症候群（MARS）の最初

の確認と流行（2012 年） 

・ ラック・メガンティック（Lac-

Megantic）鉄道事故（2013 年）に

よる原油輸送中の爆発炎上事故に

伴う有毒化学物質発生の懸念と多

数死傷者発生 

・ 中国天津浜海区倉庫爆発事故

（2015 年）：港湾での爆発事故 

・ ミシガン州フリントにおける鉛等

での水質汚染（2016 年） 

・ ベイルート港爆発事故（2020 年）

における硝酸アンモニウムの大規

模爆発とアスベスト含有建築物の

崩壊に伴う健康被害の可能性 

・ テキサス市（Marathon’s 

Galveston Bay）でのフッ化水素漏

出事故（2021 年）：港湾での爆発

事故 

・ テキサス市（Deer Park）で発生し

た、当初は硫化水素と誤認された

メルカプタンの漏出（2021 年）：

メキシコ湾岸での事故 

 

Ｄ．考察 

愛・地球博が開催された 2005 年から現在

までに 

・ 高齢者の増加 

・ 在留外国人の増加（特に生産年齢人口

に対する割合の増加） 

・ 訪問外国人の激増 

が変化として認められた。実際、愛・地球

博の外国人来場者に関しては、5 回の調査が

なされているが、平均 5668 人/日と推計さ

れ、そのうち在留外国人の割合は 13.4〜

25％であった。在留外国人に比べて訪日外

国人の来場が多かった。このことから、大

阪・関西万博では、愛・地球博に比べて高

齢者や外国人対応が増加する可能性が示唆

された。 

通信・情報入手手段・医療アクセス等に関

しては、 

・ 愛・地球博の時代には存在しなかった

スマートフォンの普及 

・ “救急あんしんセンター”といった救

急医療へのアクセス方法が広がり、救

急搬送の抑制に一定の効果が示されて

いる 

・ 市民の AED への理解・アクセスが進ん

だと考えられる 

・ 救急救命士の救護活動における処置が

拡大されている 

といった変化が認められた。すなわち、市

民の医療関連情報へのアクセスに関してス

マートフォンのアプリ等の活用が進んでい

くものと期待される。また、現場からの救

急搬送における処置が 2005 年より拡大され

ていることは、より早期から従来より高度

な救護活動が可能になったことになる。 

 愛・地球博では約 1500 万人の来場者を見

込んでいたが、実際は想定をはるかに上回

る 2205 万人の来場者数であった。傷病者数

は熱中症 313 人を含めて 2 万 1121 人であ

り、愛・地球博以前の博覧会を参考に傷病

者の発生頻度は 0.1％が想定されていたが、

実際にも 0.096％であり大きな差がなかっ

た。傷病者のうち重症は 6 人であり、中等

症は 533 人であった。このデータを大阪・

関西万博で活用するには、前述のように人

口に占める高齢者の割合が 2005 年の 20％か

ら 28.9％に増加していることから、高齢者

の来場が増加する場合には高齢者の傷病へ

の対応を強化することが求められる可能性

がある。例えば、高齢者は若年者より熱放
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散能力が低く、深部体温が上昇しやすいと

されることから、熱中症対策を強化するこ

とも考慮しなければならない。熱中症予防

情報サイトによると、熱中症に占める高齢

者の割合は 2008〜2009 年が 40％前後であっ

たのに対して、2018〜2021 年は 48〜58％と

増える傾向にあるとされている。 

 愛・地球博以降に発生した国内外での災

害や事案を振り返ると 

・ 感染症対策の必要性 

・ 自然災害に伴う停電 

・ 地震による埋立地の液状化 

・ 連絡橋の通行制限に伴う島状地域の孤

立化 

・ トンネル火災を原因とする通行制限 

・ 港湾での化学物質を原因とする事故、

汚染 

・ 有害物質を発生させる事案の流行 

・ 自家製爆発物を用いた犯罪 

・ 危険ドラッグなど有害化学物質摂取に

よる市中での多彩な異常行動 

・ 世界各地でのテロの発生と世界に対す

るテロ実行の呼びかけ（リモコン型テ

ロとも呼ばれる） 

・ 政府要人への加害事案でも明らかとな

ったローンオフェンダーやローンウル

フと呼ばれる、組織に属さない個人が

テロ活動を始める事案 

といった事案への医療対応も想定しておく

ことが望まれるのではないかと考えられ

た。感染症対策に関しては、COVID-19 を経

験した現在、何らかの対応がとられること

が予想される。一方、地震や自然災害、火

災、経年変化などは大阪・関西万博の会場

である人工島の土地やアクセス路に潜在的

なリスクを与える可能性があるといえる。

会場である夢洲への連絡橋である夢舞大橋

は世界初の浮体式旋回可動橋である。この

ような設計となった理由として、大阪港の

主要施設への航路は主航路とこの橋のかか

る海を通過する 2 本しかなく、主航路が何

らかの理由（船舶事故等）で通行不能とな

った場合に大型船を通行できるようにする

ために世界で類を見ない規模の浮体式旋回

可動橋として作られた。すなわち、船舶事

故が発生した場合には、大阪・関西万博へ

のアクセス路は海底トンネルのみとなる潜

在的リスクがあるのではないだろうか。 

 世界的には、輸送中や港湾で化学物質の

漏洩や爆発事故の発生が認められる。大

阪・関西万博の会場が港湾として利用され

ているわけではないが、近隣に港湾が存在

するためリスクアセスメントは必要であろ

う。特に大阪・関西万博の会場が爆発や漏

洩現場の風下にあたる場合、屋外部分が多

く、建物の収容人数が限られるため、訪問

者を避難させる方策が必要となる可能性が

ある。場合によっては海上輸送を考慮する

必要があるのではないだろうか。 

 世界的なテロリズムの増加と IED

（Improvised Explosive Device）と呼ばれ

る即席爆発装置を使用した犯罪が国内外で

多数認められるのが現状であり、警察の HP

に記載されている情報からは中学生や高校

生が製造した爆発物事案があることが示さ

れている。ネット等から爆発物製造の方法

を知ることは難しいわけではない。硫化水

素事案や危険ドラッグ事案を振り返っても

法に抵触する行動は流行する可能性があ

る。実際に政府要人を狙った自家製の爆発

物を利用した犯罪は 2022 年、2023 年と短い

間隔で発生している。 

 

Ｅ．結論 

 愛・地球博が開催された 2005 年から現在

に至るまでに、人口構成、在留外国人、訪日

外国人、通信手段、医療情報へのアクセス、

救命士の救護活動は変化していた。愛・地球

博を参考に大阪・関西万博の医療体制が計画

されているが、この変化を加味した医療体制

を構築することが必要と考えられた。また

2005 年以降に国内外で発生した災害や事案
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を振り返り、大阪・関西万博で類似した事案

が発生した場合のマスギャザリングを対象と

した医療提供体制に関してもアセスメントす

る必要があると考えられた。 

 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 
・ Tachino J, Nonomiya Y, Taniuchi S, 

Shintani A, Nakao S, Takegawa R, Hirose 
T, Sakai T, Ohnishi M, Shimazu T, 
Shiozaki T.Association between time-
dependent changes in cerebrovascular 
autoregulation after cardiac arrest and 
outcomes： A prospective cohort study. 
「J Cereb Blood Flow Metab.」 2023 
Nov;43(11)：1942-1950、2023 年 6 月 

・ 大西光雄 ：【トキシドローム真実は

いつもひとつ!!か!?】トキシドローム

の応用 ICT を利用したトキシドローム

の活用「救急医学」47(4)：465-471、

へるす出版、2023 年 4 月 

・ 石田健一郎、寺尾紀昭、飯沼公英、草

深進、山本幸伸、黒田愛実、大西光雄

：【必要性が高まる災害・パンデミッ

ク対応とその見直し】BCP の見直しと

ワークショップを通じた職員の理解の

促進。「病院経営羅針盤」14 巻 234

号 Page19-24、2023 年 6 月 

・ 大西光雄 ：【細菌だけじゃないクリ

ニックで注意すべき食中毒】化学物

質・薬品化学物質の添加・混入による

食中毒。「小児科」、64 巻 12 号

Page1284-1291、金原出版、2023 年 12

月 
 

２．学会発表 
・ 石田健一郎、片山祐介、北村哲久、小

島将裕、廣瀬智也、中尾俊一郎、舘野

丈太郎、木口雄之、清原康介、織田

順、大西光雄 ：高齢者外傷 (1) JTDB
データを用いた高齢者外傷による併存

症と院内死亡の関連。第 37 回日本外

傷学会総会・学術集会、名古屋、2023
年 6 月 1 日 

・ 森寛泰、山口壽美枝、竹本雪子、中村

泉美、勝田充重、小谷聡司、中島伸、

大西光雄 ：どうする? 救急医療体制

におけるタスクシフト・タスクシェア

診療看護師(NP)による Advanced Triage

医師の役割解放に対応し看護の視点を

有する救急医療体制。第 26 回日本臨

床救急医学会総会・学術集会、東京、

2023 年 7 月 28 日 
・ 大西光雄 、上尾光弘、岡垣篤彦：事

例に学ぶ：急変の前の気づき、急変時

対応のノウハウ Rapid Response への気

付き、急変時の正確な記録を意識した

電子カルテの工夫。第 26 回日本臨床

救急医学会総会・学術集会、東京、

2023 年 7 月 28 日 
・ 大西光雄 、 曽我部拓、 石田健一

郎、 吉川吉暁、 下野圭一郎、 小島

将裕、 田中太助、 小川晴香：化学物

質汚染傷病者対応を目的とした強制排

気システムを有する初療空間の構築。

第 45 回 日本中毒学会総会・学術集

会、さいたま、2023 年 7 月 15 日 
・ 上野由貴、井後星哉、平井優実、祝洸

太朗、飯沼公英、小島将裕、曽我部

拓、石田健一郎、大西光雄 、吉野宗

宏：中毒診療における多職種連携を更

に進めるには救急初療で薬物情報提供

を行う中毒担当薬剤師の導入。第 45
回日本中毒学会総会・学術集会、さい

たま、2023 年 7 月 15 日 
・ 海谷 雄一、三木 大輔、大西 光雄 、

島崎 淳也、竹川 良介、中島 清一：
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プレホスピタルにおける負傷者対応能

力向上と医療機器開発を視野に入れた

wet lab trainingb の開発。第 26 回日本

臨床救急医学会総会・学術集会、東

京、2023 年 7 月 29 日 
・ 石田健一郎、吉川吉暁、寺尾紀昭、飯

沼公英、草深進、山本幸伸、黑田愛

美、大西光雄 ：従来型」BCP から

「オールハザード型」BCP への進化の

提言-コロナ禍での BCP の改訂や災害

訓練を経て-。第 77 回国立病院総合医

学会、広島、2023 年 10 月 21 日 
・ 浦井健、大西光雄 、吉川吉暁、大里

幸輝：病院救急救命士の教育体制につ

いて-他機関との連携を通して-。第 77
回国立病院総合医学会、広島、2023
年 10 月 21 日 

・ 石田健一郎、太田裕子、平井亜里砂、

草深進、若井聡智、大西光雄 ：都市

部の地域ヘルスケアシステム(医療・

介護・福祉)を対象とした防災計画へ

の取り組み。第 29 回日本災害医学会

総会学術集会、京都、2024 年 2 月 23
日 

・ 若井聡智 小谷聡司 矢嶋祐一 大西

光雄  我々が実施している事態対処

医療の現状と展望 第 29 回日本災害

医学会総会学術集会 京都 2024 年 2
月 22 日 

・ 布施明 宮内雅人 大西光雄  落合

秀信 南海トラフ地震における外部支

援には限界がある 第 29 回日本災害

医学会総会学術集会 京都 2024 年 2
月 23 日 

・ 大西光雄  ”爆傷など特殊事案を知

る・・・新しい連携、深化した連携で

対応するために” 第 172 回近畿救急

医学研究会救急隊部会 講演 なら

1000 年会館 奈良 2023 年 5 月 26 日 

・ 大西光雄  ”プレホスピタルにおけ

る負傷者対応能力向上に資する動物実

習”講師 神戸医療機器開発センター 

兵庫県神戸市 2023 年 5 月 13 日、9

月 16 日、12 月 16 日、2024 年 2 月 10

日 

・ 大西光雄  事態対処救護コース（試

行） ”止血” 講師 及び 開催責

任者 海上保安大学校 広島 2023

年 12 月 23 日 

・  
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 

 

 
参考資料・文献 

・ 2025 年日本国際博覧会（略称「大阪・

関西万博」）基本計画 公益社団法人

2025 年日本国際博覧会協会 2020 年 12

月 

・ 2005 年日本国際博覧会（愛・地球博）

における救急・災害医療体制について 

日医白クマ通信 No.346 2006 年 3 月 10

日 

・ イラク・レバントのイスラム国

（ISIL）国際テロリズム要覧 公安調

査庁（WEB） 

・ 熱中症はどれくらい起こっているのか 

熱中症環境保健マニュアル 2022 環境

省 p6−8 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書

イベント参加者・関係者のメンタルヘルス対策

研究分担者    高橋 晶（筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学・准教授） 

研究要旨： 

 大規模イベントにおいては、多数傷病者事故、テロその他多くの事象が起こり、それに

よって精神的な問題が出現する。海外の災害精神保健医療対応・体制について、聞き取り

調査や文献調査から知見を得た。世界の災害精神保健医療対応の基本的構造はトラウマテ

ィックストレス対応と中長期支援である事が認識された。急性期～中長期の精神的対応へ

の配慮が必要である。各地域での災害精神保健医療に対応する人材の育成は必要である。 

中長期の地域の復興、もしくは地域の文化を再度、そして新たに創造し、作り直すデザ

インをする力が災害精神保健医療担当者には必要である。地域のレジリエンスを活かし

て、活発に行う事が求められる。過去の災害、海外の災害、テロ、海外の戦争の経験、日

本の戦争の経験、データを解析し、精神的対応を構築していくことが求められている。 

Ａ．研究目的 

1．はじめに 

 日本において、大規模イベント時の公衆

衛生・医療に関するリスクアセスメント及

び対応の標準化が求められている。精神的

な課題についても、同様に影響がある。一

般的な災害においても、急性期の対応から

メンタルヘルスの課題や精神医学保健福祉

の課題があがっている。多数傷病者が出る

テロやイベント時の事故でも、その観客、

参加者、スタッフ、地域住民においても同

様のメンタルヘルスの問題が出現する。 

 昨今、自然災害のみならず、人為災害が

増えている。多数傷病者が出る事件がニュ

ースを騒がせることも少なくない。海外で

はイスラエル、ウクライナを始め、多くの

地域で戦争、紛争が起こっている。日本に

とっても決して対岸の火事ではない。他国

から発射されたミサイルが日本の上空を越

えていく事も少なくない。韓国イテウォン

のハロウィーンでの群衆雪崩が事件として

クローズアップされ、2001 年明石花火大会

歩道橋事故での群衆雪崩が以前日本で起こ

った事が再度注目された。2008 年の秋葉原

通り魔事件では 7 人が死亡、10 人が重軽傷

を負った。日本の首相が銃撃・襲撃される

事があった。2001 年の大阪府池田市の大阪

教育大学附属池田小学校で発生した無差別

殺傷事件では多くの小学生が亡くなった。

地下鉄サリン事件では多くの被害者が出

て、その後遺症に今も苦しんでいる人がい

る。これらの事件、災害の後には精神的な

影響が被害者、被災者、その家族などに起

こる。それだけではなく、社会にも強い影

響を示す。 

 その時のメンタルヘルス保持の体制を考

慮する必要がある。 

Ｂ．研究方法 

 日本の過去の大規模災害の精神保健医療

領域でのリスクマネジメントについての情

報を集積し、また海外の同領域についての

経験を報告書、論文、実際の担当者に聞き

取りを行う。そこから出てきた課題を検討
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し、今後の日本の同領域の体制を想定す

る。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、倫理面での特

段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

1．現時点での体制 

 現時点では地域が限局した事件が起こっ

た場合、精神的な対応は、その地域の精神

科、心療内科、プライマリケアの診療科、

内科などの地域医療体制によって対応され

る事が多い。また各地域の精神保健福祉セ

ンターが対応する事もある。学校で起きた

事件であれば、学校のカウンセラーや外部

委託された精神心理専門職が対応する事が

ある。池田小学校ではその時の小学生が成

長するまでフォローアップ体制が取られて

いた。 

 このような事態を事前に想定して体制整

備を作成しているところは決して多くはな

い。一方、事業継続計画（BCP）として、含

めている施設もあれば、基本的には自然災

害をベースにしたものが多い。日本では、

海外に比較して人為災害の想定が様々ある

ので想定しづらい事もあるとは考える。 

 ただ海外の体制から学習して体制整備を

することは可能である。 

 一方、その精神的支援の継続期間は、行

政の判断や、金銭的な問題で終結せざるを

得ない現状もある。地下鉄サリン事件で

は、地下鉄利用者は、東京都民のみなら

ず、関東各地など広範なところの利用者が

いた。都道府県単位での支援がしにくい点

もあった。このため、NPO がその支援をし

て、現在も継続しているが、寄附などによ

ってまかなわれており、事業継続は行政ベ

ースでないので、安定しにくい。 

 

2．課題  

 前章で述べたように、精神心理的支援

は、広域の自然災害であれば、行政、災害

救助法に基づいた支援などを受けやすい。

一方、人為災害、多数傷病者が出る事件・

事故では安定した支援体制は取りにくい課

題がある。 

 ①サポート体制の母体をどこにするか？ 

 ②資金源は？ 

 ③人的資源は？ 

 ④専門家や対応スタッフの育成はされて

いるのか？ 

 ⑤対象者は？ 

 ⑥対応期限は？ 

このような事が事前に準備されておらず、

場当たり的な対応になりやすい。また、対

応されずに、経過することもある。 

 

3. 海外の対応 

 視察した視点から報告する。 

① イスラエル 

 イスラエルでは、地中海の方面以外は、

敵国であるといわれ、実際に紛争が持続的

に継続しており、テロ、戦争で多くの犠牲

者を出している。この中でメンタルヘルス

の専門家も多く、その対応、啓発をしてい

る。 

 イスラエルのムーリ・ラハド氏（Mooli 

Lahad, PhD）はテル・ハイ大学の心理学教

授であるが、作成した BASIC Ph が日本では

よく知られて研修も行われている。イスラ

エルで市民のストレスケアと予防に取り組

んできた中で生まれた援助モデルが「BASIC 

Ph」である。 

 人は危機に直面した時、様々な対処(コー

ピング)方法を用いており、それ

は,Belief(価値・信念)、Affect(感情・情

動)、Social(社会的)、Imagination(想

像)、Cognition(認知)、Physiology(身体)

の 6 つのチャンネルに分類できる。どの対

処チャンネルが主に用いられるかは危機に

ある人々の置かれた状況や彼らが属する文
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化、あるいは個人の特質や好みによって異

なるとされる。BASIC Ph アプローチとは、

主に用いている対処チャンネルを知り、そ

れに合わせて援助を行うことで、彼らのレ

ジリエンスを引き出す援助モデルである。

支援者支援などに幅広く活用できるとされ

ており、日本で研修が行われている。 

 イスラエルのテルアビブ大学の Rony 

Breger 氏が「Dealing with stressful and 

traumatic situations: Basic 

intervention skills」というプログラムを

作成し、トラウマティックストレスへの対

応教育をしている。戦争が継続的に行われ

ている地域であり、他にも様々な専門家が

存在している。   

 保健省の中に、トラウマ対応の精神保健

の分野がある。教育・啓発も幼児から始ま

り、高齢者まで行われる。動画などの作成

やプログラムが作成されている。また災害

時 戦争時には電話などの相談先がまず立

ち上がり、不安に対して対処をする。 

 PE、CPT、EMDR ソマティックエクスペリエ

ンス、TFT その他多くのトラウマティックス

トレスに対する技法を持つ専門家も多く存

在する。 

 また COVID-19 時もイスラエルの対応はワ

クチン接種を含め、迅速であったが、これ

はテロ、戦争、紛争を国難とすぐに判断

し、国力が低下しないよう、列強から侵略

されないよう、最善の判断をする人材が育

っていて、そのリーダーシップによって迅

速に動いている。 

 日本に比べて小さい国であり、また国防

と、行政が近いこともあり、国民の安全を

守ることに対して、多くの税金が遣われて

いるところも差があると考える。 

 

② 韓国  

 韓国は戦争の影響や事件・事故に対して

の対応がある。徴兵制があるため、トラウ

マティックストレスに対する関心は高い。

精神領域のトラウマセンターも存在してい

る。 

 2024 年 1 月に韓国のナショナルトラウマ

センター（National Center for Disaster 

and Trauma）に見学にいく機会を得た。

MINYOUNG SIM 医師等から、韓国の災害精神

対応について話を聞いた。韓国に K-DPAT と

いう組織はある。日本のように急性期に派

遣されるチームではなく、中長期のトラウ

マティックストレスへの対応ができる専門

家集団である。 

 韓国では個々人のトラウマティックスト

レスへの対応を考えている。そのため韓国

トラウマティックストレス学会（KSTSS）で

は、トラウマティックストレスの専門家が

多く入って介入している。イテウォンのハ

ロウィーン群衆雪崩、セウォル号事件など

で活動している。セウォル号事件が転換期

で、そこで KSTSS が立ち上がり、トラウマ

ティックストレスへの対応が一気に進ん

だ。メンバーは単純に精神科、心理職とい

うだけでなく、トラウマティックストレス

の専門家が多い。また精神保健福祉士、心

理士、精神科医が中心である。持続暴露療

法（PE）、認知処理療法（CPT）、EMDR、ソ

マティックエクスペリエンシング（SE）な

どのトラウマティックストレス対応の技法

を習得している人が存在し、被災者への対

応をしている。自然災害に多く入るという

わけではない。 

 ナショナルトラウマセンターと KSTSS と

の密接な関係があり、相互的な協力体制が

できていて専門家が派遣しやすい環境があ

る。 

 また韓国では精神心理の専門家は、基本的

には、被災の急性期に派遣されるわけではな

い。ある程度状況が落ち着き、各地の保健セ

ンター（精神関連の保健所に当たる地域組織）

からの依頼があってから災害精神バスの派

遣や安全な場所でのカウンセリング、EMDR な

どの精神心理療法を行う。災害精神バスは、
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中にカウンセリングルームや、自律神経の測

定器など、精神心理支援が出来るシステムが

搭載されており、そのバス自体がカウンセリ

ングルームとなり、対応出来るようにセッテ

ィングされている。リラクゼーション、呼吸

法、ヴァーチャルリアリティ（VR）でのトラ

ウマリリースの装置等を積載している。HDR

心拍変動の測定器もある。全国のセンター、

日本で言うメンタル保健所があり、依頼があ

ればこの一台で全国を回る。ニーズがあれば

その場所に長期にとどまる事もある。ナショ

ナルメンタルヘルスセンターが保有してい

る。その後ハイリスク者、投薬が必要な人は

精神科医に繋いでいく。また基本的な対応は、

サイコロジカルファーストエイド（PFA）が中

心的に教育されており、基礎を担っている。 

 

③ フランス 

 フランスには Les cellules d’urgence 

médico-psychologique (CUMP)という精神心

理のシステムがある。医療心理救急室

(CUMP)は、フランスにおいて、壊滅的な事

故、災害、さらには攻撃などの集団的な緊

急事態に精神的に損傷を負った 人を早期に

治療するための特定の医療システムを構成

している。CUMP は SAMU の枠組み内に介入

し、地域保健機関(ARS)の責任下に置かれて

いる。CUMP は部門別に分かれており、全国

的な医療心理緊急ネットワークとして組織

されている。 

 実装として、CUMP は、パリの RER B 線か

らセントポール駅への攻撃を受けて、共和

国大統領ジャック・シラク大統領の指示を

受けて、緊急人道活動担当国務長官ザビエ

ル・エマヌエリが精神科医ルイ・クロック

と協力して創設した。 

・組織と運営 

 CUMP は、SAMU の主導により、CUMP を調

整する精神科医の同意を得て発動される。

これにより、適切な介入システムが設定さ

れる。これには、CUMP チームが SAMU とと

もに災害現場に行くことができる即時介入

が含まれる場合もあれば、延期された介入

が組織される場合もある。ちなみに SAMU は 

Service d‘Aide Médicale Urgente（緊急

医療援助組織のこと）である。 

 目標は、集団災害の際に「精神的に損傷

を受け、極度のストレス状態にあり、ショ

ックを受けた人々」をケアすることであ

る。CUMP は特に、パニックなどによって自

分自身に危険が及ぶ人々を特定し、治療す

る。CUMP は、必要な人々を長期間監視する

ことを目的としたものではない。これらは

その後、彼らの世話をしてくれそうな専門

家に向けられる。CUMP は、国民保護局やフ

ランス赤十字社の社会心理学的救助隊員な

ど、他の救助部隊と緊密に連携している。 

 CUMP はさまざまな地理的レベル (地方か

ら全国まで) で組織されており、さまざま

なレベル間の調整が確保されており、災害

の重要性に応じて十分な数のボランティア

を確実に動員することが可能である。 

（https://sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/securite-sanitaire/article/les-

cellules-d-urgence-medico-

psychologique-cump） 

・CUMP 部門 

 この種の緊急事態のために特別に訓練を

受けた心理ケアの専門家 (精神科医、心理

学者、介護士、精神科の経験を持つ看護師) 

のボランティアで構成されている。部門ご

とにボランティアのリストが作成され、地

域保健局が管理する。勤務先の病院によっ

て提供される公共サービス（公共サービス

の使命を遂行する公立または私立病院）の

ために働く職員である。 

 基本的に、各部門の CUMP は、要求に応

じて動員されるボランティアのみに依存し

ており、常駐のスタッフはいない。ただ

し、特定のリスクが存在する部門では、地

域の CUMP と同じ人員リソースを持つ「強

化 CUMP」を設立することができる。 
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たとえば、アルプ・マリティーム地方で

は、交通量の多い国際空港（フランスでは 

2 つの空港に次いで 3 番目に大きい）の存

在により、以前から(2016 年 7 月 14 日の

攻撃のかなり前から) CUMP が強化されてき

た。（パリ地方）。 

・CUMP 地域 

 各地域には、ARS によって任命された調

整精神科医によって管理される常設の CUMP 

がある。それは地域の首都を収容する部門

に拠点を置いている。つまり、すべての地

方首都には常設の CUMP が設置されており 

常設の CUMP には、精神科医 1 名（調整精

神科医用） + 医療秘書 1 名という専任ス

タッフが割り当てられている。調整精神科

医は、管轄下にある部門のボランティアリ

ストを最新の状態に保ち、これらの部門へ

の介入要請に応じ、当局や部門および地域

の救急サービスと連携してこれらを組織す

る責任を負う。この地域の強化された CUMP 

の場合、独自の調整精神科医がおり、これ

らのタスクが割り当てられる。地域コーデ

ィネーターは、地域の援軍を組織する。 

・ゾーン CUMP  

 防衛安全ゾーンの本部として機能する地

域の調整精神科医も、ゾーンレベルでの 

CUMP の調整をする。その結果、防衛ゾーン

本部を調整する精神科医は必然的に部門、

地域、ゾーンのコーディネーターという 3 

つの役割を持つ。 

・国家コーディネーター 

 国家調整官は保健大臣の命令によって任

命される。地域外の増援が必要な例外的な

事態が発生した場合の調整が確保される。 

たとえば、2016 年 7 月 14 日にニースで

起きた攻撃の後、システムを数週間維持す

る必要があり、定期的な更新を確実にする

ためにかなりの数のスタッフ調整が必要に

なった。 

・他の計画との調整 

 大惨事の状況では、CUMP は通常、災害自

体を管理する緊急計画と並行して実施され

る。ホワイト プラン、ノビ プラン(犠牲者

向け)、特別介入計画、ピラトックス プラ

ン、被害者は CUMP に紹介され、医療トリ

アージ後被害者がこの構造によってケアさ

れ、負傷した被害者は医療チェーンによっ

てケアされる。 

・評価 

 これらの介入は体系的に提供されるた

め、心理学者や精神科医の存在が、望まし

く有用であるかどうかを被害者に尋ねるこ

とができる。これは、2004 年 12 月 26 日

のインド洋地震の危機の間にロワシーで世

話された生存者を対象に実施された論文研

究で行われた。6 か月後に再び面会した生存

者を対象としたこの研究によると、最初の

面談には重大な(15%)または部分的な(59%)

の救済効果があり、97%が注意深く話を聞い

てくれて対応できると判断し、65%が適切な

時間があったと回答した。 

 Didier Cremniter 教授が議長を務める作

業グループによると、中規模の災害は重度

の解離性症状の 20～30% を引き起こすとの

ことであった。2015 年 11 月 13 日の攻撃で

は、70～80% に急性の精神的トラウマ症状

が出現した。攻撃後の 3 週間で 5000 人～

6000 人が治療を受け、1 年後も 600 人が追

跡調査を受け続けた。 

 2015 年 6 月 1 日から 10 月 30 日まで、

2015 年 1 月のテロの影響を測定するため、

IMPACT（攻撃後の外傷性症状の調査と治

療・支援ケアの調査）と呼ばれる疫学調査

を立ち上げている。ケアとサポートのルー

トを保っている。 

 攻撃（テロ）による心理的影響は深刻

で、事件の 20% で精神活性物質 (アルコー

ル、タバコ、大麻) の摂取量が増加し、32% 

の人が仕事を中止し、11% がその後職業活

動に戻れなくなった。20% が心的外傷後障

害（PTSD）、20% がうつ病、30% が不安障
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害に苦しんだ。早期（攻撃後の 1 週間）に

治療を受けた人々は、他の人々に比べて問

題の数が半分ですんだ。 

 2015 年 11 月のテロ攻撃の後、CNRS、

Inserm 、 HeSam 大学によって、2015 年 11 

月 13 日のテロ攻撃によって直接的または

間接的に影響を受けた 1,000 人の人々を 10 

年間追跡する「11 月 13 日」と呼ばれる研

究プログラムが開始された。「11 月 13 

日」プログラムの構成要素の 1 つは、サン

テ・パブリック・フランスがパリ大学と協

力して実施した「ESPA 11 月 13 日」疫学

研究 1 であり、この研究は、直接直面して

いる人々の健康への影響とケア経路を長期

的に調査することを目的としている。 

・他のアプローチ 

 他のヨーロッパ諸国（ベルギー、スペイ

ン）では、被害者への支援は医学的でも心

理的でもなく、地域社会に基づいている。

これは心理社会的サポートの訓練を受けた

ボランティアによって実施される。 

・CUMP の介入例 

-2001 年 

トゥールーズの AZF 工場での災害時の住民

支援。すぐにいくつかのセル（市庁舎、企

業セル、病院内）が設置され、その後 SAMU

の CUMP によって設立された。 

-2004 年 

シャルム・エル・シェイク航空事故の犠牲

者の家族への支援 。 

コートジボワール危機 ：フランスでの介入

（生存者の受け入れ）とコートジボワール

での介入。 

2004 年 12 月 26 日にインド洋で発生した地

震 ：フランス（生存者の受け入れ）、タ

イ、スリランカでの介入。 

-2005 年 

西カリブ航空 708 便の犠牲者の家族への支

援。 

-2006 年 

イスラエル・レバノン紛争中のロワシー・

シャルル・ド・ゴール空港でのレバノンか

らの帰国者の受け入れ。 

-2015 年 

2015 年 11 月 13 日にフランスで起きた襲

撃事件 

まとめると CUMP は欧州テロに対応し、 

大統領がテロへの身体のみならず精神的な

負担に対して、作成を指示している。 

特に都市（テロが起きやすい）で発動出来

るような体制があり、フランス全土をカバ

ーできるようになっている。１ユニットは

精神科医、看護師、心理士から成り立つ。 

 

④ アメリカ 

 災害後の精神的なサポートが必要な場合

の相談システムとして、災害遭難ヘルプラ

イン (DDH) があり、生存者、対応者、その

他自然災害、人為災害に関連する苦痛やそ

の他の精神的健康上の懸念に苦しむ米国内

のすべての人を対象とした、24 時間年中無

休、多言語による危機カウンセリングおよ

び精神的サポートのリソースがある。800-

985-5990 に電話またはテキストメッセージ

を送信して、訓練を受けたメンタルヘルス

専門家に連絡することができる。 

 アメリカ手話 (ASL) ユーザーは、テレビ

電話を通じて 800-985-5990 に電話して、

ASL の訓練を受けた DDH カウンセラーに接

続したり、次の DDH Web サイトから「ASL 

Now」オプションにアクセスしたりすること

もできる（ https://www.samhsa.gov/find-

help/disaster-distress-helpline）  

 薬物乱用・精神保健サービス局 (SAMHSA) 

は、Disaster App があり、災害後の影響に

対処するために利用できるリソースについ

て学ぶことができる。 

・アメリカの災害システムを紹介する。 

ＦＥＭＡ（連邦緊急事態管理局）は大規模

災害発生時の中心的調整機関で、民間防

衛，自然災害，技術災害のすべてを統一的
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にあつかっている。主な任務は、軍への給

水車の手配や赤十字、救世軍などへの避難

所設置依頼などの連絡、調整である。最大

の特徴は、被災者個人に直接、小切手を配

る経済支援活動である。 

 ＮＤＭＳ（国家災害医療システム）は戦

争、原発事故などあらゆる災害を想定した

もので、これを支える実働組織がＤＭＡＴ

（災害医療支援チーム）である。ＤＭＡＴ

は救急処置をするだけだが、現場で手術な

どが必要とされる場合は、移動式緊急手術

病院がＮＤＭＳによって用意される。医療

機関同士の広域的な連携態勢も確立されて

いて、勤務する病院が壊れた場合、医師ら

はどこの病院にいって手伝うかなども決め

られている。精神ニーズがある場合は、専

門家がこれらシステムに追加され、必要が

なくなると終了する。 

DMORT(ﾃﾞｨﾓｰﾄ)とは Disaster Mortuary 

Operational Response Team の略で「災害死

亡者家族支援チーム」。米国では災害時に

派遣されて個人識別、身元確認などを主な

業務としている。日本では災害直後から死

亡者の家族支援を行うことを目的としてい

る組織。 

 米国には DMAT、DMORT はあるが、DPAT は

ない（DPAT は日本のオリジナルである）。

DMAT に精神医療が必要であれば追加され

る。またサポートは連邦政府や、各州など

で行われる。民間レベルの避難所では、メ

ンタルヘルストリアージをして、ハイリス

ク者はつないで対応する。ボランティアベ

ースのメンタルヘルスサポーターも多い。 

アメリカ赤十字もメンタルヘルスの連携が

強固である。 

 

⑤ タイ 

 タイでも災害精神対応がある。 

 Psychological Thailand と名付けら

れ、以下の ABCD に沿った対応がされる。 

Agression 

B (suicidal Behavior) 

Confusion 

Depression 

に対して対応がされる。これらに対して、

それぞれ重症、中等度、軽度、問題なしと 4

つにわけて評価をする。またそれぞれにあ

わせて対処をする。 

 ある意味心理的トリアージ法であり、自

殺企図において、入院や相談、評価を行

う。怒り、混乱、抑うつに対しても、尺度

を利用し、評価が偏らないようにする工夫

をしている。また支援者支援に関しても注

意が払われている。サイコロジカルトリア

ージ、サイコロジカルファーストエイド、

支援者支援が必要と考えられている。 

 

⑥ 海外の対応と日本の対応 

 日本との比較では、日本は自然災害対応

がメインである。新興感染症も入ってきて

いるが、テロなど多数被害者が発生する事

態に対して、実際の各地域の整備体制には

まだ格差があり、十分ではない。 

テロや緊急時などの多数傷病者が出る事

件、事象において、日本では平時から想定

がしにくい点がある。またこれに関する訓

練も決して多くない。イスラエルや米国、

その他、紛争などに関与している国や軍が

ある国では、緊張感を持ってこの点は想定

しており、平時からの訓練を繰り返してい

る。 

 災害精神保健医療対応をする人材の育成

は、海外では軍の内部で主体的に行われて

いる事やトラウマティックストレスの専門

家が平時からの教育体制がそのまま人材育

成になっている事がある。またサイコロジ

カルファーストエイド（PFA）の考え方がベ

ースになっており、この教育普及は、海外

では基本教育事項になっており、一般市

民、それを支援するボランティア、公的支

援者、審理支援者などが教育を受けてい

る。ただ海外でもこれは全ての人にまだ十
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分に広がっていないが、日本に比べると、

広がりは進んでいる印象が強い。また、

DPAT は DMAT がベースになっていて、多くの

被災者への均一、取りこぼしのない対応が

あるように見受けられる。一方、教育体制

は、普段精神科では学習する事の少ない救

急医療、災害医療に関連したハード面、シ

ステム面での教育が多く、個々の疾患群に

対する対応は教育面では少なく、平時から

の精神医療スタッフの力量に依存する。こ

の点も今後教育内容や教育体制を強化して

いく必要があると考える。 

 日本のトラウマティックストレスへの対

応は、格差があり、日本において、トラウ

マティックストレスへの啓発は海外ほど盛

んではない。諸外国で、テロが日常的にあ

る国では、日本のうつ病対策のように、ト

ラウマティックストレスに対して Common 

disease として考えられており、関心も高

く、児童から高齢者まで、啓発・対応が行

われている国もある。 

  

Ｄ．考察 

 諸外国対応の聞き取り、文献による前述

の事項から、日本においても、諸外国の災

害精神保健医療体制から学習すべきことも

多いと考えられる。 

 自然災害において、日本の災害精神の対

応はかなり先進的であると考える。EMIS、

J-SPEED といった電子デバイスを利用した、

情報共有や情報管理のシステムは先進的と

考える。これを人為災害時にも応用出来る

事が望ましい。システムの管理が企業サイ

ドであることもあるので、個人情報の管理

や、システムの柔軟な変更更新に対応出来

るよう今後は公的な日本全体のシステムに

進化していくことが望ましい。そのための

資金獲得やステークホルダー間の意見調整

が必要である。 

 この中に精神的支援の項目もさらに追加

して個人情報の保護の観点で安全な情報共

有と効率的な情報活用が必要である。J-

SPEED においては精神保健医療に関しての項

目が DPAT や関係機関の調整の結果、すでに

含有されており実災害で稼動している。 

 

・望まれる精神保健医療体制 

① 東京オリンピックの経験の活用 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピ

ック開催中の、熱中症、電撃傷を始めとし

た大型スポーツイベント関連の事象の発生

の可能性と対応、また緊急事態時の多数傷

病者が発生した時の対応が協議され、その

実際の対応が為された。2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック開催中の救急災害

医療体制に係る学術連合体（コンソーシア

ム）（AC2020）が、対応者の教育、対応を

行った。この中に、精神医療の中心的な学

会である日本精神神経学会がメンバーとし

て入り、検討を重ねた。以前は、精神科が

このような連合体に入ることはなかったの

で、一つの進化である。この中で、精神的

な面で啓発や学会での教育講演・シンポジ

ウムなどを行った。この経験や連携体制を

今後の緊急事態においても継続して体制が

維持されている。このシステムは今後の有

事の際にも機能すると考えられている。 

② 事件・テロ時の体制 

 事件・テロ時の体制としては、緊急時に

事件の現地での対応というよりは、精神的

な対応の依頼があった時に対応できるシス

テムを構築しておく事が重要である。 

 テロ時に、対応装備が無い状態で対応員

が現地に行って対応するということが危険

な可能性も多く、新しい被害者が出る可能

性もある。海外ではそのような事態におい

て、病院や医療者が攻撃のターゲットにな

ることが見られている。安全の保たれたグ

リーンゾーンに搬送された被害者に対し

て、支援、対応する事がまずは望ましいと

考える。安全性の担保と二次被害を最小限

に抑えることも、体制としては重要であ
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る。感情的にならず、危機管理とバランス

のとれた冷静なシステム稼働が求められ

る。また病院でのバックアップ体制として

の精神科の対応が現実的である。地域リエ

ゾン体制を作ることも望ましい。また被災

者、被害者、その家族、市民、メディアか

ら医療者が怒りを向けられたり、誹謗中傷

を受けることもある。新型コロナウイルス

感染症対応における初期の医療者への強い

感情が向けられ医療者が強く疲弊したこと

が実際に日本各地で起こったが、それに近

い事が起こり得る。その対応のために、支

援者支援という、医療者および関係者のメ

ンタルヘルスを守る対応システムを事前に

各地域で体制整備しておくことが望まし

い。すでに、災害精神の領域で DPAT の教育

や、実際の災害対応においてもこの支援者

支援はかなり重要な対応案件として挙がっ

ており、実際に多くの対応が行われてい

る。これをこのような緊急事態においても

その延長線上で行われる事が望ましい。一

方で課題もあり、災害なのか、国防に関わ

ることなのかなど、災害対策基本法や国民

保護法など法律での解釈や対応の基礎とな

る法律が何にベースとされているかによっ

ても対応が困難になることもあり得る。対

応にかかった費用支弁に関してもこの点の

配慮は大切である。 

災害派遣精神医療チーム（DPAT）はテロ

対策の研修が現在のところ存在しない。一

方、新型コロナウイルス感染症に関して

は、2020 年のダイヤモンド・プリンセス号

派遣、その後の精神科病院などのクラスタ

ー対応の必要性から、DPAT が実派遣されて

いる。DPAT の教育に感染症対応が入ってき

ている。想定外の緊急事態には、公的に対

応出来るチームは限られているので、DPAT

においても想定される事態に十分に備え

て、隊員を危険なリスクから回避させるこ

とも戦略的に配慮し、体制整備、教育体制

整備が望まれる。 

 2022 年知床遊覧船沈没事故は、多くの犠

牲者を出した事故であった。韓国のセウォ

ル号事件でも対応において、様々な批判が

出て、その後の災害精神保健医療対応が変

化したことは前述したとおりである。この

事件においても後日精神面での支援が必要

であったのではないかという報道があり、

議論があった。京都アニメーション放火殺

人事件では７０名の死傷者が出た。地域の

精神保健福祉センターや地域の精神・心理

専門職が対応したが、明確な体制は報道さ

れなかった。規模や事件の種類にもよると

考えられるが、各地域で可能な限り対応は

されているが、今後はある程度調整された

対応が求められてくるであろう。 

 精神・心理対応団体、対応者としては、

その地域の都道府県精神保健福祉センタ

ー、政令指定都市の精神保健福祉センタ

ー、精神科病院、総合病院精神科、精神

科・心療内科クリニック、そのほか精神・

心理系の支援者、ボランティアなどが対応

する。事前に協定がないと、緊急事態にす

ぐに体制整備をすることは難しい。また多

くの団体や個人が支援に名乗りをあげたと

しても、その登録や活動の把握がされない

こともある。多くの支援は、大変有用であ

るが、災害時には、普段とは違い、支援の

質のチェックが緩くなることもあり、傷つ

いた人々がこれ以上傷つかない・傷つけな

いような配慮・調整をされた支援が行われ

るようにする必要がある。 

 精神科救急医療としては、不安障害、適

応障害、急性ストレス障害、心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）、不眠、焦燥などに対

しての対応が必要になる。医学的に説明出

来ない症候群（MUS）への対応も必要であ

る。原因が明確でないが症状が出現する身

体症状症への対応を学習しておく事も重要

である。避難所では統合失調症、認知症、

アルコール関連障害、自殺企図などの対応

も求められる。急性の自傷他害の案件で
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は、措置入院、医療保護入院の必要性やそ

の入院体制も必要である。 

 前述の調査結果からテロ時の教育内容・

体制としては、トラウマティックストレ

ス、急性ストレス障害、PTSD、悲嘆への教

育・啓発が必要である、 

 診療所、大学病院、総合病院精神科、精

神科病院、介護施設、学校、大学などの教

育機関、行政に対しても、災害精神の事前

教育は重要である。 

 3 つの重要な点として、 

1. 大規模イベント等開催機会中に、平時の

救急医療を圧排しないこと（平時の体制

整備を守り、イベント対応によって、平

時の医療体制が損なわれないようにする

こと） 

2. 大規模イベント等に参加・観戦などで集

まってくる大規模の人への医療体制をど

う提供するか？ （比較的身体リスクの

低い緑タグと判断された人、パニック、

不安、易怒的などの精神的な反応をする

人への対応、救急病院に緑タグと判断さ

れた人が集まる事への対応策） 

3. 多数傷病者受け入れ(MCI:Mass Casualty 

Incident)がおきたときになにをする

か？    （テロ、群衆雪崩などにお

いて、急性期、中長期の精神的なサポー

トのプログラムを作成して啓発する）  

 以上を考慮する必要がある。 

 精神的な対応としては、これに呼応して 

1. 平時の精神科医療を圧排しないこと、圧

排させないように事前に調整・準備・想

定・人的物的配備をしておくこと 

2. 痛みや緊急事態において、パニック、不

安になる人が増えて、医療者への過度の

アクセス・妨害が起こる可能性があるの

で、その対応 

3. 多数傷病者対応において、救急医療スタ

ッフを始め、すべての病院職員への負担

が増大し、メンタルヘルスの問題が急増

する。その際に急性期～中長期への支援

者支援の準備と対応。また精神心理スタ

ッフの負担が増えるのでそのラインケア

とセルフケアの準備・体制整備と実働対

応。 

・テロ時等緊急事態での精神的課題 

 パニック、不安、焦燥、抑うつ、自殺問

題、経済的困窮などがおき、集団パニック

にも注意が必要である。マスコミの報道の

影響も受けやすいので、ルーモアコントロ

ールが重要になる。日本全土が抑うつ、怒

り、不安に巻き込まれることがある。   

 COVID-19 パンデミックでの混乱があった

が、その状況に近い事態も想定される。 

 トラウマティックストレスの問題、急性

ストレス反応（ASR）、急性ストレス障害、

心的外傷後ストレス反応（PTSR）、PTSD の

問題が出現する。 

 それに対して、平時からのトラウマ対応

も考慮に入れたトラウマインフォームドケ

ア（TIC） を含めた、災害時のトラウマ、

こころの傷への教育が求められる。 

 また発災後の、教育、啓発、マスコミへ

の対応、協働が必要である。報道に対して

は、事前に啓発の記事や番組を作成する事

もあるが、多くは、何か事件があった後

に、取材、報道が一気に増える。良い点も

多いが、時に不安をあおってしまうことも

ある。反応しすぎずに、現状を冷静に判断

し、集団パニックをあおらないことも重要

である。 

 

Ｅ．結論 

・日本に求められる体制 

 平時からの感染症対策のように、緊急事

態が起こってからでは対応では後手後手に

まわり、対応が遅延するので、緊急事態に

おけるメンタルヘルスを守る事ができるよ

うな、組織体の持続的な維持が必要であ

る。またせっかく育てた人材が、数年の経

過で、他部署に異動になったり、対応経験

のある人材が退職する事が災害対応の現場
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でよく見受けられる。災害精神対応人材

は、各年代ごとに複数人育成すべきであ

り、その経験を次世代に継承する資料のア

ーカイブ化、継承プログラムの作成と、継

承を行う必要がある。過去の災害対応にお

いてもあれほど大きな災害を体験してもそ

の経験者がいなくなり、経験がゼロに近く

なることがよく見受けられる。 

 DPAT は現在、災害の急性期に対して中心

的に対応している。状況によって変化もあ

るとは考える。世界の災害精神対応の基本

的構造はトラウマティックストレス対応と

中長期支援である事が改めて認識された。 

中長期の対応への配慮も必要であると考

える。ただ基本的には中長期の対応は、各

被災地自治体、医療機関が中心的に行う事

は、過去の災害対応でも明らかであるの

で、各地域での災害精神リーダーを含む、

若い人材の育成は必要であり、またそれを

理解する、各地域の管理職の災害精神リー

ダーの育成も必要である。 

 中長期の地域の復興、もしくは地域の文

化を再度、そして新たに創造し、作り直す

デザインをする力が災害精神担当者には必

要である。地域のレジリエンスを活かし

て、活発に行う事が求められる。 

 COVID-19 罹患後精神症状の対応でも難渋

していたが、平時から身体症状症への対応

を学習しておくと良いと考える。また新薬

がすぐにでない場合、安全な補完的治療を

知っておく事も重要でコロナ禍で試され

た。東洋医学、西洋医学両面での教育・学

習、エビデンスのないところでの国民への

事件初期の安全な精神的な心理対応、精神

医学、心身医学アプローチの専門性を持っ

た人材を育成する必要がある。過去の災

害、海外の災害、テロ、海外の戦争の経

験、日本の戦争の経験、データを解析し、

精神的対応を構築していくことが求められ

ている。 
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分担研究報告書

国外における大規模イベントの対応に関する調査

研究分担者 市村 康典（国立国際医療研究センター国際医療協力局 医師）

研究要旨：本研究では、WHO の大規模イベントにおける一般的なオールハザードリスク

評価・計画ツール（AH RA ツール）の日本語版を開発し、これを使用して、国外におけ

る大規模リスクのリスク評価について評価した。分析の結果、AH RA ツールが広範なリ

スク要因に対応できることが確認され、追加的な検討事項を組み込むことで、将来の大規

模イベントの実施において、リスク管理を適切に行うことが期待される。

Ａ．研究目的

WHO による 2020 年 1 月の WHO による

新型コロナウイルス感染症に対しての「国際

的に懸念される公衆衛生上の緊急事態

（PHEIC）」の宣言、3 月の「パンデミック

（世界的な流行）とみなせる」との表明以

降、新型コロナウイルス感染症の流行下での

大規模イベントの実施について、様々な議論

が重ねられてきた。この中で、集会の開催、

変更、延期、または中止に関連する意思決定

プロセスにおいて、リスクの評価、緩和、コ

ミュニケーションに重点を置いたリスク評価

をベースとしたアプローチを取ることを推奨

された。

新型コロナウイルス感染症に対する

PHEIC 宣言は 2023 年 5 月に終了された

が、今後とも、大規模イベントの実施に際し

て、開催前にリスクベースのアプローチを適

用することは、依然として推奨されている。

大規模イベントに関するリスク評価の手法に

ついては新型コロナウイルス感染症の流行以

前からも報告されてきているが、流行で得た

教訓も踏まえることが望ましい。

本研究では、国内における今後の大規模イ

ベント時のリスク評価に資するため、海外で

の大規模イベント対応に関する調査を実施

し、大規模イベントを開催する際のリスク評

価におけて考慮すべき事項を検討した。

Ｂ．研究方法

(1) 大規模イベント実施に関するリスク評価

に資するツール日本語版の開発

昨年度実施した、大規模イベントに関する

調査で得られた文書のうち、「WHO The 
generic all-hazards risk assessment and 
planning tool for mass gathering events」
(2023 年) （以下、AH RA ツール）は、世界

保健機関の戦略的リスク評価ツールキットや

新型コロナウイルス感染症に関する大規模イ

ベントのためのリスク評価ツールから得られ

た教訓に基づき、大規模イベントの主催者等

を支援することを目的として、2023 年 1 月

に公開されたものである。本ツールは、新型

コロナウイルス等の感染症のみではなく、オ

ールハザードを対象としていることから、国

内における今後の大規模イベント時のリスク

評価の際に有用となると考えられた。そのた

め、本ツールの日本語版を開発することとし

た。

(2) 大規模イベント実施に関するリスク評価

における検討事項に関する調査

AH RA ツールに含まれる検討事項につい

て、主となる事項である、リスク（ハザー

ド）の特定と緩和策、リスクコミュニケーシ

ョンに注目して類型化した。

その上で、大規模イベント実施に際しての

リスク評価に関する報告書および指針等につ
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いて、PubMed およびオープンリソースより

情報収集を実施し、この中で、複数のイベン

トにも活用できるツール、枠組みを示したも

のを選択して分析した。上記の類型化した事

項に沿って、AH RA ツールと比較、検討し

た。 
 
（倫理面への配慮） 
公開されているデータをもとに検討を行っ

た。 
 
Ｃ．研究結果 
(1) 大規模イベント実施に関するリスク評価

に資するツール日本語版の開発 
AH RA ツールの日本語版について、国内

での適用を念頭に入れつつ、これまでに出版

された大規模イベント関連文書の用語との整

合性に配慮し、別添の通り開発した。 
 
(2) 大規模イベント実施に関するリスク評価

における検討事項に関する調査 
AH RA ツールで考慮すべき検討事項の中

で、リスク（ハザード）の特定と緩和策につ

いては、各要因（Ⅰ：一般的要因、Ⅱ：会場

要因、Ⅲ：行動要因、Ⅳ：疫学的要因、Ⅴ：

CBRN およびその他のセキュリティハザー

ド、Ⅵ：環境要因）で類型化した。 
さらに、対象とした以下の６文書につい

て、大規模イベントのリスク評価で考慮すべ

き事項についての分析、検討を行った。 
 
① The Global Centre for Mass Gatherings 
Medicine. “Health Risk Assessment 
Framework for Mass Gatherings. Jeddah 
Tool.” 2020 年 

本ツールは大規模イベントのための健康リ

スク評価ツールであり、ハザードの特定、脆

弱性と対応力の評価を通じて、リスクを推定

し管理することを目的としている。このツー

ルは、ハザードの発生可能性を評価し、公衆

衛生の緊急事態への対応を強化するためのデ

ータと分析を提供する。具体的には、感染症

や非感染性疾患等のハザードを識別し、それ

らに対する脆弱性、対応力を評価する。ま

た、健康リスクだけでなく、風評リスクの評

価も行い、リスクレベルを低、中、高、非常

に高のカテゴリーでランク付けする。 
 本ツールはサウジアラビアのグローバルマ

スギャザリング医学センター（GCMGM）

が、特に繰り返し実施される大規模イベント

のリスク評価のために 2016 年に開発し、サ

ウジアラビア国内で実施された新型コロナウ

イルス感染症の流行以前の大規模イベント、

特にハッジでの経験をもとに現在は 2020 年

4 月改訂版を公表している。一方で、サウジ

アラビアでは、MERS-CoV の流行やハッジ

に関連する感染症の流行が経験されているこ

とから、感染症を含めた医療面での評価が詳

細に実施される。 
AH RA ツールと比較すると、リスク要因

を潜在的なハザードとして検討し、それに基

づき脆弱性や対応力についてインパクトを含

めて定量的・体系的に評価する点、医療面に

より注目している点・個別の対応よりは幅広

い要因への対応へと設計されている点が異な

る。 
  
② The Global Centre for Mass Gatherings 
Medicine. “Health Risk Assessment 
Framework for Mass Gatherings.” Salem Tool. 
2020 年 

①と同様に、サウジアラビアの GCMGM
が開発したツールであり、2020 年 3 月、新

型コロナウイルス感染症の流行を受けて本ツ

ールが導入された。集会や公共の場所での健

康リスクを評価し、新型コロナウイルスから

の健康安全を促進するための推奨事項を提供

した。 
公衆衛生リスクをもたらす可能性のある

16 の要因を評価し、それぞれにスコアを割

り当て、MG イベントを低、中、または高リ

スクのイベントとして評価する。これに基づ
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き、イベント立案者には健康リスク評価、大

規模イベントの管理、医療介入までの時間の

短縮など、リスクに対処するための推奨事項

が提案される。 
AH RA ツールと比較し、イベントの具体

的な運営と参加者の動態、および医療へのア

クセスに関する要素が追加されており、イベ

ントの安全性と効率性を直接的に向上させる

ための具体的な計画やリソースの配置に焦点

を当てている。 
 

③ WHO “Health Emergency and Disaster 
Risk Management Fact Sheets. Mass 
Gathering.” 2017 年 

WHO が保健緊急事態および災害リスク管

理（Health EDRM）の重要な保健分野につ

いて、医療従事者や多部門の関係者に対し

て、戦略の中でどのように考慮するかを示し

たファクトシートのうち、大規模イベントに

関するものである。 
本文書では、大規模な集会やイベントにお

ける健康リスクを理解し、適切に対応するた

めの重要な情報を示しており、イベント前の

リスク評価、多機関による緊急対応計画の作

成、適切な医療設備の配置といった多岐にわ

たる準備が強調されている。また、避難計画

や安全対策の策定、環境ハザードの評価とい

った要素が網羅されており、イベントの安全

性と健康を確保するための具体的な事項が示

されている。 
AH RA ツールと比較し、イベントの具体

的な実行と安全対策に焦点が当てられてい

る。緊急事態発生後のメンタルヘルスケアに

ついても含まれている。 
 
資料①から③と、AH RA ツールの比較結果

を表１に示す。 
 
④  WHO Regional Office for the Eastern 
Mediterranean. “Strengthening public health 

readiness for mass gatherings in the Eastern 
Mediterranean Region” 2023 年 

WHO 東地中海地域事務局が策定した、大

規模集会に対する積極的な準備と対応の重要

性を強調する包括的な枠組みである。同地域

でサウジアラビアのハッジ、FIFA ワールド

カップカタール 2022、エキスポ 2020 ドバ

イ、エジプトでの COP27 など大規模イベン

トが開催されたことを踏まえている。大規模

イベントにおける医療システムの準備態勢を

強化し、イベントに関連する公衆衛生上のリ

スクを最小化することを目的としており、リ

スクの認識から段階的な戦略的アプローチま

でをカバーしている。 
AH RA ツールと、感染症やその他ハザー

ドに対するリスク評価、サーベイランス、緊

急時対応などが共通する。一方、本フレーム

ワークでは、大規模イベントに対応するメカ

ニズム、特に公衆衛生システムの構築、国際

保健規則 2005 への対応能力強化、大規模イ

ベントに関する公衆衛生介入に資するための

持続可能な研究と技術基盤の整備という点が

含まれている。 
 
 大規模イベント実施に関する検討事項を網

羅的に含み、大規模イベントのリスク評価に

活用される以下の資料⑤、⑥についても、今

回の対象文書に含めた。 
 
⑤  Australian Institute for Disaster 
Resilience. Australian Disaster Resilience 
Manual 12: Safe and Healthy Mass 
Gatherings. 1999 年 
 オーストラリア災害復興研究所が 1999 年

に発行した、大規模イベントの実施に関する

マニュアルであり、リスク評価と管理を支援

するものである。 
事前計画、群衆管理、公衆衛生、医療サー

ビス、心理的影響など、包括的な計画が含ま

れている。また、計画チェックリストが示さ

れている。 
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AH RA ツールと比較し、国際的な視点や

疫学的評価の不足は認められるが、開催者が

多角的なリスク評価の際に参考となる、各分

野での詳細で具体的な項目が記載されている

（例：公衆衛生ではトイレ・水・食品衛生、

医療サービスでは準備すべき医療レベルの検

討、人員・機材等の配置）。 
 
⑥ WHO. Public health for mass gatherings: 
key considerations. 2015 年 

世界中の過去の大規模イベントから得た教

訓に基づいてまとめられた文書であり、大規

模イベントのリスク評価の参考資料として広

く用いられている。 
計画、指揮統制、通信、医療サービス、サ

ーベイランス、緊急時対応、感染管理など、

大規模イベントで考慮すべき事項について領

域ごとに示されている。 
AH RA ツールとカバーする領域は同様で

あるが、組織体制、多機関連携、心理社会的

影響がより具体的に記載されている。 
 
国内における今後の大規模イベント時のリ

スク評価に資するため、資料①～⑥のうち、

AH RA ツールには含まれていないが大規模

イベントの実施に際して考慮すべき事項とし

て特定された項目を、チェックリスト形式で

表２にまとめた。 
 
Ｄ．考察 

AH RA ツールの内容の検討のため、大規模

イベントにおいてこれまでに提案された考慮

事項が網羅的に含まれている資料⑤および⑥

と AH RA ツールを比較すると、主要な領域

について AH RA ツールがこれらの資料の要

点を取り込んでいることが確認された。さら

に、資料⑤および⑥の 100 ページを超える分

量を勘案すると、AH RA ツールは包括的かつ

簡便と評価される。 
また、近年発行された資料①から③と AH 

RA ツールの比較結果である表１から、それ

ぞれの資料が異なる焦点を持ち、カバーする

領域にも違いがあることがわかる。この中で

も AH RA ツールは、多角的な領域を含んで

おり、有用と考えられる。 
一方で、表２で示された項目は AH RA ツ

ールには含まれていない。大規模イベントの

実施に際して、AH RA ツールとともにこれら

の項目を行うことで、改善されたリスク評価

が期待される。 
 
これらの海外におけるリスク評価時の検討

事項をもとに、国内における今後の大規模イ

ベント時に実行する際の課題を検討した。 
課題として、正確で最新の情報の必要性が

挙げられる。参加者の出身地や健康状態、行

動特性など、多様なデータを収集し分析する

には、広範なリソースと精密な計画が必要で

ある。さらに、疫学的要因、行動要因、環境

要素といった異なるリスク要因を同時に管理

することは、複雑であり、これらが互いに影

響し合うことでリスクの動態が変化する可能

性があるため、柔軟かつ迅速な対応が求めら

れる。 
また、ハザード軽減策の実施には、適切な

リソースの確保が課題となる。人的、物的、

財政的なリソースが大量に必要となるため、

特にリソースが限られる小規模な自治体では、

資源の確保と適切な配分が課題となりうる。

また、有効な軽減策を継続的に実施するため

には、イベントの全期間を通じて一貫した運

用が求められるが、長期間にわたる管理では

継続されない懸念が生じる。 
リスクコミュニケーションでは、マスギャ

ザリングに関するリスク情報を関係者に適時

に提供することが重要である。迅速な意思決

定には正確な情報が不可欠であるが、情報の

過多や誤情報の流布が問題となることもあり、

正確さと迅速さを両立させることが難しい。

また、多くのステークホルダーが関与するた

め、異なる視点や要求を調整することが大き
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な課題である。効果的なコミュニケーション

戦略が必要である。 
これらに対処するためには、事前のリスク

評価、計画の策定、リソースの配分、そして

関係者間の連携が欠かせない。AH RA ツール、

および追加的検討事項をもとに準備と対応を

進めることが有用だと考えられる。 
 
Ｅ．結論 
 大規模イベント実施の際に必要とされるリ

スク評価について、海外の事例を検討した。

AH RA ツールを日本語版に翻訳し、国外の

リスク評価ツールとの比較分析を通じて、リ

スクの特定、緩和策、コミュニケーション戦

略の効果的な整合性を調査した。その結果、

AH RA ツールが包括的でありながらも、追

加的な検討事項を組み込むことで更に効果的

なリスク管理が可能となることが考えられ

た。今後の大規模イベントにおけるリスク評

価の枠組みとして、これらの活用が期待され

る。 
 

Ｆ．研究発表  

１．論文発表 

 特になし 

２．学会発表 

 特になし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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表１：AH RA ツールと資料①から③の比較 

AH RA ツール*1検討事項の類型 
Jeddah tool*2との比較 Salem tool*3の比較 H-EDRM fact sheet*4との比較 

共通点*5 追加点*6 共通点*5 追加点*6 共通点*5 追加点*6 

一般的要因 

  参加者属性 〇   
〇   －   

  イベント情報 －   
〇 イベント歴の確認 〇 詳細な情報（種別、場所等） 

  参加者・イベントへの制限 －   
－   －   

  多機関連携・情報収集 〇   
〇   〇   

会場要因 

  会場アクセス（会場間を含む） －   
－   

〇   

  会場の種別 －   
〇   

〇   

  参加条件 －   －   
－   

  宿泊 －   －   
－   

  会場設計・安全基準 －   －   
〇   

  会場内環境管理 －   －   
－   

  会場内食品・水の管理 －   〇   
〇   

行動要因 

  社会行動 －   －   
－   

  リスク行動 －   〇   
〇   

  予防と対策 －   －   
〇   

疫学要因 

  感染症リスク評価 〇 優先度・脆弱性の評価 －   
〇   

  感染症以外の健康リスク評価 〇 優先度・脆弱性の評価 －   
－   

  健康管理・スクリーニング、感染管理 〇   〇 
  

〇 参加者への健康アドバイス、疾病

サーベイランス強化 

  ワクチンと検査 〇   －   
－   
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  医療対応能力 〇   〇 会場外医療施設へのアク

セス、詳細な医療対応 〇 詳細な会場内外医療サービスの

提供と準備 

  混雑対応    〇   
〇   

CBRN およびその他のセキュリティハザード 

  セキュリティリスク評価 〇 優先度・脆弱性の評価 －   
〇   

  セキュリティ関係機関との連携 〇   －   
〇   

  非常時医療対応 〇 詳細な指標 －   
〇 詳細な大規模災害対応 

  CBRN・セキュリティ事象発生時の対

応 －   － 
  

〇   

環境要因 

  気象リスク評価 〇 優先度・脆弱性の評価 －   
〇   

  気象非常時対応 －   －   
〇 情報発信 

  衛生と廃棄物管理 －   －   
〇   

リスクコミュニケーション 

  リスクコミュニケーション戦略の構

築 〇 風評リスクの評価 － 
  

－ 
  

  誤情報の管理 －   
－   

－   

  意思決定の透明性 －   
－   

－   

  多機関連携 －   
－   

－   

  柔軟性と継続的な評価 －   
－   

－   

その他の事項 
  

       緊急事態発生後のメンタルヘル

スケア 
*1: The Global Centre for Mass Gatherings Medicine. “Health Risk Assessment Framework for Mass Gatherings. Jeddah Tool.” 2020 年 
*2: The Global Centre for Mass Gatherings Medicine. “Health Risk Assessment Framework for Mass Gatherings.” Salem Tool. 2020 年 
*3: WHO “Health Emergency and Disaster Risk Management Fact Sheets. Mass Gathering.” 2017 年 
*4: AH RA ツールとの比較では、AH RA ツールの類型に該当する項目が明記されている場合は共通点を「〇」とし、該当する項目が明記され

ていない場合は共通点を「－」とした。 
*5: 追加点は、各類型において AH RA ツールの項目と比較し、AH RA ツールに含まれていないが当該文書で含むものの概要を示した。 
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表２ AH RA ツールに追加して検討される事項 
 
一般的要因 

• イベントの種類、期間、場所を特定する。 
• イベントの時刻、曜日、季節を考慮する。 
• フライヤーや地元メディアを通じてイベント参加者に情報を明確かつ簡潔に伝える。 
• 公衆衛生緊急対応センター（PHEOC）チームに対して、緊急時の役割と責任に関する包括的

な訓練を実施する。 
• PHEOC と国内の他の緊急対応センター（EOC）との間で、有事の際の連携と情報共有のメ

カニズムを確立する。 
会場要因 

• 会場での入退場ポイントを明確に特定する。 
疫学的要因 

• 感染症に関しては致死率、重症化率、感染経路、ワクチンの有効性、効果的な治療の有無の

程度を評価する。 
• 非感染性疾患には罹患率、死亡率、合併症/永続的障害の程度、人口におけるリスク因子の有

病率、リスク因子のタイプ（修正可能かどうか、修正可能な場合には短期か長期か）を考慮

する。 
• 大規模集会中の公衆衛生脅威の早期発見と対応強化のための監視ガイドラインと標準作業手

順（SOP）を開発する。 
緊急時に向けた訓練と対応 

• 緊急車両の会場アクセスを確保する。 
• 現場の救護所や医療施設の数と場所を計画する。 
• 訓練された人員を迅速かつタイムリーに必要な場所に配置する。 
• 救急車の救急医療技術者、緊急医師、看護師、救急ボランティア、安全／保安員などの人材

計画を行う。 
• 地元病院との連携による追加医療支援を計画する。 

環境要因 
• 大規模集会会場およびその周辺地域での屋内および屋外の空気品質の監視システムを確立

し、環境リスクの評価を強化する。 
• 天候や他のハザードの継続的な監視、および参加者や主催者に危険を警告するための早期警

告システムの設置。 
その他 

• 大規模集会をサポートするためのデジタルアプリケーションやその他の技術的ツールの開発

と更新を行う。 
• 大規模集会に関する公衆衛生介入の効果を評価するための研究アジェンダを開発し、そのた

めの資金調達と資源配分を行う。 
• 大規模集会と公衆衛生の課題に関する研究を進めるために、大学や研究機関との協力関係を

強化し、共同研究プロジェクトを推進する。 
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本著作物は、クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 継承 3.0 IGO ライセンス（CC BY-NC-SA 3.0 
IGO; https://creativecom mons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo）の条件下で使用可能である。 
これはオリジナルの文書「The generic all-hazards risk assessment tool for mass gathering events. WHO 
Reference Number: WHO/2023-Generic/Mass_gatherings_All_Hazards_RAtool/2023.1.」の日本語訳であ
る。この翻訳は、世界保健機関（WHO）によって作成されたものではない。WHOは、この翻訳の内容や
正確性について責任を負わない。オリジナルの英語版が、拘束力のある正式版となる。 
※オリジナルの文書は Microsoft Excel のブックファイル形式で出版されている。この翻訳版では、
Microsoft Word のドキュメントファイル形式に置き換えた。 
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手引き（Instructions） 

 
概要：  

大規模イベントのための包括的オールハザードを対象としたリスクアセスメントおよび計画ツール
（以下、「オールハザードMG RAツール」）は、そのイベントに影響を与えうるすべての危険事象（＊
訳注 オールハザード事象）を特定および軽減したいと考える加盟国およびイベント主催者を支援し、
イベント計画の基盤を提供することを目的とする。 
本ツールは、世界保健機関（WHO）の「リスクアセスメントのための戦略的ツール（STAR）」の原

則と、「大規模イベントにおける COVID-19の WHOリスクアセスメントツール」から得られた知見を
参考に作成されたものである。オールハザード MG RAツールの目的は、イベントに関連するハザード
を特定し、全体のリスクレベルを評価し、定量化することである。リスク軽減の可能性がある予防措置
を確認し、考慮することで、イベントをより安全なものにする。  
本ツールは、優先順位の高いリスクを特定し分類するための体系的エビデンスに基づくアプローチ、

特定のハザードを軽減するための国の準備と対応力のレベルの説明、マスギャザリングに先立つ準備
と対応計画を知らせるための包括的かつ戦略的リスク評価の実施に関する指針、および健康への潜在
的悪影響を特定し、対応するホスト国の能力の推定評価などを提供するものである。 

 
詳細： 

本ツールには、以下のタブ（＊訳注 項目）が含まれている：1. プロセス概要; 2. 一般情報; 3. 大規
模イベントの説明; 4. リスクアセスメントプロセス; 5. ハザードの特定; 6. 可能性の評価; 7. リスクス
コア; 8. 影響の決定; 9. 予防措置; 10. リスクコミュニケーション; 11. レビュアー承認 
イベントの詳細を入力し、緩和策に対応することにより、公衆衛生当局およびイベント主催者は、注

意すべき優先ハザード領域のリスト、総合的なリスクスコア、およびイベントの準備計画に組み込むべ
き緩和策の提案が得られる。GOARN カウント能力、または関連する IHR 加盟国の自己評価年次報告
（SPAR）指標スコアの詳細を入力することで、イベント主催者は、すべてのハザード事象に対応する
国の保健システム能力を認識できる。  
「プロセス概要」タブでは、ツールの目的、原則、手順、方法について簡単に説明している。イベン

ト主催者は、「一般情報」タブでツールとの対話を開始する。このタブの主な目的は、どのイベントで
本ツールを利用したかを WHO が記録を保持することである。それぞれのセクションには、大規模イ
ベント名、開催国、地域、リスクアセスメントの実施日、アセスメントチームが含まれる。 
「大規模イベントの計画」タブでは、イベント主催者が、計画されている大規模イベントの主要な特

徴に関する質問に回答する必要がある。具体的には、主にイベントの基本的な枠組みと、参加者・観客
層の構成について質問する。このタブと次の「ハザードの特定」タブの質問に対する回答は、加重スコ
アを持ち、スコアが高いほど、イベントのリスクが高いことを意味する。さらに、このタブの質問は、
今後のタブの質問を絞り込むことで、イベント主催者がツール全体で回答する質問数を減らすことが
できる。 
「リスクプロセスのアセスメント」タブでは、イベント主催者向けに、本ツールのカリキュラムプロ
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セスの概要が提供される。イベント主催者は、リスクスコアを下げるための緩和策を実施する際に、本
ツールを何度も活用することを想定している。   
イベント主催者は次に、「ハザードの特定」ツールに移動する。対応が必要になる可能性が最も高い

ハザード、または大規模イベントで健康上の悪影響を及ぼす可能性が最も高いハザードに関する質問
に回答する。ハザードの種類、健康への影響、規模、曝露量などが考慮される。一連の質問の最後に、
イベント主催者は潜在的なハザードの優先リストを確認する。カテゴリーには以下が含まれる：疫学的
懸念（性感染症（STI）を除く、人から人への感染拡大による感染症のアウトブレイク）、疫学的懸念
（STI）、疫学的懸念（媒介生物による疾病）、非感染症の健康上の脅威（非感染性疾患、物質の過剰摂
取、怪我、踏みつけ）、環境上の懸念（凍傷、オーバーヒーティング、空気の汚れ）、CBRN 脅威、食品
安全および/または清潔な水に関する懸念。 
「発生可能性のアセスメント」タブで緩和策の項目で「はい」と答えた場合、イベント主催者は、前

のタブからのリスクを「低減する」ことが可能。緩和策は、以下のカテゴリーに分類される：一般要因、
会場要因、行動要因、疫学要因、CBRNとその他のセキュリティハザード、および環境要因。   
前のタブの入力に基づき、イベント主催者はリスクスコアが表示され、リスクマトリックス（軸は影

響と発生可能性）に書き出される。リスクスコアは、「非常に低い」から「非常に高い」まで設定され
ている。イベント主催者には、「影響度の決定」タブ内のリスクスコアに加えて、開催国の保健システ
ム能力を評価する手助けとなる SPAR スコアも提供される。脅威が発生した場合、または SPAR スコ
アが 2 年以上前のものである場合、イベント主催者は、追加質問に回答することで、対応能力の推定
値を得られる。 
「予防措置」タブでは、イベント主催者がランク付けされたハザードエリアに基づき、自動的に入力

された WHOの予防措置が表示される。続いて、「リスクコミュニケーション」タブでは、イベント主
催者を対象に、大規模イベントの開催前または開催中における様々なポリシー決定や変更のメッセー
ジに関する検討を含む、包括的なコミュニケーションプランの構築を支援する。最後に、「レビュアー
承認」タブでは、イベント主催者はすべての情報を 1 ページにまとめ、印刷してイベントを主催する
他のメンバーと共有できる。  
オールハザード大規模イベントのリスクアセスメント演習は、すべてのリスク情報を⼀箇所にまと

めて最終的に完了できる。これは必要に応じて更新することができ、印刷し、リスク評価チームの他の
メンバーと共有できる。 
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プロセス概要（Overview of Process） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模イベントオールハザード 

リスクアセスメントツール 

ステップ 1. 

大規模イベントの計画 

ステップ 2. 
計画した大規模イベントの 
リスクアセスメント 

 

ステップ 3. 

予防措置の特定とリスクの軽減 

ステップ 4. 
大規模イベントの計画の実施及び周
知 

ステップ 5. 
イベントの開催期間を通したリスク
アセスメントのプロセスの反復 

 

ステップ 6. 

評価および継承活動 
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大規模イベントのための包括的なオールハザードを対象としたリスクアセスメントおよび計画ツール
（以下、「オールハザード MG RA ツール」）に明示されているリスクベースのアプローチは、WHO（世
界保健機関）のリスクアセスメントのための戦略的ツール（STAR）の原則および大規模イベントにおけ
る COVID-19の WHOリスクアセスメントツールで特定した方法に基づいている。      

 
目的：大規模イベントの開催に関わる優先的なリスクを特定し、地域社会または国における大規模イベ
ントのリスクレベルを評価すること。リスクを軽減するための緩和策を特定・実施し、大規模イベントの
ための準備計画を策定すること。  

 
ツールの原則：本ツールの開発は、以下の原則に基づいてまとめられている：   
オールハザード・アプローチ：健康危機管理の方針、戦略および関連プログラムは、共通の能力に基づ
いて共通の問題に対処し、リスク特有の能力で補完するように設計されるべきである。 
社会全体アプローチ：保健分野およびその他のセクターにおける関連する利害関係者の参加と調整を
認識し、推進すること。これらの主要な利害関係者は情報が豊富であり、効果的なリスクアセスメント
に貢献する。  
保健システムアプローチ：特定国の保健システムのすべてのレベル（一次、二次、三次レベル）でのあ
らゆるハザードからのリスクを捉え、地域、自治体、都市、その他の地方及び国レベルでのリスクも考
慮する。  
リスク情報に基づくエビデンスの収集：研究、アセスメント、サーベイランス、過去の緊急事態のアセ
スメント、国際保健規則（IHR 2005）のモニタリング（IHR加盟国の自己評価年次報告ツール（SPAR）
を含む）、気象プロファイル概要、その他の関連データから得られる、その国で利用可能な一次または
二次データを使用する。  
透明性の確保：政府当局やパートナーを含むすべてのステークホルダーの合意を得て、信頼を築き、調
査結果の受容性を高め、リスクアセスメントの行動や推奨事項の実施へのコミットメントを促し、大規
模イベントの参加者や一般市民に対して推奨事項を適時に伝える。 

 
上述の原則に基づき、「MG RA ツール」は、対応するモジュールを通じた多段階のリスクアセスメント
プロセスを通じて、大規模イベントの計画者と利害関係者をサポートするものである:   
ステップ 1：計画する大規模イベントの内容を記述し、実施する上でのハザードとリスク領域を特定す
る 
ステップ 2：大規模イベントのリスクを評価する（2A. ハザードを特定する；2B. 発生可能性を評価す
る；2C. リスクスコアを算出する；2D. 影響度を決定する） 
ステップ 3：リスクを軽減するために実施すべき予防措置を特定する     
ステップ 4：大規模イベントの計画の実施および周知する 
ステップ 5：リスクアセスメントを定期的に繰り返し、大規模イベント計画を確定させる 
ステップ 6：イベント終了後の分析と継承活動を実施する 
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方法論： 
各モジュール内で、ユーザーは自分の知識を最大限に生かして、問題となっているイベントに関連する
質問に回答することを求められる。このプロセスは、既存のデータ、専門知識、多部門の調整メカニズ
ムを活用し、関連するハザードを特定し、その発生の可能性を確認し、当該大規模イベントへの潜在的
な影響を推定し、反復することを意図している。大規模イベントの企画者は、自然発生的、人為的、偶
発的、および／または意図的なハザードに関連するリスクを評価するための総合的かつ包括的なアプ
ローチを確保するために、当該イベントの開催前、開催中、開催後に「MG RAツール」を用いること
が奨励される。   

 
  

89



1. 大規模イベントの計画（Describe Your Mass Gathering） 

 
ステップ 1. 大規模イベントの計画         
計画している大規模イベントの特徴はどのようなものであるか？  

手順：以下の項目について、それぞれ簡潔に回答を入力する。 

 

1. 大規模イベント名    

2. 開催国   

3. WHO地域    

4. リスクアセスメント実施日   

5. 大規模イベントの内容   

6. アセスメントチームのメンバーと
それぞれの役割（例：リーダーなど） 
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2. リスクプロセスのアセスメント（2. Assessing the Risk Process） 
 
ステップ 2. 計画した大規模イベントのリスクアセスメント：プロセス 
*世界保健機関（WHO）のリスクアセスメントのための戦略的ツール（STAR）より引用・改変 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画した大規模イベントで、対応が必要になる可能性が最も高いハ
ザード、または健康への悪影響の原因となる可能性が最も高いハザ
ードは何か？ 
ハザードの種類、健康への影響、規模、曝露量等を考慮する： 

• 疫学上の懸念（性感染症（STI）を除く、人から人への伝播によ
る感染症の流行） 

• 疫学上の懸念（STI） 
• 疫学上の懸念（媒介生物による疾病） 
• 感染症以外の健康上の脅威（非感染性疾患、物質の過剰摂取、怪

我、踏みつけ） 
• 環境上の懸念（凍傷、オーバーヒーティング、空気の汚れ） 
  
   

2A. ハザードの特定 

2B. 発生可能性の評価 

ステップ 2A で特定されたハザードが、大規模
イベントの開催中に発生した場合、健康への悪
影響を軽減するために協調的な対応を必要とす
る可能性はどの程度あるか？ 
考慮すべき点は、ハザードの発生頻度、季節性、発生
可能性などである。アウトプットには、ハザードの可

  

2D. 影響度の決定 

大規模イベントの開催中にハザードが発生した
場合、どのような影響が想定されるか？そのよ
うなハザードに対応し、さらなる対処能力を緩
和するための開催国の能力はどの程度か？   
考慮すべき点は、発生するハザードの深刻度、人口の
脆弱性、現地の対処能力などを考慮する。出力には、
以下の分析を通じて、開催都市/国の準備と保健対応
能力のレベルを測定することが含まれる：  
• 事後総括・検証 (AAR) 
• 事案中総括・検証（IAR） 
• 合同外部評価（JEE）  
• ヘルスセキュリティのための国家行動計画

  
 

  
   

2C. リスクスコアの作成 

ステップ 2A とステップ 2B の質問と記述を組
み合わせて、特定されたハザードとその発生可
能性に応じて、大規模イベントのリスクスコア
を決定する。  
リスクスコアは、特定されたハザードとその発
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2A. ハザードの特定（Identifying Hazard） 

 
ステップ 2A: ハザードの特定     
計画した大規模イベントで、対応が必要になる可能性が最も高いハザード、または健康への悪影響を
与える可能性が最も高いハザードは何か？  
ハザードの種類、健康への影響、規模、曝露量等を考慮する。 

手順：各質問に対して、回答はドロップダウンメニューから選択する。提供された情報に基づき、計画
した大規模イベントで懸念される主なハザードをリストアップし、シートの下部で計算される。次の
「ステップ 2B：発生可能性を評価する」に進む前に、すべての質問に回答しなくてはならない。 

 

カテゴリー 質問 回答 ウェイト 

一般要因 

大規模イベントの参加者は、主に地域の参加者（例：イ
ベント開催地の市町村の住民）、国内の参加者（例：イベ
ント開催国の住民（市町村を除く））、または海外からの
参加者（例：開催国以外の管轄区域の住民）で、構成され
るか？ 

地域の参加者 (0) 
国内の参加者 (1) 
海外の参加者 (2) 
上記すべて (2) 
分からない (1) 

5 

大規模イベントには、観客が含まれるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

4 

大規模イベントには、海外の観客も含まれるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

4 

大規模イベントには、脆弱な、あるいは「高リスク」な参
加者または観客（スタッフやその他の関係者を含む）が
含まれるか？（重篤な疾患や健康上の合併症の危険因子、
例えば 60歳以上の高齢者や合併症のある人、障害を持つ
グループなど） 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

大規模イベントに、脆弱な、あるいは「高リスク」な参加
者や観客（スタッフやその他の関係者を含む）が含まれ
る場合、イベントに参加する割合はどの程度になると想
定されるか？ (イベントに脆弱な、あるいは「高リスク」
な参加者や観客が含まれない場合は、「該当なし」を選択
する） 

25％未満 (0.5) 
25％以上 50％未満 (1) 

51％以上 75％未満 
(1.5) 

75 以上 (2) 
情報入手不可 (2) 
該当なし (0) 

3 

参加者はイベント中、長時間立っている、座っている、
または移動しているか？ 

ほとんど立っている (1) 
ほとんど座っている 

(0.5) 
移動が多い (2) 
分からない (2) 

3 
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大規模イベントの開催期間はどのくらいか？（可能な限
り正確な回答を選択する） 

1 時間未満 (0) 
1 時間以上 3 時間未満 

(1) 
3 時間以上 24 時間未満 

(1.5) 
1 日以上 7 日未満 (2) 
7 日以上 30 日未満 (2) 

31 日以上 (2.5) 

3 

会場要因 

参加者のイベント会場までの移動手段は何か？ 

公共交通機関（例：地
下鉄、バスなど） (2) 
自家輸送（自家用車、
ライドシェア、タクシ
ー、飛行機など） (1) 
イベント主催者が提供
する交通手段（シャト
ルバスなど） (0) 

その他 (1) 
上記の組み合わせ (1.5) 

2 

イベントは屋内、屋外、またはバーチャルな要素を含む
ハイブリッドな方法で開催されるか？ 

屋内 (2) 
屋外 (1) 

屋内外 (1.5) 
ハイブリッド形式 (2) 

分からない (2) 

5 

イベントに参加するための条件（登録、チケット購入、
招待など）はあるか？ 

はい (1) 
いいえ (0) 

分からない (0) 
1 

国内外の参加者は、イベント開催中に現地またはその他
での宿泊施設を必要とするか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (1) 

1 

イベント主催者が計画に組み込まなければならない、複
数の会場はあるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (1) 

3 

参加者は会場間をどのように移動するか？ 

イベント提供の交通手
段 (1) 

交通機関の手配なし (2)   
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

2 

会場の収容人数はどの程度か？(会場の収容人数に対す
る割合を選択してください） 

25％未満 (0.5) 
25％以上 50％未満 (1) 

51％以上 75％未満 
(1.5) 

75 以上 (2) 
割合は不明 (2) 
該当なし (0) 

4 

行動要因 

イベント参加者や外部の観客が、大規模イベントの会場
の外で非公式に集まることが予想されるか（例：バー、
レストラン、宗教施設など）？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

5 

参加者は、イベントの前、中、後に、公式のイベントクラ はい (2) 
いいえ (0) 

3 
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ブやエリアに集まるか？ 該当なし (0) 
情報入手不可 (2) 

参加者がレクリエーション用や違法薬物使用（注射薬を
含む）、アルコール摂取、身体的暴力・自傷行為に及ぶこ
とが予想されるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

4 

参加者が避妊を行わない性行為に及ぶことが予想される
か？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

4 

参加者が断食やその他の食事制限を行うことが予想され
るか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

参加者が、イベント会場や大規模イベントに関連して、
歌ったり、応援したり、合唱したり、その他の形態の集
団的な発声を行うことが予想されるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

開催国は、違法薬物の使用、性労働者の利用、または過
度の飲酒が多いことを報告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

疫学的要因 

開催国は、計画している大規模イベントの性質上、流行
の危険性がある感染症・風土病を報告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

5 

過去の大規模イベントにおいて、開催国は、ワクチン予
防可能疾患、下痢症、媒介性疾患、性感染症（STI）、呼
吸器疾患の負荷が高かったことを報告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

10 

過去 1 年間に、開催都市でワクチン予防可能疾患、下痢
症、媒介性疾患、性感染症（STI）、呼吸器疾患の負荷が
高かったことが報告されているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

10 

参加者や観客の自国において、大規模イベントが原因で
世界中に拡散するリスクがある感染症は懸念されるか？
（海外からの参加が見込まれない場合は、該当なしを選
択する） 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

5 

開催国のインフルエンザ流行時期に開催されるか？（温
暖な地域では、インフルエンザは主に冬に流行するが、
熱帯地方では一年中流行する可能性がある） 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
4 

開催国は、抗菌薬耐性の高い負荷を報告しているか？ 
はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
3 

開催国は過去 1 年間にウイルス性出血熱（例：エボラウ
イルス病、マールブルグ病、クリミア・コンゴ病）の症例
を報告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
2 
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開催国は、慢性疾患（例：がん、心血管疾患、糖尿病、慢
性腎臓病、慢性呼吸器疾患、肥満、栄養失調）の罹患率が
高いことを報告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
3 

開催国は、交通事故による傷害の発生率が高いと報告し
ているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
2 

CBRNおよ
びその他のセ
キュリティハ

ザード 

開催国は、過去 1 年間に原因不明の感染症のアウトブレ
イクや意図的な感染症のアウトブレイクを経験したか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

大規模イベントは、意図的な CBRN事象の脅威が懸念さ
れる注目度の高い／視認性の高いイベントと見なされる
か？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

5 

大規模イベントで意図的なCBRN事象が発生する中程度
以上または重大なリスクが報告されているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

5 

参加者のグループ間で、政治的、宗教的、性別、LGBTQ+、
スポーツの対立、またはその他の緊張が予想されるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (0) 

情報入手不可 (2) 

3 

開催国では現在、国家主導の武力紛争（戦争、虐殺など）、
非国家主体に関連した暴力的紛争（テロ行為、暴動など）、
ストライキ、抗議活動が発生しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
3 

環境要因 

開催国の屋外の大気汚染レベルが高いと報告している
か？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
2 

参加者は、会場内で調理される食品や飲料を口にする
か？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
3 

開催国は、過去 1 年間に水を媒介とする疾病の発生を報
告しているか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
5 

参加者は、イベントの開催期間中、猛暑、極寒、雨、雪、
嵐などの厳しい気象条件にさらされる可能性はあるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
5 

参加者は、会場で生きた動物や植物、その他の外来種や
侵入種と接触する可能性があるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
2 

会場で参加者が花火、爆発物、またはその他の火災の危
険にさらされる可能性があるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
1 

会場では、参加者は銃器や弾薬（またはその他の戦闘用
武器）を扱ったり、身近に置いたりする可能性があるか？ 

はい (2) 
いいえ (0) 

情報入手不可 (2) 
1 

 
ハザードのカテゴリー： 
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疫学上の懸念（性感染症（STI）を除く、人から人への伝播による感染症の流行） 
疫学上の懸念（STI） 
疫学上の懸念（媒介生物による疾病） 
感染症以外の健康上の脅威（非感染性疾患、物質の過剰摂取、怪我、踏みつけ） 
環境上の懸念（凍傷、オーバーヒーティング、空気の汚れ） 
CBRNの脅威 
食品安全および/または水質への配慮  
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2B. ハザードの発生可能性の評価（Evaluating Likelihood） 

 
ステップ 2B：ハザードの発生可能性の評価   
特定されたハザードが大規模イベントに発生した場合、健康への悪影響を軽減させるために協調的な
対応が必要となる可能性はどの程度か？ 
ハザードの発生頻度、季節性、発生可能性などを考慮する。 

手順：各項目について、ドロップダウン選択肢の中から回答を選択する。提供された情報に基づき、計
画している大規模イベントで懸念されるハザードの可能性が、シートの下部で計算される。リスクス
コアを算出する前に、すべての質問に回答する必要がある。    

   

カテゴリー 発生可能性または軽減策 回答 ウェイト 

一般的要因 

イベント主催者や、大規模イベントの計画プロセスに関
与している他のステークホルダーは、イベント中に実施
すべき包括的な大規模イベントの準備のベストプラク
ティスや推奨事項を認識している。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

イベントの主催者および大規模イベントの計画プロセ
スに関与しているその他のステークホルダーは、（開催
都市／国または参加者の都市／国において）大規模イベ
ントに潜在的な懸念をもたらす可能性のある疾病の発
生を認識している。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

関連する大規模イベントの主催者および責任者は、地元
の公衆衛生当局と連携し、最新の疾病管理と大規模イベ
ントの準備に関するガイダンスを利用することを約束
している。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模イベントの主催者と現地／国の公衆衛生当局と
の間に、正式な情報共有プロセスが確立されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模イベントの主催者とその他のステークホルダー
（例えば、運輸省、外務省、緊急サービス、法執行機関
など）との間に、必要に応じて、正式な情報共有プロセ
スが確立されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模イベントの主催者は、イベントの参加者、スタッ
フ、観客などに関する利用可能な情報（居住国、その国
の疫学状況、個人の健康状態や個人情報、行動に関する
データなど）を収集しており、イベント中の疾病拡散や
他の健康問題の潜在的リスクをより良く理解し、緩和措
置を実施する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 
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大規模イベントに関連して疾病の発生やその他の健康
関連の危険の疑いがある場合に、戦略的健康管理オペレ
ーションセンター（SHOC）またはその他の関連するイ
ベント組織体制を有効に機能させる取り決めがある。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模イベントでは、海外からの参加者を（一部または
全部の）制限する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

大規模イベントは、観客の参加を許可しない。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

大規模イベントは、地域または国内の観衆にのみ参加を
許可する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

大規模イベントは制限される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

イベント企画者は、イベント保険に加入する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

会場要因 

会場は、地域の火災危険ガイドライン、洪水防止ガイド
ライン、建築基準法に準拠している。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

屋内会場には、風通しを良くするために開放可能な窓や
ドアが設置されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

大規模イベントの会場のための清掃スケジュールが作
成され、清掃に必要な機材が清潔で、感染経路を遮断し、
衛生的な状態である。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

会場施設は、常時室内換気率が確保されるように、占有
率が定められている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

片側換気の比較で、自然換気される会場に対して横断換
気が可能である。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

参加者および/または観客が集まる部屋には、新鮮な外
気（望ましい）またはフィルターされた空気を使用する
HVACシステムがあり、すべての室内環境において空気
の再循環を行う空調（AC）システムが使用されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 
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空気循環が使用される場合、HVACシステムは、最小効
率報告値（MERV）15/ISO ePMI 70 - 80%または HEPA
フィルターを備え、フィルターは製造業者の推奨に従っ
て清掃およびメンテナンスされている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

空気清浄機が使用される場合、システムは最小効率報告
値（MERV）14/ISO ePMI 70-80%または HEPA フィル
ターを備え、フィルターは製造業者の推奨に従って清掃
およびメンテナンスされている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

空気清浄機が使用される場合、装置の清浄空気供給率
（CADR）（m³/hr）は、最小要件と測定された換気率と
の間のギャップをカバーする。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

排気は適切に管理されている。空気は、通気口（エアダ
クト）、人、動物から離れた場所で、直接外部に排気され
るようにする。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

屋内の温度はモニタリングされ、大規模イベントの開催
中は必要に応じて調整される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

会場からの安全な避難計画が策定され、テストされてい
る。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

参加者を会場まで送迎するための指定されたシャトル
バス、車、バス、その他の輸送車両が用意されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

異なるグループの混在を制限するために会場内に物理
的な障壁がある。（例：セクション間、着席している観客
と参加者／選手／プレゼンターなどの間など） 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

人の往来を制限し、一方通行の通路を確保するための表
示ステッカーや看板が設置されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

会場内の飲食店・屋台について、水道、電気、適温での
保存など、適切な方法で管理されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

観客用の指定席がある。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

行動要因 
大規模イベントに先立ち、安全な性行為を奨励するため
のパンフレットやその他の性教育の資料が、すべての参
加者に手渡される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 
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イベント主催者は、出席者や参加者が簡単にコンドーム
を入手できるように確保する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

イベント会場での過度のアルコールおよび/または薬物
の使用を制限するための措置が講じられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

会場周辺での過度の飲酒や薬物摂取を制限する措置が
講じられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

喫煙を禁止するための措置がとられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

喫煙を風通しの良い特定の場所に限定する措置がとら
れている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

安全でない行動の事例を報告するために、通報窓口やそ
の他のコミュニケーション手段が設けられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

安全でない行動を監視するために、強化された監視（追
加の警備員、監視カメラ）が行われている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

イベント会場での暴走（群集事故や雑踏事故）やその他
の物理的暴力（喧嘩、暴動など）に対処するための計画
を準備する。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

疫学的要因 

大規模イベントへの入場には、毎日健康スクリーニング
が実施される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

身体的距離を保つための措置が講じられる。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

マスクの使用を強く推奨される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

マスクの着用が要求される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

感染症のアウトブレイクが発生した場合、対応するワク
チン接種が強く推奨される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

2 
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情報入手不可 (1) 

感染症のアウトブレイクが発生した場合、対応するワク
チン接種が要求される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

STIの検査プログラムが利用可能である。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

懸念される感染症の検査プログラムが用意されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

感染症のアウトブレイクが発生した場合、陰性証明の提
示が強く推奨される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

感染症のアウトブレイクが発生した場合、陰性証明の提
示が要求される。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

渋滞が発生しやすい場所での混雑を避けるための措置
（例：時間差入場など）が講じられる。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

他国からの参加者および観客のために公式の入国地点
または国境検査所での健康スクリーニングの実施計画
がある。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

会場には、身体的・精神的な救護処置を提供できる十分
な医療スタッフが配置されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

病気や怪我をした参加者を敷地外の医療施設に搬送す
ることを想定した計画が立てられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

イベント期間中に増加する検査能力を処理するための
十分なキャパシティがある。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模な医療・非医療対策（医薬品、ワクチン、診断検
査、個人用保護具、予防薬など）を迅速に取得・配布す
るための計画やプロトコルが用意されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

検疫、隔離、および/または除染のプロトコルを実施する
ための十分なスペース、人員、設備が整備されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

関連する対応計画およびプロトコルは、イベント前に定 はい (2) 3 
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期的にテストおよび/または演習が行われている。 いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

CBRNおよ
びその他の
セキュリテ
ィハザード 

CBRN関連の脅威について、メディアやコミュニケーシ
ョンチャネルの監視が行われている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

イベント中に発生した事件に対応するため、参加者のた
めの詳細な避難計画や医療計画を含む、専用の安全プロ
トコルが用意されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

潜在的なリスクを特定し、それを軽減するために、イベ
ントの脅威分析が実施されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

会場内に武器が持ち込まれるリスクを軽減するための
セキュリティ対策が講じられている（例：入場口でのカ
バンチェックや金属探知機など）。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

大規模イベントのイベント主催者は、CBRN の脅威につ
いて、関連するセキュリティ、情報、法執行機関と連携
している。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

地元の法執行機関、緊急事態管理機関、公衆衛生機関、
その他の公安当局が、イベントの通知を受けている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

1 

大規模な避難、軽減、および/または除染を必要とする非
常事態（例：火災、CBRN事象、大混乱など）において、
地域の法執行機関、緊急管理機関、公衆衛生機関、その
他の公安当局と対応を調整するためのプロトコルが整
備されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

会場内で発生した故意に行われた事件（例：放火、銃撃、
CBRNイベントなど）を調査するため、法執行機関およ
び/または情報機関と連携するためのプロトコルが準備
されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

環境要因 

十分な害虫・害獣駆除能力がある。（例：虫除けスプレー
の提供、水質の悪い停留水の除去、噴霧など） 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

地域の水源の安全性を管理するための設備が整ってい
る。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

3 

会場にトイレや手洗い場が利用可能である。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 
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会場で食品を扱う責任者は、調理前および調理中に手を
洗い、マスクを着用することが義務付けられている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

会場では、衛生管理、廃棄物のチェックが行われている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

会場では、定期的にゴミ回収が行われている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

悪天候（例：暴風雨、洪水、山火事、極端な寒さや暑さ
など）の場合に、大規模イベントを屋内会場に移行する
ための計画やプロトコルが用意されている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 

屋外活動のための暖房または冷却センターが完備され
ている。 

はい (2) 
いいえ (0) 
該当なし (2) 

情報入手不可 (1) 

2 
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2C. リスクスコア（Risk Score） 

 
ステップ 2C：リスクスコアの算出  
ステップ 1、2A、2B で評価された質問と記述を組み合わせて、特定されたハザード、それらの発生の
可能性、発生した場合の影響度に基づいて、大規模イベントのリスクスコアを決定する。 

リスクスコアは、事前に特定されたハザードの発生可能性と影響度を組み合わせたリスクマトリック
スによって決定される。 

 
 

重要度 

非常に高い 

高い 

中程度 

低い 

非常に低い 

 
 
 
 

 

ハザードスコア (訳注 1) 極微・軽微・中程度・重大・深刻  

発生可能性スコア (訳注 2) 非常に低い・低い・中程度・高い・非常に高い 

 

リスクアセスメント 
総合スコア 

非常に低い・低い・中程度・高い・非常に高い 

 
訳注 1：ステップ 2A「ハザードの特定」各項目における回答スコアとウェイトの積の総和により、以下の通り、ハザ
ードスコアを算出する。40 以下：極微、40 より大きく 102以下：軽微、102 より大きく 175 以下：中程度、175 よ
り大きく 238 以下：重大、238 より大きい：深刻 
訳注 2：ステップ 2B「ハザード発生可能性の評価」各項目における回答スコアとウェイトの積の総和により、以下の
通り、発生可能性スコアを算出する。42.3 以下：非常に高い、42.3 より大きく 98.7 以下：高い、98.7 より大きく
183.3 以下：中程度、183.3 より大きく 239.7 以下：低い、239.7 より大きい：非常に低い 

リスクマトリックス 

ハ
ザ
ー
ド
ス
コ
ア

 

深刻 低い 中程度 高い 非常に高い 非常に高い 

重大 低い 中程度 高い 高い 非常に高い 

中程度 非常に低い 低い 中程度 高い 高い 

軽微 非常に低い 非常に低い 低い 中程度 中程度 

極微 非常に低い 非常に低い 非常に低い 低い 低い 

 
非常に低い 低い 中程度 高い 非常に高い 

発生可能性スコア 
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2D. 影響度の決定（Determining Impact） 

 
ステップ 2D：ハザード発生時の保健システムへの影響度を決定   
大規模イベントの開催中にハザードが発生した場合、どの程度の影響度になるのか、また、そのような
ハザードに対応する開催国の対応能力はどうなのか、さらに健康への悪影響はどの程度軽減されるの
か？ 
発生するハザードの重大性、人口の脆弱性、地域の対処能力などが考慮される。 

手順：大規模イベントの開催国を選択する。複数の国で開催される場合は、国ごとにリスクアセスメン
トを実施する必要がある。以下のリンクから開催国の SPAR スコアにアクセスし、各指標で報告され
ているスコアを記入する。SPAR スコアが 2 年以上前のものである場合、または SPAR スコアがない
場合は、以下の追加記述（「対応能力の見積もり」）に回答する必要がある。   

 

大規模イベントが開催される場所はどこか？  
 （国名を選択する） 

 

 

カテゴリー 影響度または国別の対応能力に関する質問 回答またはスコア 

加盟国の自己評価年
次報告（SPAR） 

開催国は、締約国自己評価年次報告書（SPAR）ツールを
使用して、自己評価年次報告を完了させているか？もし
「はい」の場合、以下の SPAR 指標に関する最新の国別
スコアを入力する。（ここからダウンロード可能） 

 

C4.1 検体の移送と輸送システム 20・40・60・80・100 

C4.2. 実験室のバイオセーフティおよびバイオセキュリ
ティ体制の実施 

20・40・60・80・100 

C4.3. 実験室の品質システム 20・40・60・80・100 

C4.4. 実験室検査能力モダリティ 20・40・60・80・100 

C4.5. 効果的な国内診断ネットワーク 20・40・60・80・100 

C5.1. 早期警戒サーベイランス機能 20・40・60・80・100 

C5.2. イベント管理 20・40・60・80・100 

C7.1. 健康上の緊急事態に対する計画 20・40・60・80・100 

C7.2. 健康上の緊急事態への対応の管理 20・40・60・80・100 

C7.3. 緊急時の物流・サプライチェーン管理 20・40・60・80・100 

C8.1. ケースマネジメント 20・40・60・80・100 

C8.2. 保健サービスの利用 20・40・60・80・100 

C8.3. 必要不可欠な保健サービス（EHS）の継続性 20・40・60・80・100 
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C10.1. 緊急時の RCCEシステム 20・40・60・80・100 

C10.2. リスクコミュニケーション 20・40・60・80・100 

C10.3. コミュニティエンゲージメント 20・40・60・80・100 

C11.1. 常時の PoEでの基本能力要件 20・40・60・80・100 

C11.2. PoEでの公衆衛生対応 20・40・60・80・100 

C11.3. 海外渡航関連措置のリスクベースアプローチ 20・40・60・80・100 

C13.1 食品安全イベントのための多部門連携メカニズム 20・40・60・80・100 

C14.1. 検知・警報のためのリソース（化学イベント） 20・40・60・80・100 

C15.1. 能力・資源（放射線緊急事態） 20・40・60・80・100 

SPAR スコア 上記 22項目平均値 

SPAR 対応能力 判定 
低(0-20)・ 

中(20-60)・高(60-) 

対応能力の見積もり 

以下の質問に回答して、地域の医療対応能力の概算を算出する。それぞれの項
目について、「高」「中」「低」の選択肢で回答する。もし対応能力レベルがわ
からない、または推定できない場合は、「わからない」と回答する。回答者の
判断で、以下の能力を「高」（大規模イベントで高い対応能力が発揮される）、
「中」（大規模イベントで中程度の対応能力が発揮される）、「低」（大規模イベ
ントで低い、または全く対応能力が発揮されない）のいずれかに分類する。 

検体の移送と輸送システム、実験室のバイオセーフティ
とバイオセキュリティ体制、品質システム、検査方法、全
国診断ネットワークなどの実験室能力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

早期警戒システムや検証、調査、分析、情報発信などのサ
ーベイランス能力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

計画、対応、緊急時のロジスティクスとサプライチェーン
管理等を含む医療に関わる緊急事態の管理能力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

ケースマネジメント、保健サービスの利用、必要不可欠な
保健サービスの継続性など、保健サービスを提供する能
力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

緊急時のRCCEシステムを含むリスクコミュニケーショ
ンとコミュニティ参画（RCCE）能力、パブリックコミュ
ニケーションやメディアリレーションのメカニズム（イ
ンフォデミックを含む）、国や地方レベルでコミュニティ
参画活動実施のためのガイドライン／標準作業手順書 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

空港、港湾、道路交差点における入国地点（PoE）および
国境衛生の対応能力、PoE の公衆衛生緊急事態計画、お
よびリスクに応じた方法で国際旅行関連措置の採用を決

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 
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定するメカニズムを含む国内の複数部門に跨るプロセス 

食品由来感染症のアウトブレイクに対処するための、複
数部門にわたった協力体制を含む、食品安全能力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

実地訓練または実際のイベントで行われた大規模災害管
理能力 

低(10)・中(50)・高(80)・

分からない(0) 

見積もり対応能力スコア 上記 8項目平均値 

対応能力の見積もり 判定 
低(0-20)・ 

中(20-60)・高(60-) 
 

保健システム 対応能力 
“SPAR 対応能力 判定結果” 

もしくは 

“対応能力の見積もり 判定結果”  
 
 

スコアリングシステム 

指標レベル スコア スコアの範囲 色付け 
 

1 20 0-20 
 

低 

2 40 21-40 
 

中 

3 60 41-60 
 

中 

4 80 61-80 
 

高 

5 100 81-100 
 

高 
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3. 予防措置（Precautionary Measures） 

 
ステップ 3：実施すべき予防措置の特定とリスク軽減      
大規模イベントで優先的に実施すべき緩和策や予防策とは？ 
手順：ステップ 2Bで確認した緩和策の記述から、計画している大規模イベントで実施される予防策と
緩和策を挿入し、その実施状況を記入する。また、緩和措置の変更など、注意事項があれば記入するこ
と。      

 

カテゴリー 緩和策 実施状況 注意事項 
一般的要因 1       

2       

3       

4       

5       

会場要因 1       

2       

3       

4       

5       

行動要因 1       

2       

3       

4       

5       

疫学的要因 1       

2       

3       

4       

5       

CBRN脅威 1       

2       

3       

4       

5       

保健システム要
因 

1       

2       
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3       

4       

5       

環境要因 1       

2       

3       

4       

5       

法執行機関、公衆
衛生、公安との 
調整 

1       

2       

3       

4       

5       

その他 1       

2       

3       

4       

5       
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4. リスクコミュニケーション（Risk Communication） 

 
ステップ 4：大規模イベント計画の実施および周知   
大規模イベントを安全で成功させるために、決定事項や方針の変更に関するメッセージの作成など、
大規模イベントの計画を効果的に実施し伝える方法 

 
手順：リスクコミュニケーション、コミュニティエンゲージメント、インフォデミックマネジメントの
考慮点を読み、包括的な大規模イベントコミュニケーションプランを構築する。これには、大規模イベ
ントの開催に先立ち、あるいは開催中に、さまざまな方針決定や変更をメッセージで伝えることに関す
る考慮も含まれる。   

   
公衆衛生上の緊急時に誤った情報が発信されることは、真偽の定かでない情報がコミュニケーショ

ンチャネルを越えて出回り、人々を混乱に陥れ、保健コミュニケーションの取り組みを複雑化させると
いう特徴を持っている。 

 
このようなグローバルなコミュニケーション環境における課題を踏まえると、大規模イベントでは、

自分たちが直面する可能性のある公衆衛生上のリスクについて、ほとんどの人が先入観を持っている
だろう。こうした認識は、個人的な経験、公衆衛生上の脅威に対する自国の対応の実情、その他多くの
社会的・政治的視点によって左右されることが多いと考えられる。 

 
明確なリスクコミュニケーションは、イベント実施方法の変更や修正を人々が受け入れる手助けと

なる。これは、個人の行動変容が必要な場合、特に重要である。 

   

 
 
このオールハザード大規模イベントリスクアセスメントツールは、より安全な大規模イベントの実践
のための道筋を明らかにする上で役立つが、その道筋の根拠は、実施を成功に導くために効果的に伝え
られる必要がある。また、このアセスメントツールは、意思決定のプロセスがより透明化され、大規模
イベントの参加者の賛同を得るのに役立つため、メッセージ作成のための貴重なリソースとなり得る。  

     
大規模イベントが開催される社会的、政治的、生態環境は非常にダイナミックであり、そのリスクプ

ロファイルはいつでも変容する可能性がある。したがって、イベントの主催者は、ステークホルダーと
のコミュニケーションにおいて、この不確実性に前もって対処し、不測の事態が意思決定プロセスに与

大規模イベント開催時の確実なリスクコミュニケーション戦略は、2 つの基礎的な理解に基づいて
構築されるべきである： 
1. 大規模イベントにおける変更/改善の合理性  
2. 大規模イベントに参加する人々のコミュニケーションニーズ 
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える影響を説明できるように準備し、イベントの進行に伴ってさらなる修正が必要になる可能性があ
ることを認識する必要がある。   

   
柔軟なコミュニケーション戦略の構築、不確実性の認識、意思決定プロセスの透明性は、効果的なリ

スクコミュニケーションに不可欠な要素である。リスクコミュニケーション戦略は、ニーズ評価と適切
なコミュニケーションチャネル（パートナーや地域社会との関わりを通じて）の特定から始める必要が
ある。このような戦略では、コミュニケーションの取り組みに信頼性を高め、情報を発信し、正しい情
報が対象者に確実に届けられるような影響力を持つ人物を特定することも必要である。イベント企画
者は、噂や誤報をチェックおよび管理し、リスクコミュニケーション活動の有効性を評価して今後の活
動に役立てる準備も必要である。   

   
大規模イベントのための包括的なオールハザードリスクアセスメントツールの「ハザードの発生可

能性を評価する」セクション（ステップ 2B）では、これらの戦略要素を行動可能なステップに変換し、
修正に取り組む際の指針となるように設計されている。このセクションで取り上げた他の質問と同様
に、大規模イベントのイベントのためのリスクコミュニケーション戦略の開発を開始するために使用
できる。  

   
もし、組織が支援を求めている場合、国の保健当局がリスクコミュニケーション戦略に関する情報を

提供できるかもしれない。さらに、以下に揚げるWHOの出版物を含む、こうした取り組みに役立つ無
料のリソースが多数用意されている。  

 
大規模イベント計画の効果的な実施とコミュニケーションに役立つチェックリスト 
大規模イベント計画を周知する際、以下のことを考慮したか？   

 □ 大規模イベントに関連するメッセージを共有するために、さまざまな対象者グループを特定した 
 □ 適切な言葉や大規模イベントの計画に関する明確な情報など、さまざま対象者のグループ向けに

調整したメッセージを開発した 
 □ 大規模イベント計画で使用する言葉や決定事項が、すべての人に受け入れられるよう、さまざま

なステークホルダーと討議した 
 □ さまざまなプラットフォームやメッセージングサービスを通じて、大規模イベントの計画やその

他の関連情報を共有した 
□ 大規模イベントに関する情報の変更または更新を迅速かつ効率的に提供できる計画を立てた 

 □ 一般市民、スタッフ、大規模イベントへの参加者、その他のステークホルダーが、イベント主催者
や保健当局に質問やコメントを提供するためのルートを確保した 

 
WHO（世界保健機関）のリソースへのリンク： 
- リスクコミュニケーション概論 -トレーニング (https://openwho.org/courses/risk-communication)   
- 公衆衛生緊急事態におけるリスクコミュニケーションガイドライン  

(https://www.who.int/publications/i/item/communicating-risk-in-public-health-emergencies)  
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- リスクコミュニケーション：よくある質問 

(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/risk-communication-frequently-asked-questions)"  
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レビュアー承認（Reviewer Sign Off） 

 

WHO 大規模イベントオールハザードリスクアセスメントツール - 承認ページ    

ハザードスコア 極微・軽微・中程度・重大・深刻 

 

発生可能性スコア 非常に低い・低い・中程度・高い・非常に高い 

  

リスクアセスメント総合スコア 非常に低い・低い・中程度・高い・非常に高い 

 

国別の対応能力スコア 低・中・高 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書 

大規模イベントにおける熱中症の発生リスクと暑さ対策 

研究分担者    竹田 飛鳥（国立保健医療科学院・健康危機管理研究部・主任研究官） 

研究要旨： 

 夏季に開催される大規模イベントでは、限られた場所に人々が密集するだけでなく、暑

熱環境に長時間曝露されることや、十分な水分補給・日陰の休憩場所の確保等の対策を怠

ると、熱中症の発生リスクが高くなる。熱中症の発生リスクを評価する指標として、暑さ

指数（WBGT）が活用されており、WBGT 28-31℃で「厳重警戒」、31℃以上で「危険」

レベルに達し、すべての生活活動で熱中症を発生する危険性がある。夏季の大規模イベン

トのひとつに、音楽フェスが挙げられ、人々の密集による暑熱環境の悪化に加え、飲酒に

よる気分高揚や身体活動（鑑賞中のダンス等）の増加により熱中症の発生リスクが高くな

ると考えられるため、その発生リスクと暑さ対策を整理することを目的に調査を行った。

2023 年 7 月から 8 月に国内で開催された音楽フェスのうち、最も来場者数が多い 4 件

を抽出し、調査項目の「基本情報」、「熱中症発生リスク」、「暑さ対策」を公開情報か

ら収集して記述を行った。その結果、「熱中症発生リスク」の指標とした最大 WBGT は、

すべての音楽フェスで「厳重警戒」レベルの 28℃以上であり、さらに北海道で開催された

音楽フェスを除き、「危険」レベルの 31℃以上の時間帯があった。「暑さ対策」の指標と

した各音楽フェスにおける注意喚起や予防対策を、ウェブサイト上で公開していた音楽フ

ェスは一部のみであった。そのうち、千葉県で実施された 2 つの音楽フェス初日は、千葉

県内の熱中症搬送者数が通常と比べて多かったが、関連は不明である。

 本研究では、対象としたすべての音楽フェスで熱中症の発生リスクが高い時間帯があっ

た。夏季に大規模イベントを開催する際には、熱中症発生リスクとその対策を事前に検討

し、来場者に対する注意喚起・予防対策の更なる徹底が求められる。

Ａ．研究目的 

大規模イベントは、マスギャザリングのひ

とつの類型とみなされる。世界保健機関

（WHO）は、マスギャザリングを「特定の目

的のために特定の場所にある一定期間、想定

された数以上の人々が集まること。イベント

が開催地の計画や対応する資源に負担をかけ

る可能性がある場合を含む」と定義している。

大規模イベントを開催する場合は公衆衛生・

医療における準備・対応が必要である。また、

わが国の夏は欧米に比べて気温と湿度が高く、

蒸し暑い特徴があることに加え、近年は世界

的な気候変動の影響で、国内の気温が更に上

昇している。夏季に開催される大規模イベン

トでは、限られた場所に人々が密集するだけ

でなく、暑熱環境に長時間曝露されることや、

十分な水分補給・日陰の休憩場所の確保等の

対策を怠ると、熱中症の発生リスクが高くな

る。熱中症は、体内の水分や塩分のバランス

が崩れたり、体温調節機能が働かなくなった

りして、発症する病気の総称である。

環境省は 2020 年に「夏季のイベントにおけ

る熱中症対策ガイドライン」を発行した。熱

中症の発生リスクを評価する指標として、暑

さ指数（WBGT）が活用されている。WBGT
は、熱収支に与える影響が大きい ①湿度、②
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日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③

気温、から算出される。WBGT に対する注意

事項を表１に示す。WBGT 28-31℃で「厳重

警戒」、31℃以上で「危険」レベルに達して、

すべての生活活動で熱中症を発生する危険性

がある。夏季のイベントでは、屋内外に関わ

らず人が集まる空間では厳しい暑熱環境にな

り、空調使用や夜間開催でも改善しない可能

性が指摘されている。また、待機列や帰宅時

の公共交通機関の施設等で人が滞留する状況

では、暑熱環境が短期間で一気に悪化する可

能性が報告されている。 
夏季の大規模イベントのひとつに、音楽フ

ェスが挙げられる。人々の密集による暑熱環

境の悪化に加え、飲酒による気分高揚や身体

活動（鑑賞中のダンス等）の増加により熱中

症の発生リスクが高くなると考えられる。先

行研究では、夏季の大規模イベントで観客の

救急搬送が最も多かった疾患のひとつが熱中

症であったと報告されているが、大規模音楽

フェスに関する熱中症の発生リスクとその暑

さ対策については、十分に明らかになってい

ない。 
そこで本研究では、以下の目的を設定し、

調査等を行った。 
 夏季に開催された国内の大規模音楽フ

ェスの熱中症発生リスクと暑さ対策に

ついて、整理すること 
 熱中症の救急搬送者数と WBGT の推移、

音楽フェスの関連について、データ分析

により明らかにすること 
 
Ｂ．研究方法 
１． 夏季の大規模音楽フェスの熱中症発生

リスクと暑さ対策の整理 
2023 年 7 月から 8 月に国内で開催された音

楽フェスのうち、最も来場者数が多い 4 件（フ

ェス A、フェス B、フェス C、フェス D）を

抽出した。調査項目は、「基本情報」、「熱

中症発生リスク」、「暑さ対策」とし、これ

らの記述を行った。 

「基本情報」は、フェス A からフェス D の

各ウェブサイトから開催期間、開催場所（市

町村単位）、屋内/屋外、ステージ数、延べ来

場者数のデータを抽出した。ステージ数は公

開されている会場マップからステージを数え

た。「熱中症発生リスク」は、環境省ウェブ

サイト「熱中症予防情報サイト」

（https://www.wbgt.env.go.jp/）に公開されて

いる WBGT（市町村単位）の毎時データを抽

出し、開催期間の各日最大 WBGT をその時刻

とともに特定した。「暑さ対策」は、フェス

A からフェス D の各ウェブサイトから熱中症

の注意喚起・予防対策、飲料持込可否、救護

所設置数のデータを抽出した。救護所数は公

開されている会場マップから救護所を数えた。 
２． 熱中症の救急搬送者数・WBGT の推移と

音楽フェスの関連分析 
総務省消防庁のウェブサイト「熱中症によ

る救急搬送人員に関するデータ」

（https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/po
st3.html#heatstroke03）で公開されている各日

の熱中症救急搬送データを取得し、観察研究

を行った。「２．夏季の大規模音楽フェスの

熱中症発生リスクと暑さ対策の整理」の音楽

フェスの一部が開催された千葉県における

2023年 8月の各日熱中症搬送者数のデータを

抽出した。また、WBGT は前述の「熱中症予

防情報サイト」に公開されている千葉県千葉

市の毎時データを抽出し、開催期間の各日最

大 WBGT をその時刻とともに特定した。 
熱中症搬送者数と WBGT の推移を比較し、

千葉県千葉市で 8 月に開催された一部の音楽

フェスの期間で特徴的な変化を記述した。 
 
Ｃ．研究結果 
１． 夏季の大規模音楽フェスの熱中症発生

リスクと暑さ対策の整理 
2023 年大規模音楽フェスの「基本情報」、

「熱中症発生リスク」、「暑さ対策」を表２

に示す。 
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フェス A は 7 月 28 日から 30 日の連続する

3 日間の日程で屋外開催された。1 ステージあ

たりの延べ来場者数は 4 つの音楽フェスのな

かで最も少なかった。「危険」レベルを示す

31℃以上の最大 WBGT は、3 日間のうち 1 日

で、31.1℃になった時刻は 14 時であった。ウ

ェブサイトに熱中症注意喚起・予防対策の記

載はなく、飲料持込はビン・缶以外は可能で

あった。救護所設置数は 5 か所であった。 
フェス B は 8 月 5,6 日と 11 日から 13 日の

連続しない 5 日間の日程で屋外開催された。1
ステージあたりの延べ来場者数は 4 つの音楽

フェスのなかで最も多かった。31℃以上の最

大 WBGT は、5 日間のうち 2 日で、32.1℃と

31.3℃になった時刻はそれぞれ 12 時と 8 時で

あった。ウェブサイトに熱中症注意喚起・予

防対策の記載はなく、飲料持込はビン・缶以

外は可能であった。救護所設置数は 5 か所で

あった。 
フェス C は 8 月 11 日と 12 日の連続する 2

日間の日程で屋外開催された。すべての日程

で最大 WBGT は 31℃を下回っていた。ウェ

ブサイトに熱中症注意喚起の記載があったが、

予防対策の記載はなかった。飲料持込はビ

ン・缶以外は可能であった。救護所設置数は

1 か所であった。 
フェス D は 8 月 19 日と 20 日の連続する 2

日間の日程、千葉県と大阪府のそれぞれの会

場で屋外または屋内で開催された。すべての

日程で最大 WBGT は、31℃を上回っており、

時刻は 12 時から 14 時の昼過ぎであった。ウ

ェブサイトに熱中症注意喚起・予防対策の記

載があり、飲料持込はビン・缶以外は可能で

あった。救護所設置数は 5 か所であった。 
２． 熱中症の救急搬送者数・WBGT の推移と

音楽フェスの関連分析 
千葉県における2023年 8月の熱中症救急搬

送者数と、千葉県千葉市の最大 WBGT の推移

を、千葉県で開催された大規模音楽フェスの

開催日程とあわせて、図１に示す。最大

WBGT が「危険」レベルの 31℃以上の日は

21 日間、その他のすべての日程おいても「厳

重警戒」レベルに達する 28℃以上であった。

熱中症搬送者数が 75 人以上の日は 8 月 4,5, 
17,18,19 日の 5 日間あり、8 月 17 日を除き最

大 WBGT は 32℃以上であった。そのうち、

大規模音楽フェスが開催されたのは、8 月 5
日にフェス B、8 月 19 日にフェス D であった。 
 
Ｄ．考察 
 本研究では、2023 年 7 月から 8 月に国内で

開催された音楽フェスの熱中症発生リスクと

暑さ対策について調査を行った。 
熱中症発生リスクを指標とした最大

WBGT は、すべての音楽フェスで「厳重警戒」

レベルの 28℃以上であり、さらに北海道で開

催されたフェス C を除き、「危険」レベルの

31℃以上の時間帯があった。先行研究では、

WBGT が 25℃より高いと、来場者あたりの救

急搬送者数が多くなり、夏季のイベントでは

熱中症は最も救急搬送が多い疾患のひとつで

あると報告されていた（Tajima, et al. 2020）。
当該地域で最大 WBGT を記録した時間帯は、

昼過ぎの 12 時から 14 時が多く、先行研究と

一致していた（Allassas, et al. 2021）。来場者

数が多いにも関わらず、ステージ数が少なか

ったり、会場の広さが十分でない場合、限ら

れた空間に人々が密集して、熱中症発生リス

クが高くなる。本研究では会場の広さは、各

音楽フェスの情報を取得出来なかったが、ス

テージ数と述べ来場者数の情報から、フェス

B とフェス D が 1 ステージあたりの延べ来場

者数が多く、最大 WBGT も高いため、熱中症

発生リスクが高いと推測された。フェス D の

千葉県会場は、屋内の会場も含まれているた

め、来場者が必要に応じて屋内で休憩するこ

とができる。一方で屋内会場において、大規

模イベントを開催する場合は、空調管理を徹

底する必要がある。 
暑さ対策については、熱中症の注意喚起を

ウェブサイト上で行っていたのは、フェス C
とフェス D であった。また、熱中症の予防対
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策をウェブサイト上で行っていたのはフェス

D のみであり、具体的には十分な水分補給や、

日陰エリアの効果的な活用、熱中症リスクを

低減させるアイテム（帽子、タオル）の使用、

体調変化を感じたら救護室を訪問することが

記載されていた。WBGT が「厳重警戒」レベ

ルに達することが想定される場合には、どの

イベントにおいても、熱中症の注意喚起を行

うべきである。例年同じ時期に継続して開催

されるイベントは、注意喚起等も過去を踏襲

してウェブサイト等に記載されることが多い

ことが想定されるが、近年は気候変動等の影

響で国内の夏季の気温が上昇傾向にあること

から、熱中症発生リスクを考慮した上で事前

の対策を呼び掛けることが必要である。水分

補給については、すべての音楽フェスで飲み

物が販売されているが、値段は通常の 2 倍程

度に設定されている場合が多い（例えば、

500ml のミネラルウォーターが 300 円）。ま

た、ビンや缶以外の飲み物は持込み可能とな

っている音楽フェスが多いが、芝生を傷める

という理由で一部の会場は水とお茶以外の飲

料持込みが制限された。アルコール飲料が販

売されていることも多く、水分補給をアルコ

ール飲料で補っている場合も考えられるため、

無料の水飲み場を設置する等の対策を講じる

必要性も考えられた。さらに、来場者の滞留

を防止するための動線確保・誘導、炎天下の

待機を避ける対策、適宜休憩できる十分な日

陰スペースの確保の対策もあわせて実施する

必要がある。 
フェス B とフェス D が開催された 2023 年

8 月の千葉県千葉市では、最大 WBGT がすべ

ての期間で「厳重警戒」レベルを超えていた。

熱中症救急搬送者数と最大 WBGT はほぼ相

関していると考えられるが、更なる分析が必

要である。フェス B とフェス D の初日は、千

葉県の熱中症救急搬送者数が多いが、各フェ

スの救護所受診情報を取得していないため関

連は不明である。さらに熱中症搬送者数が最

も多かった 8 月 18 日は、フェス D の前夜祭

がオールナイトで開催されていたが、その関

連も不明である。一方で、フェス D は 8 月 19
日にマスメディアで多くの熱中症患者が救急

搬送されたことが報道されたため、関連する

熱中症患者が含まれていることが推定された。 
本研究の「熱中症発生リスク」の指標とし

た最大 WBGT は、気象庁における市町村単位

の観測地点の観測値であり、各音楽フェスの

当日現地の観測値ではない。「暑さ対策」の

記述は、公開されているウェブサイトの情報

を利用しているため、当日現地において実施

された注意喚起や予防対策の情報は不明で考

慮されていない。また各音楽フェスの救護所

の受診情報を入手していないため、実際の熱

中症発症者数は不明である。 
 
Ｅ．結論 

対象としたすべての音楽フェスで熱中症の

発生リスクが高い時間帯があった。大規模イ

ベントを開催する際には、熱中症発生リスク

とその対策を事前に検討し、来場者に対する

注意喚起・予防対策の更なる徹底が求められ

る。 
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表１ 暑さ指数に対する注意事項 

（環境省「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン」から文言を微修正して掲載） 
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表２ 2023 年大規模音楽フェスの熱中症発生リスクと暑さ対策 
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図１ 熱中症の救急搬送者数、最大 WBGT の推移と大規模音楽フェス開催日程の関連、2023 年 8 月、千葉県 

   注：図内の点線より上の最大 WBGT は 31℃以上の「危険」レベルを示す 
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time-dependent chang
es in cerebrovascula
r autoregulation aft
er cardiac arrest an
d outcomes： A prosp
ective cohort study. 

J Cereb Bloo
d Flow Meta
b. 

43(11) 1942-1950 2023 

大西光雄 トキシドロームの応用
ICTを利用したトキシ
ドロームの活用

救急医学 47(4) 465-471 2023 

石田健一郎、寺尾
紀昭、飯沼公英、
草深進、山本幸
伸、黒田愛実、大
西光雄 

BCPの見直しとワーク
ショップを通じた職員
の理解の促進

病院経営羅針
盤 

14巻234号 19-24 2023 
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大西光雄 化学物質・薬品化学物
質の添加・混入による
食中毒 

小児科 64巻12号 1284-1291 2023 

Midorikawa H, T
achikawa H, Kus
hibiki  N, Wata
ya K, Takahashi
 S, Shiratori 
Y, Nemoto K, Sa
sahara S, Doki 
S, Hori D, Mats
uzaki I, Arai 
T, Yamagata K. 

Association of fear 
of COVID-19 and resi
lience with psycholo
gical distress among
 health care workers
 in hospitals respon
ding to COVID-19: an
alysis of a cross-se
ctional study. 

Frontiers in
 Psychiatry. 

14 1150374. 2023 

高橋 晶 特集 災害時の保健･医
療･福祉-連携と調整  
災害精神保健･福祉･医
療活動の中の災害精神
関連チームの活動と今
後の展望. 

公衆衛生 87巻7号 p.641-649 2023 

高橋 晶 精神科領域における新
型コロナウイルス罹患
後症状のマネジメント
(罹患後精神症状). 

心と社会 / 
日本精神衛生
会 編 

54巻2号 p.70-74 2023 

高橋 晶 新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）罹患後
の精神症状に対する漢
方薬の使用経験と可能
性 

日本東洋心身
医学研究 

37巻 p.16-22 2024 
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令和６年３月２９日 
厚生労働大臣 

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）     

  機関名  国立保健医療科学院 

所属研究機関長 職 名  院長

 氏 名 曽根 智史  

次の職員の令和５年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業 

２．研究課題名  大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に向けた 

研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 健康危機管理研究部・部長  

（氏名・フリガナ） 冨尾 淳・トミオ ジュン  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和 ６年 ４ 月 １２ 日 
厚生労働大臣 殿 

 
                              機関名 帝京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学  長 
                                                                                      
                              氏 名  冲永 佳史          
 

   次の職員の令和５年度厚生労働行政推進調整事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                        

２．研究課題名  大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に    

         向けた研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部救急医学講座・教授                     

    （氏名・フリガナ） 森村 尚登 （モリムラナオト）                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和６年４月９日 
厚生労働大臣 殿 

                                  国立研究開発法人 
                              機関名 国立国際医療研究センター 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
 
                              氏 名 國土 典宏           
 

   次の職員の令和５年度厚生労働行政推進調整事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                        

２．研究課題名  大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に    

         向けた研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名）  国際医療協力局・医師                      

    （氏名・フリガナ）  市村康典・イチムラヤスノリ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 ６年 ２月 ５日 
厚生労働大臣 殿 

 
                              機関名 独立行政法人国立病院機構本部 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
 
                              氏 名 楠岡 英雄           
 

   次の職員の令和５年度厚生労働行政推進調整事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                        

２．研究課題名  大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に    

         向けた研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名）  本部 DMAT 事務局長                      

    （氏名・フリガナ）  小井土 雄一・コイド ユウイチ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和６年３月２９日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和５年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                                        

２．研究課題名  大規模イベントの公衆衛生・医療に関するリスクアセスメント及び対応の標準化に向けた  

 研究                                      

３．研究者名  （所属部署・職名） 健康危機管理研究部・主任研究官                                 

    （氏名・フリガナ） 竹田 飛鳥・タケダ アスカ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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